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※は県例規集登載
【告示】

番 号 表 題 担当課名

２１７ 令和２年度徳島県一般会計補正予算（第１ 財政課

１号及び第１２号）及び令和２年度徳島県

各種特別会計補正予算並びに令和３年度徳

島県一般会計予算及び令和３年度徳島県各

種特別会計予算並びに令和３年度徳島県一

般会計補正予算（第１号）の要領を公表す

る件

２１８ 生活保護法の規定による指定医療機関から 国保・自立支援課

廃止について届出があった件

２１９ 生活保護法の規定による指定医療機関の辞 同

退があった件

２２０ 生活保護法の規定による介護機関を指定し 同

た件

２２１ 生活保護法の規定による施術機関を指定し 同

た件

２２２ 基本測量を実施する旨の通知があった件 用地対策課

２２３ 公共測量を実施する旨の通知があった件 同

２２４ 道路の供用を開始する件 道路整備課

２２５ 同 同

２２６ 港湾施設の概要を公示する件 運輸政策課



【告示】

番 号 表 題 担当課名

２２７※ 放置等を禁止する区域及び同区域内におい 同

て放置等を禁止する物件を指定する件

２２８※ 徳島県会計事務取扱規程の一部を改正する 出納局会計課

告示

【企業管理規程】

番 号 表 題 担当課名

１※ 徳島県企業局企業職員の勤務時間，休日及

び休暇に関する規程の一部を改正する規程

２※ 徳島県企業局公印規程の一部を改正する規

程

３※ 徳島県企業局被服等貸与規程の一部を改正

する規程

４※ 徳島県企業局企業職員給与規程の一部を改

正する規程

５※ 徳島県工業用水道事業供給規程の一部を改

正する規程

６※ 徳島県企業局車両管理規程の一部を改正す

る規程

７※ 徳島県企業局駐車場管理規程の一部を改正

する規程

８※ 徳島県企業局公舎管理規程の一部を改正す

る規程

【企業局訓令】

番 号 表 題 担当課名

１※ 徳島県企業局職員服務規程の一部を改正す

る訓令

２※ 徳島県企業局に勤務する職員の表彰に関す

る規程の一部を改正する訓令



【企業局訓令】

番 号 表 題 担当課名

３※ 徳島県企業局直営工事施行規程の一部を改

正する訓令

４※ 徳島県企業局文書規程の一部を改正する訓

令

【人事委員会規則】

番 号 表 題 担当課名

※ 公益的法人等への職員の派遣等に関する規

則の一部を改正する規則

【監査委員公表】

番 号 表 題 担当課名

７ 包括外部監査の結果公表

【海区漁業調整委員会指示】

番 号 表 題 担当課名

２ 徳島海区のうち南部海域における宝石さん

ごの採捕について指示する件

【内水面漁場管理委員会告示】

番 号 表 題 担当課名

１ 徳島県内水面漁場管理委員会指示第１号に

基づく水域の範囲を定める件

２ 令和３年度の目標増殖量を定めた件

【内水面漁場管理委員会指示】

番 号 表 題 担当課名

１ こいの取扱いについて指示する件



徳
島
県
告
示
第
二
百
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
三

年
三
月
十
日
徳
島
県
議
会
の
議
決
を
経
た
令
和
二
年
度
徳
島
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
十
一
号
及
び
第

十
二
号
）
及
び
令
和
二
年
度
徳
島
県
各
種
特
別
会
計
補
正
予
算
並
び
に
令
和
三
年
度
徳
島
県
一
般
会
計
予

算
及
び
令
和
三
年
度
徳
島
県
各
種
特
別
会
計
予
算
並
び
に
令
和
三
年
度
徳
島
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

一
号
）
の
要
領
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
徳
島
県
経
営
戦
略
部
財
政
課
、
県
庁
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー
及
び
県
民
セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
二
百
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
機

関
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

名

称

所

在

地

開

設

者

廃
止
年
月
日

野
田
医
院

板
野
郡
上
板
町
鍛
冶
屋
原
字
妙
楽

医
療
法
人
野
田
会

令
和
二
年
十
二

寺
一
五
―
一

月
一
日



徳
島
県
告
示
第
二
百
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
医
療
機
関
の
辞
退
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

名

称

所

在

地

開

設

者

辞
退
年
月
日

三
谷
フ
ァ
ミ
リ
ー
歯
科
ク
リ

徳
島
市
南
昭
和
町
一
―
二
三

三

三
谷

卓

令
和
三
年
三
月

ニ
ッ
ク

谷
第
一
ビ
ル
四
階

十
一
日



徳
島
県
告
示
第
二
百
二
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

名

称

主
た
る
事
務
所
の

指
定
に
係
る

指

定

に

係

る

事
業
の
種
類

指
定
年
月
日

所

在

地

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

社
会
福
祉
法
人
東

海
部
郡
美
波
町
西
河
内

東
紅
会
小
規
模
多
機
能

海
部
郡
美
波
町
奥
河
内

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

令
和
三
年
二
月

紅
会

字
丹
前
九
九

施
設
さ
く
ら
町

字
寺
前
二
○
三
―
一
三

一
日

有
限
会
社
サ
ン
コ

美
馬
市
脇
町
大
字
脇
町

サ
ン
コ
ー
調
剤
薬
局
本

美
馬
市
脇
町
馬
木
字
銚

居
宅
療
養
管
理
指
導

同

ー
フ
ァ
ー
マ
シ
ー

七
一
四
―
一

店

子
場
一
一
七
六
―
四

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

八
日



徳
島
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
施
術
機

関
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

施
術
者
の
氏
名

施
術
者
の
住
所

指
定
年
月
日

米
澤

卓
志

徳
島
市
名
東
町
二
丁
目
四
五
―
一

ス
ト

令
和
三
年
二
月
十
九
日

リ
ー
ム
Ｂ
―
一
○
一



徳
島
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号

国
土
地
理
院
長
か
ら
、
次
の
よ
う
に
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

測

量

の

種

類

測

量

を

す

る

地

域

測

量

を

す

る

期

間

基
本
測
量
（
国
土
広
域
情
報
修
正
）

徳
島
県
全
域

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で



徳
島
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号

国
土
地
理
院
長
か
ら
、
次
の
よ
う
に
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

測

量

の

種

類

測

量

を

す

る

地

域

測

量

を

す

る

期

間

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

徳
島
県
全
域

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で



徳
島
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
三
年
三
月
二
十
六
日
か
ら

二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

延

長

路
線
名

区

間

供

用

開

始

の

期

日

番
号

（
メ
ー
ト
ル
）

徳
島
市
昭
和
町
四
丁
目
一
二
番
七

０

地
先
か
ら

２

徳
島
小
松
島

一
五
六
・
七

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

１

同

昭
和
町
五
丁
目
二
番
二
地

先
ま
で



徳
島
県
告
示
第
二
百
二
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
三
年
三
月
二
十
六
日
か
ら

二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

延

長

路
線
名

区

間

供

用

開

始

の

期

日

番
号

（
メ
ー
ト
ル
）

徳
島
市
昭
和
町
四
丁
目
一
八
番
二

６

地
先
か
ら

３

宮
倉
徳
島

三
〇
七
・
四

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

１

同

万
代
町
四
丁
目
一
九
番
七

地
先
ま
で



徳
島
県
告
示
第
二
百
二
十
六
号

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
二
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
、
今
切
港
の
港
湾
施
設
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

港
湾
施
設
の
種
類

水
域
施
設
（
小
型
船
舶
用
泊
地
）

二

名
称

旭
野
地
区
小
型
船
舶
用
泊
地

三

位
置

徳
島
市
川
内
町
旭
野
地
先
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

四

数
量
及
び
能
力

延
長

五
六
四
メ
ー
ト
ル

五

供
用
開
始
年
月
日

令
和
三
年
四
月
一
日

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎
に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
二
百
二
十
七
号

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
十
七
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
放

置
等
を
禁
止
す
る
区
域
及
び
同
区
域
内
に
お
い
て
放
置
等
を
禁
止
す
る
物
件
を
次
の
と
お
り
指
定
し
、
令

和
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

今
切
港
港
湾
管
理
者

徳
島
県

代
表
者

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

港
湾
名

今
切
港

二

放
置
等
禁
止
区
域

旭
野
南
護
岸
（
施
設
番
号

三
六
〇
〇
五
Ｂ
―
五
―
四
五
）
北
端
と
旭
野
北
護
岸
（
施
設
番
号

三

六
〇
〇
五
Ｂ
―
五
―
四
四
）
北
端
と
を
結
ん
だ
線
、
旭
野
北
護
岸
（
施
設
番
号

三
六
〇
〇
五
Ｂ
―
五

―
四
四
）
、
旭
野
北
物
揚
場
（
施
設
番
号

三
六
〇
〇
五
Ｃ
―
六
―
一
一
）
、
旭
野
東
物
揚
場
（
施
設

番
号

三
六
〇
〇
五
Ｃ
―
六
―
一
二
）
、
旭
野
船
揚
場
（
施
設
番
号

三
六
〇
〇
五
Ｃ
―
七
―
〇
一
）

、
旭
野
南
物
揚
場
（
施
設
番
号

三
六
〇
〇
五
Ｃ
―
六
―
〇
九
）
、
旭
野
西
物
揚
場
（
施
設
番
号

三

六
〇
〇
五
Ｃ
―
六
―
一
〇
）
及
び
旭
野
南
護
岸
（
施
設
番
号

三
六
〇
〇
五
Ｂ
―
五
―
四
五
）
に
よ
り

囲
ま
れ
た
海
面

三

放
置
等
禁
止
物
件

船
舶
及
び
浮
桟
橋



徳
島
県
告
示
第
二
百
二
十
八
号

徳
島
県
会
計
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
会
計
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

徳
島
県
会
計
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
告
示
第
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
百
十
三
条
の
三
」
を
「
第
百
十
三
条
の
五
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
中
「
関
係
の
証
拠
書
に
検
収
印
を
押
印
す
る
」
を
「
検
収
者
に
関
係
の
証
拠
書
類
の
確
認

を
受
け
る
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
一
号

徳
島
県
企
業
局
企
業
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

徳
島
県
企
業
局
長

市

原

俊

明

徳
島
県
企
業
局
企
業
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程

徳
島
県
企
業
局
企
業
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
徳
島
県
企

業
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
と
お
り
」
を
「
表
に
掲
げ
る
勤
務
の
種
類
の
う
ち
か
ら
企
業
局
長
（
以
下
「
局
長

」
と
い
う
。
）
が
指
定
す
る
も
の
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

勤
務
の
種
類

勤
務
時
間

休
憩
時
間

Ｓ
勤
務

午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
十
五
分
ま
で
（
休

正
午
か
ら
午
後

憩
時
間
を
除
く
。
）

一
時
ま
で

特
Ａ
勤
務

午
前
八
時
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で
（
休
憩
時

間
を
除
く
。
）

Ａ
勤
務

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
（
休

憩
時
間
を
除
く
。
）

特
Ｂ
勤
務

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
四
十
五
分
ま
で
（
休
憩
時

間
を
除
く
。
）

Ｂ
勤
務

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
六
時
十
五
分
ま
で
（
休

憩
時
間
を
除
く
。
）

特
Ｃ
勤
務

午
前
十
時
か
ら
午
後
六
時
四
十
五
分
ま
で
（
休
憩
時

間
を
除
く
。
）

第
二
条
第
二
項
中
「
企
業
局
長
（
以
下
「
局
長
」
と
い
う
。
）
」
を
「
局
長
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
二
号

徳
島
県
企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

徳
島
県
企
業
局
長

市

原

俊

明

徳
島
県
企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
企
業
局
公
印
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
徳
島
県
企
業
局
公
印
規
程
の
様
式
に
相
当
す
る
改
正
前
の
徳
島
県
企
業
局
公
印
規
程
に
定

め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

。



徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
三
号

徳
島
県
企
業
局
被
服
等
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

徳
島
県
企
業
局
長

市

原

俊

明

徳
島
県
企
業
局
被
服
等
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
企
業
局
被
服
等
貸
与
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
中
「印

」
を
「確

認
欄

」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
号
中
「
（受

領
印

）
」
を
「
（本

人
確
認
欄

）
」
に
、
「
（検

印

）
」
を
「
（被

服
取
扱

責
任
者
確
認
欄

）
」
に
、
「㊞

」
を
「
（

）
」
に
改
め
、
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
貸
与
年
月
日
は
黒
字
で
記
入
し

満
了
年
月
日
は
赤
字
で
記
入
す
る
こ
と

，
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
徳
島
県
企
業
局
被
服
等
貸
与
規
程
の
様
式
に
相
当
す
る
改
正
前
の
徳
島
県
企
業
局
被
服
等

貸
与
規
程
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。



徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
四
号

徳
島
県
企
業
局
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

徳
島
県
企
業
局
長

市

原

俊

明

徳
島
県
企
業
局
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
企
業
局
企
業
職
員
給
与
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
六
号
ま
で
の
規
定
中
「所

属
長
印

」
を
「所

属
長
確
認
欄

」
に
、
「直

接
監

督
責
任
者
印

」
を
「直

接
監
督
責
任
者
確
認
欄

」
に
、
「従

事
者
印

」
を
「従

事
者

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
徳
島
県
企
業
局
企
業
職
員
給
与
規
程
の
様
式
に
相
当
す
る
改
正
前
の
徳
島
県
企
業
局
企
業

職
員
給
与
規
程
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。



徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
五
号

徳
島
県
工
業
用
水
道
事
業
供
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

徳
島
県
企
業
局
長

市

原

俊

明

徳
島
県
工
業
用
水
道
事
業
供
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
工
業
用
水
道
事
業
供
給
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
受
水
そ
う
」
を
「
受
水
槽
」
に
改
め
る
。

「

「

別
表
中

記
録
紙

を

記
録
計

に
改
め
、
「１

箇
月
以
上

」
を
「１

箇
月
以
上
記
録
紙

」

」

を

」
に
改
め
、
「お

く
り

」
を
「紙

お
く
り

」
に
改
め
、
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
１

附
属
自
動
弁
に
つ
い
て
は

給
水
量
が
１
日
当
た
り
１
万
立
方
メ

ト
ル
未
満
の
場
合
で

局
、

ー
、

長
が
特
に
認
め
た
と
き
は
設
置
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２
記
録
計
に
つ
い
て
は

局
長
が
特
に
認
め
た
と
き
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
す
る
こ
と
が
で

、

き
る
。

様
式
第
一
号
中
「㊞

」
を
削
る
。

「

「

様
式
第
三
号
中
「㊞

」
を
削
り
、

受
水
そ
う

を

受
水
槽

に
改
め
る
。

」

」

様
式
第
五
号
か
ら
様
式
第
九
号
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
徳
島
県
工
業
用
水
道
事
業
供
給
規
程
の
様
式
に
相
当
す
る
改
正
前
の
徳
島
県
工
業
用
水
道

事
業
供
給
規
程
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。



徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
六
号

徳
島
県
企
業
局
車
両
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

徳
島
県
企
業
局
長

市

原

俊

明

徳
島
県
企
業
局
車
両
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
企
業
局
車
両
管
理
規
程
（
昭
和
四
十
五
年
徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
五
号
中
「日

常
点
検
実
施
結
果
及
び
実
施
者
の
印

」
を
「日

常
点
検
実
施
結
果

」
に
改
め
る
。

様
式
第
八
号
及
び
様
式
第
九
号
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
徳
島
県
企
業
局
車
両
管
理
規
程
の
様
式
に
相
当
す
る
改
正
前
の
徳
島
県
企
業
局
車
両
管
理

規
程
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
。



徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
七
号

徳
島
県
企
業
局
駐
車
場
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

徳
島
県
企
業
局
長

市

原

俊

明

徳
島
県
企
業
局
駐
車
場
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
企
業
局
駐
車
場
管
理
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
徳
島
県
企
業
局
駐
車
場
管
理
規
程
の
様
式
に
相
当
す
る
改
正
前
の
徳
島
県
企
業
局
駐
車
場

管
理
規
程
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。



徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
八
号

徳
島
県
企
業
局
公
舎
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

徳
島
県
企
業
局
長

市

原

俊

明

徳
島
県
企
業
局
公
舎
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
企
業
局
公
舎
管
理
規
程
（
平
成
十
四
年
徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
四
号
か
ら
様
式
第
六
号
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
徳
島
県
企
業
局
公
舎
管
理
規
程
の
様
式
に
相
当
す
る
改
正
前
の
徳
島
県
企
業
局
公
舎
管
理

規
程
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
。



徳
島
県
企
業
局
訓
令
第
一
号

局

中

一

般

徳
島
県
企
業
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

徳
島
県
企
業
局
長

市

原

俊

明

徳
島
県
企
業
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

徳
島
県
企
業
局
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
徳
島
県
企
業
局
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
中
「
起
算
し
て
六
年
以
内
で
局
長
が
定
め
る
」
を
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
有
効
期
間
が

満
了
す
る
」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
号
中
「㊞

」
を
削
る
。

様
式
第
三
号
中
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第３号（第４条関係）

（表）

紺色

徳島県 Tokushima Prefectural Government
職員証
ID Card

有 効 期 限 透明

ホログラム

発 行 者 徳島県

薄緑色
識別番号

透明

（裏）

透明
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様
式
第
四
号
中
「所

属
長
認
印

」
を
「所

属
長
確
認
欄

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
る
。

様
式
第
十
号
中
「印

」
を
削
る
。

様
式
第
十
号
の
二
中
「印

」
を
削
る
。

様
式
第
十
一
号
中
「決

裁
欄

」
を
「所

属
確
認
欄

」
に
、
「印

」
を
「本

人
確
認
欄

」
に
、
「出

勤
簿

整
理
者
印

」
を
「出

勤
簿
整
理
者
確
認
欄

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
一
号
の
二
中
「㊞

」
を
削
る
。

様
式
第
十
一
号
の
三
及
び
様
式
第
十
一
号
の
四
中
「印

」
を
削
る
。

様
式
第
十
二
号
中
「㊞
」
を
削
る
。

様
式
第
十
三
号
中
「所

属
長
認
印

」
を
「所

属
長
確
認
欄

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
る
。

様
式
第
十
五
号
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
職
員
に
交
付
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
様
式
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
職
員

証
（
次
項
に
お
い
て
「
既
交
付
職
員
証
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
有
効
期
間
の
末
日
又
は
改
正
後
の
様

式
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
職
員
証
の
交
付
を
受
け
る
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
の
間
は
、
当
該
改
正

後
の
様
式
に
よ
る
職
員
証
と
み
な
す
。

３

既
交
付
職
員
証
の
有
効
期
間
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

こ
の
訓
令
の
施
行
の
日
以
後
に
徳
島
県
企
業
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
平
成
二

十
八
年
徳
島
県
企
業
局
訓
令
第
一
号
）
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
に
職
員
証
を
交
付
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
同
項
中
「
改
正
後
の
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
徳
島
県
企
業
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
訓
令
（
令
和
三
年
徳
島
県
企
業
局
訓
令
第
一
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
」
と
、
「
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
改
正
前
の
規
程
第
四
条
第
二
項
中
「
五
年

」
と
あ
る
の
は
「
六
年
以
内
で
局
長
が
定
め
る
日
ま
で
」
と
、
改
正
前
の
規
程
様
式
第
三
号

中
「

（裏）
，

５
年

」
と
あ
る
の
は
「

年
月

日
ま
で

」
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
で
き
る
」
と
す
る
。

，

５

改
正
後
の
徳
島
県
企
業
局
職
員
服
務
規
程
の
様
式
に
相
当
す
る
改
正
前
の
徳
島
県
企
業
局
職
員
服
務

規
程
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
。

（
補
則
）

６

附
則
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
訓
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

局
長
が
別
に
定
め
る
。



徳
島
県
企
業
局
訓
令
第
二
号

局

中

一

般

徳
島
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
表
彰
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
三
年
三
月
二
十
六
日

徳
島
県
企
業
局
長

市

原

俊

明

徳
島
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
表
彰
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

徳
島
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
表
彰
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
徳
島
県
企
業
局
訓
令
第
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中
「
課
、
係
」
を
「
課
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
中
「印
」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
徳
島
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
表
彰
に
関
す
る
規
程
の
様
式
に
相
当
す
る
改
正
前
の

徳
島
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
表
彰
に
関
す
る
規
程
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間

、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。



徳
島
県
企
業
局
訓
令
第
三
号

局

中

一

般

徳
島
県
企
業
局
直
営
工
事
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

徳
島
県
企
業
局
長

市

原

俊

明

徳
島
県
企
業
局
直
営
工
事
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

徳
島
県
企
業
局
直
営
工
事
施
行
規
程
（
昭
和
五
十
七
年
徳
島
県
企
業
局
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
中
「昭

和

」
を
削
る
。

様
式
第
三
号
中
「領

収
年
月
日
及
び
領
収
印

」
を
「領

収
年
月
日

」
に
改
め
、
「昭

和

」
及
び
「㊞

」

を
削
る
。

様
式
第
四
号
中
「昭

和

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
徳
島
県
企
業
局
直
営
工
事
施
行
規
程
の
様
式
に
相
当
す
る
改
正
前
の
徳
島
県
企
業
局
直
営

工
事
施
行
規
程
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。



徳
島
県
企
業
局
訓
令
第
四
号

局

中

一

般

徳
島
県
企
業
局
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

徳
島
県
企
業
局
長

市

原

俊

明

徳
島
県
企
業
局
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

徳
島
県
企
業
局
文
書
規
程
（
平
成
二
十
三
年
徳
島
県
企
業
局
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

様
式
第
五
号
及
び
様
式
第
六
号
中
「受

領
印

」
を
「受

領
者

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
徳
島
県
企
業
局
文
書
規
程
の
様
式
に
相
当
す
る
改
正
前
の
徳
島
県
企
業
局
文
書
規
程
に
定

め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

。



公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

祖

川

康

子

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
（
規
則
四
―
一
二
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

「
一
般
社
団
法
人
徳
島
県
発
明
協
会

別
表
第
一
中
「
一
般
社
団
法
人
徳
島
県
発
明
協
会
」
を

に
、
「

学
校
法
人
四
国
大
学

」

「
公
益
社
団
法
人
２
０
２
５
年
日
本
国
際
博
覧

公
益
社
団
法
人
２
０
２
５
年
日
本
国
際
博
覧
会
協
会
」
を

国
立
大
学
法
人
徳
島
大
学

会
協
会

「
特
定
非
営
利
活
動
法
人
と

に
、
「
特
定
非
営
利
活
動
法
人
と
く
し
ま
県
民
活
動
プ
ラ
ザ
」
を

」

那
賀
川
土
地
改
良
区

く
し
ま
県
民
活
動
プ
ラ
ザ

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
監
査
委
員
公
表
第
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
七
第
五
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
包
括
外
部
監
査
人
堀
井
秀
知
か
ら
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

二
百
五
十
二
条
の
三
十
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

徳
島
県
監
査
委
員

近

藤

光

男

同

岡

﨑

悦

夫

同

大

寺

健

司

同

原

徹

臣

同

福

山

博

史
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 包括外部監査の概要 

 

第１ 包括外部監査の概要 

 

１ 外部監査の種類 

地方自治法第２５２条の３７第１項及び徳島県外部監査契約に基づく監査に関

する条例第２条に基づく包括外部監査 

 

２ 選定した特定の事件の名称（テーマ） 

(1) 監査対象 

情報発信及びデータ利活用に係る事務事業の執行について 

(2) 監査対象機関 

知事部局、企業局、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会 

(3) 監査の対象とした期間 

令和元年度。ただし、必要な範囲で過年度及び令和２年度も対象とした。 

 

３ 監査を実施した期間 

令和２年６月２４日から令和３年３月１８日まで 

 

４ 監査従事者 

(1) 包括外部監査人 

弁 護 士  堀 井 秀 知 

(2) 包括外部監査人補助者 

弁 護 士  豊 田 泰 士 

公認会計士  藤 原   晃 

 

５ 利害関係 

包括外部監査人及び補助者は、いずれも監査の対象とした事件について地方自

治法第２５２条の２９に定める利害関係を有していない。 
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６ 監査テーマ選定の理由 

行政機能の増大に伴い、年々、行政の扱う情報は多岐にわたるようになってい

る。同時に、県民の行政に求めるニーズも多様化しており、行政による適切な情

報発信の必要性は、ますます重要になってきている。また、行政が取り扱う情報

を公共財と位置付け、その利活用の必要性が自覚されるようになった。 

 徳島県においても、徳島県ホームページ作成ガイドライン、ソーシャルメディ

ア利用ガイドライン、パブリシティマニュアル等を整備して、徳島県ホームペー

ジをはじめとする様々なメディア等を活用して情報発信に努めるとともに、「『未

知への挑戦』とくしま行動計画」や「とくしま新未来データ活用戦略」等におい

て、データ利活用を推進している。 

 そこで、これら情報発信及びデータ利活用に係る各事業が適正に実施されてい

るか等を確認するため、外部監査を実施することとした。 

 

７ 監査の着眼点 

(1) 各事業が関係法令に準拠して適法適切に実施されているか。 

(2) 各事業が効率的・経済的に実施されているか。 

(3) 各事業の効果の測定や分析等が適切に行われているか。 
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  総論 

 

第１ 自治体広報とメディア 

 

１  自治体をはじめとする行政組織は、その業務遂行のために多くの情報を取得

し、また、多くの情報を発信しているが、自治体の機能が拡大するにつれて、

自治体が取得し取り扱う情報も多様なものとなっている。この点、民間もまた

多様な情報を取り扱うようになっている点では変わりはなく、行政改革の流れ

を受けてこれまで行政が担ってきた分野にも民間が関わるようになってきてい

るが、危機管理の分野等、自治体がなお固有の役割を果たし、あるいは、もっ

ぱら自治体が取り扱っている分野も少なくなく、行政が独自に情報を発信する

意義は大きい。 

 かつての自治体における情報発信は、自治体が保有する情報のうち、自治体

が住民に周知したい情報について、もっぱら自治体から住民等に対し一方的に

伝えることに特化していた。もちろん、従来においても、住民からのパブリッ

クコメントやタウンミーティング等、自治体と住民との間の双方向性の情報の

やり取りをする手段は存在していたが、自治体広報に関しては、後述する既存

の情報発信ツールの技術的制約も相まって、主として、自治体から住民等への

一方通行の情報伝達ツールとして活用されてきたことは否めない。 

 しかし、自治体の保有する情報が、単に自治体の業務のために活用されるべ

き情報から、主権者である市民が保有し活用すべき共通財であるという認識が

広がるとともに、自治体が住民に周知したい情報のみを一方的に伝えるのでは

なく、住民が自ら求める情報にアクセスすることや、情報発信や活用の双方向

性の重要性が認識される（情報公開制度の発達やオープンデータ・ビッグデー

タ事業の利活用はそうした文脈からも理解することができる。）ようになり、情

報発信ツールが多様化されたことで、これらの新たなニーズに応えることが可

能となってきている。 

  

 

２  自治体における情報発信については、インターネット環境が発達する以前に

おいては、広報誌等の自治体が発行する紙媒体、新聞、テレビ、ラジオ等のマ
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スメディアを利用した情報発信が中心であったが、インターネット環境の発達

に伴い、自治体によるウェブサイトが開設されるとともに、後述するとおり、

様々なソーシャルネットワーキングサービス（以下、「ＳＮＳ」という。）を利

用した情報発信がなされるようになった。 

 これらウェブサイトやＳＮＳを利用した情報発信は、既存の情報発信ツール

と比較すると、大量の情報を即時かつ永続的に多くの人に向けて発信すること

が可能となる点に特徴がある。 

 例えば、広報誌を例にとれば、広報誌で発信できる情報量は、掲載する紙の

物理的な量に依存し、情報を受領するまでには、印刷や発送といった工程が必

要となることから一定の時間を必要とし、情報の受領者も、図書館等での閲覧

を除けば、広報誌を受け取った人（発行部数）に限定され、受領者において、

長期間、情報を保持しておこうとすれば、意識的にバックナンバーを保存して

おく必要がある。 

 これに対し、ウェブサイトでの情報発信は、従来の情報発信ツールとは比較

にならない膨大な量の情報を発信することができ、また、その情報が削除され

ない限りにおいて、永続的に情報は保存されており、インターネット環境を利

用することができる者であれば、世界中の誰もがその情報に接することが可能

である。また、情報発信のプラットホームとなるウェブサイトを作成するまで

には一定の時間を要するとしても、ウェブサイト等が完成してしまえば、印刷

や発送という工程を経る必要がないことから、その作成に要する時間も短縮さ

れることとなり、より適時に情報発信をすることが可能となる。なお、ＳＮＳ

を利用した情報発信については、すでに提供されているプラットホームを利用

することになるから、ウェブサイトよりも容易にプラットホームを準備するこ

とが可能である。 

 さらに、自治体が住民に周知したい情報のみを一方的に伝えるのではなく、

住民が自ら求める情報にアクセスすることや、情報発信や活用の双方向性に資

する利用が技術的に可能となってきている。 
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第２ インターネットの普及 

 

総務省の調査によると、令和元年のインターネット利用率（個人）は８９.８

パーセントであり、端末別のインターネット利用率はスマートフォンが６３.３

パーセントと最も高く、パソコンの５０.４パーセントを上回っている（令和２年

版総務省「通信通信白書」による。）。同調査によると、徳島県においても、イン

ターネット利用率（個人）は８７.１パーセントにのぼり、スマートフォンの利用

率（５６.４パーセント）がパソコンの利用率（４３.５パーセント）を上回って

いる。 

 このようなインターネット環境の発達と、インターネットを利用した情報発信

の利便性に伴い、多くの自治体においてインターネットを利用した情報発信がな

されるようになり、徳島県においても、徳島県ホームページを中心に様々なウェ

ブサイトやＳＮＳを利用した情報発信がなされるようになっている。ただし、イ

ンターネットの利用率は、世代間及び世帯年収間の格差が大きいことからして

も、広報誌等の従来の媒体による情報発信が不要になったわけではなく、また、

インターネット利用者と非利用者との間の情報格差が生じる点に留意する必要が

ある。さらに、情報格差の観点から、障がい者や外国人等への配慮が必要である

ことは言うまでもない。 

 

  インターネット利用率の推移 

 

 出典：「令和２年版情報通信白書」（総務省） 

 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r02/html/nd252120.html 
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   インターネット利用端末の種類 

 

 出典：「令和２年版情報通信白書」（総務省） 

 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r02/html/nd252120.html 

 

 

 

属性別インターネット利用率 

 

 

 出典：「令和２年版情報通信白書」（総務省） 

 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r02/html/nd252120.html 
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都道府県別インターネット利用率及び機器別の利用状況(個人)（２０１９年） 

 

 出典：「令和２年版情報通信白書」（総務省） 

 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r02/html/nd252120.html 
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第３ 自治体におけるＳＮＳの役割、課題 

 

１  総務省による「地域におけるＩＣＴ利活用の現状等に関する調査研究」（平成

２５年３月）によれば、ＳＮＳを活用している自治体において、その利用目的

は「地域内の市民・企業向け情報提供」「地域外向け情報提供」「災害時の情報

発信手段」等、行政からの情報提供手段が上位を占め「市民・地域の企業等に

よる情報共有・コミュニティの活性化」「意見等の収集・行政への参画促進」等、

双方向からのコミュニケーション機能を利用した活用については下位となって

いる。 

 

出典：「地域におけるＩＣＴ利活用の現状等に関する調査研究」（総務省）（平成２５年) 

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/h25_09_houkoku.pdf 

 

 

 

 また、ソーシャルメディアの利点については、「即時性、手軽さ、情報の拡散

力に優れる」「広域（全国・海外など）への情報発信が容易である」「財政負担・

労力が少なくすむ」等、情報発信の容易さが挙げられている。一方、問題点と

しては「利用できる市民とできない市民の情報格差」「情報漏洩・誤情報・デマ・

権利侵害・不適切な発言等のリスク」「人材・ノウハウの不足」等が挙げられ、

発信、受信に関する能力、ルールの不整備等を問題としている自治体が多いこ

とがうかがえる。 
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出典：「地域におけるＩＣＴ利活用の現状等に関する調査研究」（総務省）（平成２５年) 

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/h25_09_houkoku.pdf 
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２  総務省による「情報通信白書」（平成３０年版）によると、主なＳＮＳの利用

状況は下記の表のとおりである。各ＳＮＳについて「ほとんど利用していない」

「まったく利用していない」を選択した人を除いた割合は、ラインが４８.７

パーセント、ツイッターが３３.２パーセント、フェイスブックが３１.０パー

セント、インスタグラムが２２.８パーセントとされており、ＳＮＳの種類に

よって利用度合は異なるものの、普及の状況からすると、自治体にとっても情

報伝達手段として非常に有用であると言える。 

 

 

 

 

出典：「平成３０年版情報通信白書」（総務省） 

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/html/nd142210

.html 
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 また、主なＳＮＳの特徴については、下記表のとおりであり、自治体は発信す

る情報の特性、情報を受け取る側の年齢構成等を勘案し、ＳＮＳを選択する必要

がある。 

 

ＳＮＳの種類 中心的なユーザー層 特徴 

ライン 幅広い世代 メッセージとタイムラインの機能がある。日常的な

連絡ツールとしての認識が強い。 

ツイッター ２０代、３０代が多

い 

リアルタイムでの情報発信との認識が強い。ハッ

シュタグでの拡散が期待される。字数制限があるた

め、短文が中心。 

インスタグラム ２０代、３０代の女

性が多い 

写真が中心のため、写真撮影の技術が重要。かわい

い、おしゃれ、きれいといった要素が必要。ハッシュ

タグの利用も可能。海外向けの発信にも適してい

る。 

フェイスブック ３０代以上が多い 実名登録制のため、ビジネス用との認識もある。仕

事関係、友人関係のつながりが多い。シェア機能が

多く利用される。 

 

 

第４ 徳島県の広報に係るアンケート結果 

 

１  徳島県におけるインターネットの利用状況については、前述した総務省によ

る調査のとおりであるが、徳島県ホームページの利用状況については、まず、

後述する徳島県ホームページのリニューアルをする際に、徳島県において、一

般利用者及び職員を対象にした徳島県ホームページに関する利用者アンケート

を実施している（平成２７年７月１６日から同月２９日）。このアンケートは、

現在のホームページではなく、リニューアル前のホームページを対象としてい

る点に留意する必要があるが、現在のホームページにおいてもなお参考になる

点が多い。 
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（ホームページに関する利用者アンケート） 
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この２つのアンケートからは、一般利用者より県職員の方が、徳島県ホーム

ページをより頻繁に利用し、より広い情報を求めており、よりディープなユー

ザーであることが分かるとともに、ホームページに対する評価も厳しい視点を

有していることが分かる。この傾向は、後述するｅ－モニターを対象としたア

ンケートを前提にする限り、現在のホームページにおいても変わりがないもの

と推認できる。 

  

２  リニューアルされた現在の徳島県ホームページについては、現時点において

は、前述したような大がかりな職員を対象としたアンケートは実施されていな

い。一般利用者に対しては、ホームページ上に意見を募集する箱が設けられて

いるほか、オープンとくしまｅ－モニター１９９名を対象に、令和２年７月２

２日から８月４日にかけて、県の広報事業全般に関するアンケートが実施され

ている。なお、ＳＮＳに関するアンケートは実施されていない。 
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（ｅ－モニターアンケート調査） 
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21 

 

 



22 

 

 



23 
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（出典：徳島県ホームページ「令和２年度オープンとくしまｅ－モニターアンケート調査結果 

県の広報事業について」） 
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このアンケートでは、問７において、令和２年４月に実施したマイナーチェ

ンジによる使いやすさについてアンケートを実施しており、そこでの分析では、

令和元年度の調査と比較して、「情報を調べやすい」との回答が約４割にのぼっ

ていることから、マイナーチェンジにより情報発信の分かりやすさは改善され

たとの評価がなされている。ただし、この調査においても「情報を調べにくい」

との回答が２５.７パーセントにのぼっており、約４人に１人が情報を調べに

くいと回答している点に留意する必要がある。 

 また、ホームページリニューアル前の前記アンケートと比較すると、徳島県

ホームページを利用する頻度が、リニューアル前のアンケートでは「ほぼ毎日」

と「週３～４回程度」との回答が約半数を占めていたのに対し、令和２年度の

ｅ－モニターアンケートでは１割を切っており、単純に比較できるものではな

いが、このアンケートからは、徳島県ホームページの利用頻度が低下している

ことがうかがえる。 

 平成２９年１１月２０日から同年１２月２０日の間に行った、新ホームペー

ジに関する意見募集では、３０件余りの意見・要望が寄せられており、技術的

な対応を求めるもののほか、旧ホームページと比較して見やすくなったという

意見もあれば、見づらくなったという意見も寄せられている。これらの意見の

中には、具体的な提言等がなされ、担当課において速やかに対応されているも

のもあれば、主観的な感想の域を出ず、担当課として対応ができないものも認

められた。 
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第５ 監査対象と監査の観点 

 

１  インターネットを利用した情報発信については、従来の情報発信媒体と比較

して様々な利点があり、徳島県においても積極的に活用されているが、これら

の利点は、情報の受け手からするとマイナスに作用することがあることに留意

する必要がある。 

 まず、大量の情報を発信することができるようになったことから、受け手に

おいて大量の情報の中から自らが求める情報を取捨選択する必要が生じ、結果

として、必要な情報が大量の情報の中に埋もれてしまい、その情報を必要とす

る、あるいは自治体がターゲットとする受け手に届かない事態が生じるおそれ

がある。そのため、自治体においてプラットホームをデザインすることができ

るウェブサイトにおいては、「自治体が発信する大量の情報の中から、受け手に

おいて、過度の負担を受けることなく情報を取捨選択することができるように

すること」を意識する必要がある。 

 この点、徳島県のホームページは平成２９年にリニューアルされているが、

リニューアルに際してのコンセプトとしては、以下のものが掲げられている。 

リニューアルコンセプト 

『新時代の魅せる“おしゃれな”本県ホームページに！』 

新ホームページでは、 

・スマートフォンやタブレットへの最適化といった「先進性」 

・目的情報へスムーズにアクセスできる「スマート性」 

・身体機能や年齢、利用環境にかかわらず、誰もが利用しやすい配慮がある 

「やさしさ」 

・海外からのアクセスや訪日外国人の増加等に対応する多言語対応への 

「グローバル性」 

・検索エンジンの上位表示や閲覧者へ追加情報の提供を図る「アピール性」 

の５つのキーワードを満たし、さらにデザイン的にも“おしゃれな”ホームペー

ジの実現を目指す、としている。 

 その上で、「閲覧者への配慮を最優先とし、さまざまな閲覧者の視点に立ち、

ユーザビリティ及びウェブアクセシビリティの向上を最優先とし、閲覧者が欲

しい情報を“直感的に”探したり、利用することができ、本県ホームページの
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閲覧者に、本県に興味や関心、親しみを持ってもらえるように、どのページか

らでも本県の魅力を発信できる仕組みをつくる」ことをリニューアルの基本方

針としている。 

 これら徳島県ホームページのリニューアルに際してのコンセプトや基本方針

は、前述したインターネットを利用した情報発信の利点と問題点に照らしても

基本的に正しいものであり、リニューアルコンセプト及び基本方針に特段の問

題は認められない。 

 また、徳島県においては、「徳島県ホームページ作成ガイドライン（ウェブア

クセシビリティ対策版）」を２０１７年１１月１５日に策定し、特にウェブアク

セシビリティ、すなわち、ホームページを利用する全ての人が、心身の機能や

利用する環境に関係なく、ホームページで提供されている情報やサービスを利

用できるよう配慮したホームページの作成を求め、同ガイドラインにおいては、

配慮が必要な利用者として次の者を挙げている。 

・目が見えない方（音声読み上げソフトの利用者など）、見えにくい方 

・色の違いが分かりづらい方 

・耳が聞こえない方、聞こえにくい方 

・手の動作が不自由でマウスやキーボードを操作することが難しい方 

・難しい漢字や文章を理解することが難しい方 

・ホームページの利用が慣れていない方 

・古いブラウザを使用している方 

・ダイヤルアップ接続など通信速度が速くない環境で利用している方 

 

この作成ガイドラインについても、前述したリニューアルコンセプト及び基

本方針に沿うものであり、その内容に特段の問題は認められない。特に、この

ガイドラインの対象範囲について、徳島県ホームページ以外のホームページに

ついても、本ガイドラインに準じて作成や運用を行うことを求めていることは、

現在、徳島県及び関連団体において徳島県ホームページ以外に様々なホーム

ページが作成され、徳島県の事業に関する情報発信がなされていることからし

ても高く評価することができる。 

 したがって、ホームページ関係に係る本監査においては、まずもって徳島県

ホームページリニューアルコンセプト並びに基本方針及び徳島県ホームページ
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作成ガイドラインに照らし、適切な事務が遂行されているかどうかという観点

からの監査を行った。 

 また、ＳＮＳについても、ホームページと同じく、閲覧者への配慮を最優先

し適時・適切な情報発信ができているかどうかという観点に加え、徳島県ソー

シャルメディア利用ガイドライン（平成２６年２月１０日策定、最終改正令和

２年４月１日）が策定されており、このガイドラインに沿って適切な事務が遂

行されているかどうかという観点からも監査を行った。 

  

２  インターネットを利用した情報発信は、比較的容易に情報を発信することが

できる反面、事実と異なっていたり、相互に矛盾していたり、表現等において

不適切な情報の発信がなされやすいという問題点を指摘することができる。ま

た、即時性を重視した情報は、それだけ陳腐化しやすくなり、きめ細やかな情

報の更新が必要となることが多いことも指摘できよう。 

 特に、ＳＮＳについては、ホームページと異なり、プラットホームを構築す

る必要がないことから容易に開設及び情報発信することができる反面、ＳＮＳ

を開設したという情報を届けることすらホームページよりも工夫が必要である

上、きめ細やかな情報の更新を怠ると当該ＳＮＳそのものが陳腐化し、県全体

の情報発信という観点からは、かえって有害になるおそれすらある点に留意す

る必要がある。 

 この問題は、即時性を意識し、複数の部署において情報を発信できるように

した場合、発信された情報を統一的に把握することが難しくなることから、よ

り慎重な対応が必要であるところ、徳島県においても、徳島県ホームページ全

体については秘書課が所管し、ＳＮＳについても利用の開始、中止又は廃止に

際しては秘書課との協議を求めているものの、具体的な情報の更新については、

それぞれの情報を所管するセクションに委ねられていることから、本監査にお

いては、こうした問題点に適切に対応できているかどうかという観点からも監

査を行った。 

 

３  インターネットを利用した情報発信は、その情報を削除しない限り永続的に

情報が残り続ける上、一度発信された情報は容易に複写拡散することができる

ことから、特にセンシティブ情報の発信については、他の情報発信媒体を利用
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した発信と比較しても、その目的に照らし、必要にして十分な範囲での情報発

信ができているかどうか、細心の注意が必要である。殊に、個人情報の取扱い

については、徳島県個人情報保護条例や徳島県情報セキュリティポリシー等の

法令に沿った扱いが必要であることは言うまでもない。 

 本監査においては、こうした問題点に適切に対応できているかどうかという

観点からも監査を行った。 

 

４  最後に、ホームページ、ＳＮＳいずれについても、随時、不具合等について

対応がなされており、令和元年度に表示されていたホームページ等のデータが

保存されているわけではないことから、包括外部監査人において確認している

のは、調査段階におけるホームページやＳＮＳにならざるを得ないため、原則

として、令和２年１１月末日現在のホームページ、ＳＮＳ等を対象としている。 

 また、調査期間中にも随時更新がなされており、その中には、調査の過程に

おいて、包括外部監査人からの問い合わせや指摘を受けて、報告書作成までに

担当課において対応されている事項も複数存在している。 

 報告書による指摘を待たず、担当課が適切な対応をされていることは、包括

外部監査の趣旨としても望ましいことであり、包括外部監査人としても大いに

評価すべきであると考えている。 

 もっとも、包括外部監査人からの問い合わせ等を受けるまでは適切な対応が

なされていなかったこと自体、問題があると言わざるを得ず、今後の事業執行

のためになお参考になる意見等を述べることが適切であると判断した場合には、

すでに対応されていることを記載した上で、更に意見等を述べることとした。

ただし、報告書作成の時間的制約の関係上、上記の対応については、原則とし

て令和２年１１月末日までに対応済みのものに限っており、それ以降に対応さ

れたものについては、上記の対応ができていないものがある。 
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  徳島県ホームページについて 

 

第１ リニューアル時の基本コンセプト及び基本方針 

 

既述のとおり、現在の徳島県ホームページについては、平成２９年に『新時代の

魅せる“おしゃれな”本県ホームページに！』をコンセプトとしてリニューアルさ

れている。 

 新ホームページでは、「先進性」、「スマート性」、「やさしさ」、「グローバル性」、

「アピール性」の５つのキーワードを満たし、さらにデザイン的にも“おしゃれな”

ホームページの実現を目指す、としている。 

 その上で、「閲覧者への配慮を最優先とし、さまざまな閲覧者の視点に立ち、ユー

ザビリティ及びウェブアクセシビリティの向上を最優先とし、閲覧者が欲しい情

報を“直感的に”探したり、利用することができ、本県ホームページの閲覧者に、

本県に興味や関心、親しみを持ってもらえるように、どのページからでも本県の魅

力を発信できる仕組みをつくる」ことをリニューアルの基本方針としている。 

 

 

 

第２ 徳島県ホームページの骨格（サイトマップ） 

 

１  上記のコンセプト及び基本方針をもとに、「徳島県新ホームページデザイン

制作業務委託仕様書」が作成され、同書には「本県が考える新ホームページの

サイトマップ案」が添付されているところ、そのサイトマップ案は、その後の

更新による差は見られるものの、徳島県ホームページの基本的な骨格について

は、以下に比較するとおり、現在に至るまでおおむね維持されている。 
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  現在の徳島県ホームページのサイトマップについては、以下のとおりである。 
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（出典：徳島県ホームページ サイトマップ 2021/01/06 

https://www.pref.tokushima.lg.jp/sitemap/） 
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徳島県ホームページサイトマップ（R2.7.1時点）
一般の方 くらし・環境・地方創生 消費生活

食の安全
建築・住宅
パスポート
税金
結婚支援
社会貢献・NPO
人権・男女共同参画
生活衛生・動物愛護
リサイクル・廃棄物
自然・環境
地方創生・市町村・地域づくり
くらし・環境・地方創生に関する新着情報

健康・医療・福祉 健康
医療・薬事
感染症
地域福祉
高齢者福祉・介護
障がい福祉
子育て支援
健康・医療・福祉に関する新着情報

教育・文化・観光 学校教育
生涯学習
青少年育成
文化・芸術
スポーツ
国際交流
観光
物産
教育・文化・観光に関する新着情報

産業・雇用・労働 商工業
建設業
農業
畜産業
林業
水産業
企業誘致・サテライトオフィス
ICT・情報化
就職支援
労働関係・労働相談
産業・雇用・労働に関する新着情報

県土づくり 建設
土地
都市計画
水道・下水道
道路・交通
河川・砂防・水資源
港湾・空港
県土づくりに関する新着情報

防災・安全 防災・安全に関する新着情報
災害・防災
危機管理
県外への災害支援
消防・ガス・火薬
交通安全・防犯

 入札・売却情報 入札・売却情報に関する新着情報
物品
委託・役務
公共工事
その他入札
売却

事業者の方 くらし・環境・地方創生 消費生活
食の安全
建築・住宅
パスポート
税金
結婚支援
社会貢献・NPO
人権・男女共同参画
生活衛生・動物愛護
リサイクル・廃棄物
自然・環境
地方創生・市町村・地域づくり
くらし・環境・地方創生に関する新着情報

健康・医療・福祉 健康
医療・薬事
感染症
地域福祉
高齢者福祉・介護
障がい福祉
子育て支援
健康・医療・福祉に関する新着情報

教育・文化・観光 学校教育
生涯学習
青少年育成
文化・芸術
スポーツ
国際交流
観光
物産
教育・文化・観光に関する新着情報

産業・雇用・労働 商工業
建設業
農業
畜産業
林業
水産業
企業誘致・サテライトオフィス
ICT・情報化
就職支援
労働関係・労働相談
産業・雇用・労働に関する新着情報
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事業者の方 県土づくり 建設
土地
都市計画
水道・下水道
道路・交通
河川・砂防・水資源
港湾・空港
県土づくりに関する新着情報

防災・安全 防災・安全に関する新着情報
災害・防災
危機管理
県外への災害支援
消防・ガス・火薬
交通安全・防犯

入札・売却情報 入札・売却情報に関する新着情報
物品
委託・役務
公共工事
その他入札
売却

事業者の方に関する新着情報
イベント・カレンダー
募集カレンダー
県外の方 県外の徳島県窓口
県政情報 徳島県について 徳島県の概要

徳島県のシンボル
歴史
文化
徳島県の産業 農業

畜産
林業
漁業
商業
工業・LED
観光
伝統産業 阿波藍

阿波踊り竹人形
阿波正藍しじら織

阿波和紙
大谷焼
遊山箱
和三盆

徳島県民の歌 徳島県民の歌ーさぁ！みんなで歌おうー

県政総合  審議会等 審議会等（知事部局）
審議会等（教育委員会）
審議会等（公安委員会・警察本部）
審議会等（企業局）
審議会等（病院局）
審議会等に関する新着情報
審議会等（教育委員会）

政策提言 政策提言に関する新着情報
平成30年度
平成29年度
平成28年度
平成27年度
平成26年度
平成25年度
平成24年度

総合計画 くらし・環境・地方創生
健康・医療・福祉
教育・文化・観光
産業・雇用・労働
県土づくり
防災・安全

行財政改革
県政総合に関する新着情報

財政 財政に関する新着情報
予算
決算
財務諸表
県債
宝くじ

組織 危機管理環境部 危機管理政策課
とくしまゼロ作戦課
消防保安課
防災人材育成センター
環境首都課
環境指導課
環境管理課
徳島県立保健製薬環境センター
消費者くらし安全局消費者政策課
消費者くらし安全局安全衛生課
消費者くらし安全局食肉衛生検査所
消費者くらし安全局動物愛護管理センター

政策創造部 総合政策課
広域行政課
統計データ課
東京本部
関西本部
県立総合大学校本部
地方創生局市町村課
地方創生局とくしま回帰推進課
地方創生局Society5.0推進課

経営戦略部 秘書課
総務課
人事課
自治研修センター
職員厚生課
財政課
管財課
税務課
スマート県庁推進課
総務事務管理課
東部県税局
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県政情報 組織 未来創生文化部 未来創生政策課
ダイバーシティ推進課
男女参画・人権課
次世代育成・青少年課
中央こども女性相談センター
徳島学院
県民文化課 
文化資源活用課
文化の森振興センター
国際スポーツ局スポーツ振興課
国際スポーツ局国際スポーツ大会課

保健福祉部 保健福祉政策課
国保・自立支援課
医療政策課
総合看護学校
健康づくり課
精神保健福祉センター
薬務課
長寿いきがい課
障がい福祉課
障がい者相談支援センター
発達障がい者総合支援センター
東部保健福祉局

商工労働観光部 商工政策課
企業支援課
新未来産業課
工業技術センター
労働雇用戦略課
産業人材育成センター
観光政策課
にぎわいづくり課

農林水産部 農林水産政策課
もうかるブランド推進課
鳥獣対策・ふるさと創造課
畜産振興課
家畜防疫衛生センター
スマート林業課
水産振興課
漁業調整課
農林水産総合技術支援センター
農林水産基盤整備局農山漁村振興課
農林水産基盤整備局生産基盤課
農林水産基盤整備局森林整備課
東部農林水産局

県土整備部 県土整備政策課
建設管理課
用地対策課
高規格道路課
道路整備課
横断道・幹線道路用地推進センター
都市計画課
住宅課
営繕課
水管理政策課
河川整備課
砂防防災課
水・環境課
運輸政策課
次世代交通課
東部県土整備局

監察局 監察評価課
法人検査課
法制文書課

出納局 会計課
公共入札検査課

南部総合県民局 政策防災部
地域創生部
保健福祉環境部
農林水産部
県土整備部
出納室

西部総合県民局 観光振興部
地域創生部
保健福祉環境部
農林水産部
県土整備部
出納室

教育委員会 教育政策課
コンプライアンス推進室
施設整備課
教育創生課
教職員課
福利厚生課
学校教育課
グローバル・文化教育課
特別支援教育課
人権教育課
体育学校安全課
生涯学習課
総合教育センター

選挙管理委員会事務局
人事委員会事務局
監査事務局
労働委員会事務局
収用委員会事務局
徳島海区漁業調整委員会事務局

採用 採用に関する新着情報
危機管理環境部
政策創造部
経営戦略部
未来創生文化部
保健福祉部
商工労働観光部
農林水産部
県土整備部
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県政情報 採用 監察局
出納局
南部総合県民局
西部総合県民局
企業局
病院局
教育委員会
諸局

条例・規則・県報
統計 統計に関する新着情報

危機管理環境部
政策創造部
経営戦略部
未来創生文化部
保健福祉部
商工労働観光部
農林水産部
県土整備部
監察局
出納局
南部総合県民局
西部総合県民局
企業局
病院局
教育委員会
諸局

オープンデータ オープンデータに関する新着情報
情報公開・個人情報保護 徳島県の情報公開・個人情報保護について

情報公開・個人情報保護に関する新着情報

広報 広報紙
徳島県メールマガジン とくめる
テレビ・ラジオ
インターネット放送局
広報に関する新着情報

報道提供資料
広聴 とくしま目安箱

パブリックコメント
職員の不正行為等通報窓口

県庁舎の情報 庁舎内施設
県庁ふれあいセンター「すだちくんテラス」

県庁舎見学
県庁舎の情報に関する新着情報

選挙
関連の地域・施設・機関 徳島県に関連する国の機関

都道府県一覧
徳島県の市町村一覧
関連施設

防災・安全・安心
Foreign Language
目的から探す 入札・調達・売却

資格・試験
募集
採用
イベント・講座
許認可・届出
助成・融資
注意・お願い
相談
調査・資料

よくある質問と回答
徳島県ソーシャルメディア一覧
オンライン行政サービス
RSSについて
関連リンク くらし・環境・地方創生

健康・医療・福祉
教育・文化・観光
産業・雇用・労働
県土づくり
防災・安全
県政情報

お問い合わせ
ようこそ知事室へ ご挨拶

プロフィール
週間スケジュール
活動記録
写真で見る知事の動き
輝け！徳島『わくわくトーク』
知事の所信表明
知事の講演録
カモンのちょっとひといき
一期一会
交際費執行状況
記者会見ライブ中継
記者会見発表事項（速報版）
過去の記者会見
庁議
知事室に関する新着情報

このサイトのご利用方法
サイトマップ
県庁内フロアマップ
サイトポリシーについて
徳島県の広告事業について
ウェブアクセシビリティ方針
県庁へのアクセス
新着情報
携帯サイトについて
データ放送用ページ
新型コロナウイルス感染症に関する情報

メディア向け資料提供一覧ログインページ

徳島県トップアクセシビリティテスト用

（出典：徳島県秘書課作成） 
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 当初のサイトマップ案と現在のサイトマップを比較すると、①対象を「県内

の一般利用者」、「事業者」、「県外在住者」に区分し、さらにカテゴリーを細分

したページを設けること、②県政情報のページを設け、さらにカテゴリーを細

分したページを設けること、③目的及び組織から探すページを設けること、④

防災・安全のページや知事からの情報発信のページ（ようこそ知事室へ）を設

けること、⑤メインコンテンツとして、新着情報、注目情報、検索バー等を設

けること等は、リニューアル当初から想定されていたことが分かる。他方、現

在は実装されているイベントカレンダー及び募集カレンダーは、当初のサイト

マップ案には見当たらず、リニューアル後に実装されたことがうかがわれる。

また、徳島県ソーシャルメディア一覧や関連リンクのページも、当初のサイト

マップ案には見当たらない。 

 加えて、令和２年１２月２８日現在、新型コロナウイルス対応の特設サイト

や、鳥インフルエンザ対応のバナーが設けられるなど、時々の問題に対応する

ページが新たに設けられており、徳島県ホームページを構成するページは、実

に約１０万ページにのぼっている。 
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２  徳島県ホームページのトップページ（パソコン版）は、以下のとおり、いく

つかのフォームで構成されている。 
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（出典：徳島県ホームページ トップページ 2021/01/06 

https://www.pref.tokushima.lg.jp/） 
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ホームページ最上部には、ご利用方法、文字サイズ、背景色変更・音声読み

上げ、外国語等のウェブアクセシビリティ対応のボタンが並び、その下には、

「一般の方」、「事業者の方」、「県外の方」「県政情報」、「防災・安全・安心」等

のボタンが設けられるとともに、一般の方から提供を受けるなどした写真（トッ

プページの更新をする度に複数の写真が表示される。）を背景に、新型コロナウ

イルス対応の特設サイトと、鳥インフルエンザ対応のバナーがスライドして表

示（なお、従前は、複数の写真がスライドして表示される仕様になっていた。）

され、その下に新着情報のボタンが設けられ、ここまでが１つのフォームとなっ

ている。 

 その下は、基本的には左右に分割された配置（左右配置型二分割フレーム）

となっており、「注目情報」と「目的から探す」等は左側フレームに、検索エン

ジンから徳島県メールマガジン等は右側フレームに配置されており、配置その

ものはすっきりとしていて分かりやすい。 

 外国語については、英語、ドイツ語、中国語（簡体）、中国語（繁体）、韓国

語（ハングル）に対応している。 

 また、これらのページ構成とは独立して「とくしま丸ごとＡＩコンシェルジュ」

のポップアップボタンが設けられている。この「とくしま丸ごとＡＩコンシェ

ルジュ」は、ＡＩを活用した会話形式、いわゆるチャットボットで回答するＦ

ＡＱとなっており、英語、中国語（簡体版）、中国語（繁体版）、韓国語（ハン

グル）及びベトナム語に対応している。 
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３  スマートフォン版のトップページについては、パソコン版のトップページと

比較すると細かくレイアウトが異なっている。 

  

（出典：徳島県ホームページ トップページ スマートフォン版 2020/12/28） 
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 すなわち、パソコン版では最上部にあった「一般の方」、「事業者の方」、「県

外の方」、「県政情報」、「防災・安全・安心」については、スマートフォン版トッ

プページ最上部にあるメニューボタンに格納され、新型コロナ関連等の特別

ページに続けて、「新着情報」、「防災・安全・安心」、「注目情報」、「検索エンジ

ン」、「イベント・カレンダー」･･･と、パソコン版では左右に配置されていたボ

タンが全て縦に並ぶ構成となり、「県広報」、「県政に参加する」、「オンライン行

政サービス」、「基本情報」、「関連情報」、「おすすめ情報」、「おすすめ動画」は

いずれも、細かな選択項目が格納され、それぞれのボタンをクリックしてペー

ジを展開しなければ選択項目は見られない構造となっている。 

 ただし、「とくしま丸ごとＡＩコンシェルジュ」については、パソコン版と同

じく、独立したポップアップボタンで提供されている。 

 なお、パソコン版と同じく、英語、ドイツ語、中国語（簡体）、中国語（繁体）、

韓国語（ハングル）には対応している（とくしま丸ごとＡＩコンシェルジュに

ついては、パソコン版と同じく英語、中国語（簡体）、中国語（繁体）、韓国語

（ハングル）、ベトナム語に対応しているが、背景色変更や音声読み上げには対

応していない。）。 
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４  徳島県ホームページは約１０万ページにのぼっているところ、個々のページ

の階層図は、基本的によく似た構想のもとに作成されていることが分かる。 
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（出典：徳島県ホームページ くらし・環境・地域創生ページ 2021/01/06 

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/） 

 

 例えば、パソコン版徳島県ホームページの「一般の方」から進み、「くらし・

環境・地方創生」のページを開くと、画面左側フレームには、「注目情報」、「新

着情報」が表示されるとともに、さらに「消費生活」から「地方創生・市町村・
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地域づくり」までの１２項目のボタンが用意されており、下部に「くらし・環

境・地方創生」内のアクセスランキングがトップ５まで表示され、画面右側フ

レームには、検索エンジン、ＦＡＱ、「一般の方」のカテゴリー、「目的から探

す」、「組織から探す」、「県広報」、「徳島県ソーシャルメディア一覧」、「オンラ

イン行政サービス」、「関連リンク」等が並んでいる。 

 この画面右側に配置されているボタンは、「くらし・環境・地方創生」以外の

ページを開いても表示されるようになっている。 
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（出典：徳島県ホームページ 消費生活ページ 2021/01/06 

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shohiseikatsu/ ） 
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 「消費生活」から「地方創生・市町村・地域づくり」までの１２項目のペー

ジは、いずれも「注意・お願い」、「資格・試験」、「募集」、「イベント・講座」、

「許認可・届出」、「助成・融資」、「相談」、「調査・資料」、「その他」に分類さ

れており、これらは、トップページの「目的から探す」ボタンをクリックする

と表示される分類項目と一致し、いずれもボタンをクリックすると新着情報順

に５つの記事が表示される構成になっている。なお、画面右側のボタンは、「一

般の方へ」のカテゴリーから「くらし・環境・地方創生」のカテゴリーに表示

が変わるほかは、「くらし・環境・地方創生」のページと同じであり、画面右側

に１つ上の階層のメニューが表示される構造となっていることが分かる。 

 スマートフォン版徳島県ホームページについては、パソコン版と異なり、二

分割フレームを採用していない関係で、パソコン版において画面右側フレーム

に配置されていた検索エンジン、ＦＡＱ、「一般の方」のカテゴリー、「目的か

ら探す」、「組織から探す」、「県広報」、「徳島県ソーシャルメディア一覧」、「オ

ンライン行政サービス」、「関連リンク」の各ボタンは配置されていない。 

 

 

５  徳島県ホームページは、それぞれのページにおいてその掲載する情報の性質

に合わせて細かな違いはあるものの、基本的には、大きな分類からより細かな

分類への階層構造と各ページの情報を「注目情報」、「新着情報」といった２種

類の情報に分けて配置する構成を採用している。 

 例えば、イベント・カレンダーのページについては、直近のイベントの表示

と新着一覧に、募集カレンダーのページについては、現在募集中の表示と新着

一覧に、県政情報についても、階層構造になっており、各ページの情報は、基

本的に「注目情報」と「新着情報」の２種類の情報に分けて配置するようになっ

ている。 
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（出典：徳島県ホームページ イベントカレンダーページ 2021/01/06 

https://www.pref.tokushima.lg.jp/event） 
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（出典：徳島県ホームページ 募集カレンダーページ 2021/01/06 

https://www.pref.tokushima.lg.jp/boshu） 
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（出典：徳島県ホームページ 県政情報ページ 2021/01/06 

https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/） 
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（出典：徳島県ホームページ 県政総合ページ 2021/01/06 

https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/kenseisogo/） 
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（出典：徳島県ホームページ 審議会等ページ 2021/01/06 

https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/kenseisogo/shingikai/） 
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（出典：徳島県ホームページ 県外の方ページ 2021/01/06 

https://www.pref.tokushima.lg.jp/kengainokata/） 

 

 

 

画面を二分割し、右側フォームには検索エンジンから関連リンクまでのボタ

ンを配置する方式も県政情報のページでは均しく採用（ただし、イベント・カ

レンダーのページ及び募集カレンダーのページには採用されていない。）され

ており、また、スマートフォン版では、二分割フレームが採用されていない関

係で検索エンジンから関連リンクまでのボタンは配置されていない。 

 なお、「県外の方」のページについても、写真等が多用されるなどして他の

ページとはデザインが大きく異なり、新着情報のページこそ設けていないもの

の、注目情報とそれ以外の情報に区分し、それ以外の情報については「観光」、

「移住情報」等に分類の上、階層化がなされている。 
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６  徳島県が設けているＳＮＳについては、第４章において詳述しているが、Ｓ

ＮＳとは別に徳島県ないし関連団体において複数のホームページが作成されて

いる。これらのホームページについては、基本的には関連リンクページに集約

されている前提となっている。 

 もっとも、後述するとおり、地方創生局とくしま回帰推進課が所管するホー

ムページである「ＴＯＫＵＳＨＩＭＡ－ＲＥＮ」については、令和２年１月２８日に

ホームページが開設されていたにもかかわらず、関連リンクページにはリンク

が設けられていなかった（現在は対応済み）。また、企業局が所管するホーム

ページである「川口ダム自然エネルギーミュージアム」についても、関連リン

クページにはリンクが設けられていなかった（現在は対応済み）。 

 このように、関連リンクページにリンクが設けられていない徳島県ないし関

連団体のホームページも存在していたが、徳島県ホームページを統括する秘書

課において、全てのホームページを把握できていないことから、現在もリンク

が設けられていないホームページが存在するのか明らかではない。 

 

 

７  徳島県ホームページの更新に関しては、職員だけでサイトが更新できるシス

テムとすることがリニューアル当初から目指されており、管理業者はもとより、

徳島県ホームページ全体を統括する経営戦略部秘書課を介さずとも、それぞれ

の情報を所管する担当課において、直接、ホームページを更新することが可能

な仕組みを採用し、担当者向けのマニュアルも作成されている。 
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第３ 徳島県ホームページのアクセス数について 

 

平成２６年度から令和元年度における徳島県ホームページのアクセス数につい

ては、下表のとおり、ホームページリニューアル後の平成３０年度は年間１１,５

０７,３４７件、月平均９５８,９４６件であったものが、令和元年度には年間１３,

８６６,５５３件、月平均１,１５５,５４６件と増加し、ホームページリニューア

ル前のアクセス数と比較しても微増している。 

 

 

徳島県ホームページ アクセス数推移 

（出典：徳島県秘書課作成） 

 

 令和元年度の月別ページアクセス数（上位１０ページ）をみると、トップページ

が圧倒的に多く、次いで新着情報のページのアクセス数が多い。ただし、新型コロ

ナウイルス感染が問題となった令和２年２月以降は、新着情報よりも新型コロナ

ウイルス関連のページへのアクセスが上位に上がってきている。また、「一般の方」

「事業者の方」「県外の方」の３つのページを比較すると、常に「事業者の方」が

上位となっており、事業者が徳島県関連の情報を取得するためにより利用してい

ることがうかがわれる。職員採用関連や目安箱へのアクセスも多い。他方、令和元

年４月の１か月間において、約２万ページについては１回のアクセスもなかった

とのことである。 
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令和元年度 月別 ページアクセス数（上位１０ページ） 
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（出典：徳島県秘書課作成） 
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令和元年４月 ページアクセス数（下位１０ページ） 

 

（出典：徳島県秘書課作成） 

 

 月別アクセス数でみるとトップページのアクセス数が他のページよりも遙かに

多いのは、まずトップページにアクセスしてから他のページに移動する利用者が

多いことを示している。 

 他方、トップページの月別アクセス数の令和元年度の合計は２,１８８,６６６

件であり、令和元年度の徳島県ホームページアクセス数１３,８６６,５５３件よ

りも遙かに少ない。このことはトップページを経由することなく検索エンジン等

の検索結果から直接、各ページにアクセスしたり、よく利用するページをあらかじ

めブラウザソフトに登録したりしている利用者も相当数存在することを示唆して

おり、ホームページを構築するに際してはトップページを経由する利用者と経由

しない利用者双方への目配りが必要であることを示している。 

 なお、アクセス数そのものは、リニューアル前のアクセス数と比較しても微増し

ているといえるが、前述したとおり、リニューアルに際しての利用者アンケートと

リニューアル後のｅ－モニターアンケートの結果を比較すると、１人あたりのホー

ムページの閲覧頻度自体は減少していることが示唆されている。 
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第４ 監査の結果及び意見 

 

１ ホームページと広報戦略について 

 

(1) 徳島県ホームページは、リニューアル直後こそアクセス数がリニューアル前

よりも減少していたが、現在は、アクセス数だけを見るとリニューアル前と比

較して微増しており、その後も細かな更新・改善が続けられており、現在は、

新型コロナウイルス対応のための特別ページが設けられるなど、利用者の利便

性を意識した運用がされていることは評価できる。もっとも、以下に述べると

おり当初のリニューアルコンセプトや基本方針に照らし、改善が求められる点

も複数ある。 

 

(2) まず、徳島県ホームページは、他のネット上の広報媒体である各ＳＮＳや紙

媒体の広報誌等を含めた徳島県全体の広報の１つとして位置付けられるもので

あるが、そもそも、徳島県ホームページを含めた徳島県が運営する全ウェブサ

イトの把握ができていない。どのようなウェブサイトがあるのか分からなけれ

ば、広報戦略を組み立てようもないのであるから、この点については早急な改

善が必要である。 

 次に、「県が行う広報に関して必要な情報を交換し、県民はもとより国内外に

向け、より効果的な情報発信を行う目的」で、平成２９年度より広報戦略検討

会議が設けられている（広報戦略検討会議設置要綱第１条）が、平成３０年度

以降の広報戦略検討会議の議事録を見る限り、開催回数も年２回程度と少なく、

また、検討されている議題も、各課が希望する広報テーマについて、広報誌等

への掲載月等の調整を行うに留まっている。 

 広報戦略検討会議は、紙媒体である広報誌に関して、比較的、調整等ができ

ているように見受けられるため、この点についての大きな改善は不要であるも

のの、徳島県ホームページを含めた全ウェブサイト及び全ＳＮＳについて、徳

島県全体の広報戦略にも目配りしながら総合的に検討する組織としては機能し

ていない。 

 広報戦略全体を俯瞰することができていないため、後述するとおり、ホーム

ページやＳＮＳが乱立し、一貫性のある広報が実施できず、かえって利用者に
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とってどこにどのような情報があるのか分からない事態が生じ、デザイン性の

優れたウェブサイトや、多くのフォロワーを抱えるＳＮＳについても個別の成

果に留まってしまっている。 

 そのため、徳島県ホームページを含めた徳島県が運営する全ウェブサイト及

びＳＮＳ（指定管理者や委託事業者等、県の関係団体が運営するものも含む）

について把握し、広報戦略検討会議は、機動的に助言指導を行う組織とするこ

とは難しいため、文字どおり、徳島県全体の広報戦略を大所高所から俯瞰的に

検討する会議として位置付けた上で、広報戦略会議において定められた広報戦

略のもとで、インターネット関連の広報のあり方について総合的に検討すると

ともに、各担当課に専門的な助言指導を行うことができるシステムを構築する

べきである。なお、ここでの提言は、全体を管理して画一的な広報をすること

が目的なのではなく、ウェブアクセシビリティを含めた技術的な助言を行うと

ともに、既存のウェブサイトやＳＮＳはもとより、今後新たに登場するであろ

うＳＮＳ等にも適切に対応できるようにするために専門的な知見を高め、デザ

イン性の優れた徳島県関連のウェブサイトや、多くのフォロワーを抱えるＳＮ

Ｓ等の創意工夫やノウハウを、徳島県全体の広報の質の底上げにも利用できる

ようにすることを目的としている。 

 

（意見１） 

 徳島県ホームページを含めた徳島県が運営する全ウェブサイト及びＳＮＳに

ついて早急に把握し、徳島県全体の広報戦略のもとで、インターネット関連の

広報について総合的に検討するとともに、各担当課に専門的な助言指導を行う

ことができるシステムを構築するべきである。 

 

(3) 徳島県ホームページは、前述したとおり、掲載情報を、基本的に新着情報と

注目情報に分けて掲載する方法を採用しているが、注目情報に掲載できる情報

の数には限りがあり、注目情報に掲載されず、新着情報のみに掲載された情報

の順位付けは、更新日時のみに依存してしまっている。そのため、その情報の

必要度にかかわらず、新たな新着情報が掲載される度、情報はどんどん後ろに

流れてしまい、情報の検索を困難にしている。イベント・カレンダーについて

も、スマートフォン版では３日、パソコン版でも１週間分のイベントしか表示
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されず、１か月分のイベントをまとめて確認することができない。「目的から探

す」カテゴリーの「相談」に至っては、新着順でしか情報が掲載されていない

ため、徳島県において、現在、どこでどのような相談を受けることができるの

か、その概要を知ることすら困難である。 

 こうした情報検索の困難さを補完するものとして検索エンジンも用意されて

いるものの、例えば、「ほうかつがいぶかんさ」とひらがなで検索すると「包括

外部監査」の情報を検索することができないなど、検索エンジンの性能が低く、

十分な補完機能を果たしていない。 

 さらに、ホームページ内のアイコン等の説明が十分ではなく、そのアイコン

をクリックしたらどのような情報を得ることができるのかが分からず、検索に

不便を来している。例えば、「目的から探す」カテゴリーにある「募集」、「採用」、

「資格・試験」、「許認可・届出」については、そこにどのような情報が掲載さ

れているかの説明がない上に、同一内容の情報が複数箇所に掲載されているな

ど、カテゴリー分けが十分にできていない。また、全ての課の情報が時系列に

沿って掲載されているが、ソート機能や抜き出し機能を実装していないため、

目的の情報がいつ掲載されたのか分からない利用者からすれば、トップから順

番に情報をチェックしていくしか方法がない。 

 「関連リンク」についても、そこにどのようなサイトが掲載されているのか

説明もなく、掲載されているサイトに関する説明もない。そのため、「西日本高

速」のように、一見して徳島県以外の組織が運営していると分かるウェブサイ

トを除いては、徳島県の運営するウェブサイトであると誤解させるかのような

体裁となってしまっている。 

 「関連リンク」とは別に「関連情報」のページが設けられているが、「関連情

報」はトップページから直接アクセスできるのに対し、「関連リンク」はパソコ

ン版でもホームページのトップページからは直接アクセスできない仕様になっ

ている。特に、スマートフォン版では「関連リンク」のページにたどり着くに

は、調査当初は、一度メニューボタンをクリックして表示される「県外の方」

のみからアクセスできる仕様になっており、県民が「関連リンク」のページに

たどり着くことすら容易ではなかった（現在は、「一般の方」、「事業者の方」か

らもアクセスできる仕様に改められている。）。 

 このような「関連情報」と「関連リンク」の掲載位置の違いは、「関連リンク」
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のページが後から設けられたことによると推察される（「関連情報」のページは、

ホームページリニューアルの際の仕様書にも記載があるが、「関連リンク」は記

載がない。）が、利用者の立場からすると、両者の掲載位置を区別する合理的な

理由は見いだせない。 

 また、現在は対応されているが、企業局が所管する「川口ダム自然エネルギー

ミュージアム」のウェブサイトや、地方創生局が所管する交流マッチングサイ

トである「ＴＯＫＵＳＨＩＭＡ－ＲＥＮ」が関連リンクに掲載されていなかったが、

利用者の利便性や検索性の観点からは、少なくとも県の各部局が所管するウェ

ブサイトは、関連リンクから一括してアクセスできるようにしておくことが望

ましい（なお、審議会等については、他にまとまって掲載されているページが

既に存在しているため、この限りではない。）。 

 このように、ホームページリニューアルの際には、「直感的に情報にたどり着

くこと」が目指されていたにもかかわらず、ホームページの構造を知らない利

用者からすると、直感的に情報にたどり着くようにするためには、なお課題が

残っていると言わざるを得ない。 

 そのため、アイコンについて説明の吹き出し機能を設けるなどして説明を充

実させるとともに、例えば、「関連情報」と「関連リンク」の統合や、掲載情報

のカテゴリー分けを適切に行うようにするなどしてサイトの構造を簡素化し、

利用者において必要とする情報のみをピックアップすることができるように情

報のソート機能等を設け、検索エンジンの性能をより向上させるなどして、よ

り情報の検索性を高めるようにするべきである。 

 また、「よくある質問と回答」にある「よくある問い合わせ」は「アクセス数

順・毎週更新」とされているが、掲載されている質問にほとんど変動がなく、

現在、他の利用者がどのような問い合わせをよくしているのかを知るという、

「よくある問い合わせ」の役割を十分には果たせていない。担当課の説明によ

ると、ランキングを出す際に「よくある問い合わせ」からのアクセス数も含め

ているところ、「よくある問い合わせ」からのアクセス数の総アクセス数に占め

る割合が相対的に大きいため、長期間に渡る質問の固定化が起きていると推察

される。「よくある問い合わせ」からのアクセス数を除いたランキングに改める

等、抜本的な見直しが必要である。 
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（意見２） 

 現在の徳島県ホームページは、なお直感的に情報にたどり着くには課題があ

るため、例えば、アイコンについて説明の吹き出し機能を設けるなどして説明

を充実させるとともに、「関連情報」と「関連リンク」の統合や、掲載情報のカ

テゴリー分けを適切に行うようにするなどしてサイトの構造を簡素化し、情報

のソート機能等を設け、検索エンジンの性能をより向上させるなどして、より

情報の検索性を高めるようにするべきである。 

 

（意見３） 

 利用者の利便性や検索性の観点からは、少なくとも県の各部局が所管する

ウェブサイトは、関連リンクから一括してアクセスできるようにしておくこと

が望ましい。 

 

（意見４） 

 「よくある質問と回答」にある「よくある問い合わせ（アクセス数順・毎週

更新）」は、掲載されている質問にほとんど変動がないことから、本来の趣旨を

果たすことができておらず、抜本的な見直しが必要である。 

 

(4) 徳島県ホームページは、リニューアルコンセプトとして、スマートフォンや

タブレットにも対応することが目指されていたにもかかわらず、一部のページ

では、現在に至るまでスマートフォン等に対応していない。 

 例えば、「よくある質問と回答」のページはスマートフォン版が存在していな

いため、アイコンをクリックするとパソコン版のページが表示されてしまい、

スマートフォン版でストレスなく利用することは困難である。 

 また、前述したとおり、「関連リンク」には、スマートフォン版ではトップペー

ジから直接アクセスすることができず、一度メニューボタンを開いて「一般の

方」、「事業者の方」、「県外の方」をクリックする必要がある。現在は調査の過

程における指摘を受けて対応されているが、従前はイベント・カレンダーペー

ジに実装されている２種類のソートボタンも、パソコン版ではカレンダーの上

に設置されているのに、スマートフォン版では、最下部に設置されており、画

面をかなりスクロールしなければ発見できず、利用者からすると非常に不便で



75 

 

あった。 

 

【指摘１】 

 徳島県ホームページにおいて、スマートフォン等に対応できていないページ

については、できる限り速やかに対応するように改善されるべきである。 

 

（意見５） 

 スマートフォン等対応ページを作成するに当たっては、利用者の視点に立っ

たアイコンの配置をより工夫されるべきである。 

 

(5) 審議会に関する情報は、県政情報の中でも重要な情報の１つであり、徳島県

ホームページにおいては、知事部局、教育委員会、公安委員会・警察本部、企

業局、病院局に分けて掲載されている。しかし、以下の表にまとめたとおり、

そもそもリンクが貼られていないものやリンク切れとなっている審議会等が複

数存在するほか、情報の量も審議会等によってまちまちであって、ほとんど情

報が掲載されていないばかりか、最終更新日すら不明な審議会等が複数存在し

ており、改善が必要である。もちろん、議事内容等を非公開とすべき審議会等

について情報を掲載していないことは当然であるが、その場合であっても情報

を非公開とすべき理由を掲載すべきである（そうした対応がとられている審議

会も存在する。）。さらに、掲載情報を新しい順から掲載している審議会と、古

い順から掲載している審議会が存在し、利用者からすると見づらくなっている。 

 

（意見６） 

 審議会等のページにおいて、リンクが貼られていないものやリンク切れと

なっているページは速やかに対応するとともに、設置目的、委員の概要、審議

会等の動きについて、最終更新日を明記した上で、非公開とすべき場合はその

理由を掲載し、掲載情報の順序も統一する等、より統一的な表記とすべきであ

る。 
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議
会

２
０

１
９

．
１

２
．

３
あ

り
あ

り
あ

り
（
古

→
新

）
な

し
あ

り
3
8

後
期

高
齢

者
医

療
審

査
会

２
０

１
９

．
５

．
１

※
あ

り
あ

り
な

し
な

し
な

し
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附
属

機
関

最
終

更
新

日
概

要
説

明
委

員
名

簿
会

議
資

料
会

議
・資

料
等

概
要

説
明

Ｐ
Ｄ

Ｆ

39
徳

島
県

医
療

審
議

会
リ

ン
ク

切
れ

40
地

方
独

立
行

政
法

人
徳

島
県

鳴
門

病
院

評
価

委
員

会
２

０
２

０
．

４
．

１
あ

り
あ

り
あ

り
（新

→
古

）
な

し
あ

り
41

徳
島

県
精

神
保

健
福

祉
審

議
会

２
０

１
９

．
４

．
１

２
※

あ
り

あ
り

あ
り

（新
→

古
）

な
し

あ
り

42
徳

島
県

健
康

対
策

審
議

会
２

０
２

０
．

４
．

１
あ

り
あ

り
あ

り
（新

→
古

）
な

し
あ

り
43

徳
島

県
小

児
慢

性
特

定
疾

病
審

査
会

不
明

あ
り

な
し

な
し

な
し

な
し

44
徳

島
県

指
定

難
病

審
査

会
不

明
あ

り
な

し
な

し
な

し
な

し
45

徳
島

県
精

神
医

療
審

査
会

２
０

２
０

．
４

．
１

あ
り

あ
り

非
公

表
非

公
表

非
公

表
46

徳
島

県
麻

薬
中

毒
審

査
会

不
明

あ
り

な
し

非
公

表
非

公
表

非
公

表
47

徳
島

県
薬

事
審

議
会

不
明

あ
り

あ
り

あ
り

（新
→

古
）

な
し

あ
り

48
徳

島
県

介
護

保
険

審
査

会
２

０
１

９
．

６
．

２
８

※
あ

り
あ

り
な

し
な

し
な

し
49

徳
島

県
障

が
い

者
施

策
推

進
協

議
会

２
０

２
０

．
１

１
．

１
９

あ
り

あ
り

あ
り

（古
→

新
）

な
し

あ
り

50
徳

島
県

障
害

者
介

護
給

付
費

等
不

服
審

査
会

２
０

１
９

．
４

．
１

あ
り

な
し

非
公

表
非

公
表

非
公

表
51

徳
島

県
障

害
児

通
所

給
付

費
等

不
服

審
査

会
２

０
１

９
．

４
．

１
あ

り
な

し
非

公
表

非
公

表
非

公
表

52
徳

島
県

障
が

い
の

あ
る

人
の

相
談

に
関

す
る

調
整

委
員

会
２

０
１

９
．

７
．

２
１

あ
り

あ
り

あ
り

な
し

あ
り

53
徳

島
県

東
部

地
区

感
染

症
診

査
協

議
会

２
０

１
７

．
４

．
１

あ
り

な
し

非
公

表
非

公
表

非
公

表
54

徳
島

県
大

規
模

小
売

店
舗

立
地

審
議

会
不

明
あ

り
あ

り
あ

り
（新

→
古

）
あ

り
あ

り
55

徳
島

県
職

業
能

力
開

発
審

議
会

２
０

２
０

．
１

２
．

２
１

あ
り

あ
り

あ
り

（古
→

新
）

な
し

あ
り

56
徳

島
県

観
光

審
議

会
不

明
あ

り
あ

り
あ

り
な

し
あ

り
57

徳
島

県
農

林
水

産
審

議
会

２
０

２
０

．
３

．
３

１
※

あ
り

あ
り

あ
り

（新
→

古
）

な
し

あ
り

58
徳

島
県

農
業

共
済

保
険

審
査

会
２

０
１

８
．

４
．

１
あ

り
な

し
な

し
な

し
な

し
59

徳
島

県
森

林
審

議
会

２
０

２
０

．
４

．
１

あ
り

あ
り

あ
り

（新
→

古
）

な
し

あ
り

60
土

地
収

用
法

に
関

す
る

あ
っ

せ
ん

委
員

不
明

あ
り

な
し

な
し

な
し

な
し

61
土

地
収

用
法

に
規

定
す

る
仲

裁
委

員
不

明
あ

り
な

し
非

公
表

非
公

表
非

公
表

62
徳

島
県

建
設

工
事

紛
争

審
査

会
不

明
あ

り
あ

り
あ

り
あ

り
な

し
63

徳
島

県
国

土
利

用
計

画
審

議
会

２
０

１
７

．
９

．
１

あ
り

あ
り

あ
り

（新
→

古
）

な
し

あ
り

64
徳

島
県

土
地

利
用

審
査

会
２

０
１

９
．

１
２

．
２

２
あ

り
あ

り
な

し
な

し
な

し
65

徳
島

都
市

計
画

審
議

会
不

明
あ

り
あ

り
（Ｐ

Ｄ
Ｆ

）
あ

り
（新

→
古

）
な

し
あ

り
66

徳
島

県
開

発
審

査
会

２
０

２
０

．
７

．
１

あ
り

あ
り

あ
り

な
し

あ
り

67
徳

島
県

屋
外

広
告

物
審

議
会

不
明

あ
り

あ
り

な
し

な
し

な
し

68
徳

島
県

建
築

審
査

会
２

０
１

７
．

１
２

．
２

８
※

あ
り

あ
り

あ
り

（古
→

新
）

な
し

あ
り

69
徳

島
県

建
築

士
審

査
会

２
０

２
０

．
１

１
．

２
７

あ
り

あ
り

あ
り

（古
→

新
）

な
し

あ
り

70
徳

島
県

地
方

港
湾

審
議

会
２

０
２

０
．

７
．

２
１

あ
り

あ
り

な
し

な
し

な
し

71
徳

島
県

い
じ

め
問

題
調

査
委

員
会

不
明

あ
り

あ
り

あ
り

（古
→

新
）

あ
り

あ
り

72
徳

島
県

行
政

不
服

審
査

会
不

明
あ

り
あ

り
あ

り
（古

→
新

）
あ

り
あ

り
73

徳
島

県
情

報
公

開
審

査
会

不
明

あ
り

あ
り

あ
り

（古
→

新
）

あ
り

な
し

74
徳

島
県

個
人

情
報

保
護

審
査

会
不

明
あ

り
あ

り
あ

り
（古

→
新

）
あ

り
な

し
75

徳
島

県
公

益
認

定
等

審
議

会
不

明
あ

り
あ

り
あ

り
（新

→
古

）
な

し
あ

り
76

徳
島

県
南

部
地

区
感

染
症

診
査

協
議

会
リ

ン
ク

切
れ

77
徳

島
県

西
部

地
区

感
染

症
診

査
協

議
会

不
明

あ
り

な
し

非
公

表
非

公
表

非
公

表
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要
綱

設
置

の
協

議
会

等
最

終
更

新
日

概
要

説
明

委
員

名
簿

会
議

資
料

会
議

・資
料

等
概

要
説

明
Ｐ

Ｄ
Ｆ

1
徳

島
県

国
土

強
靱

化
地

域
計

画
及

び
徳

島
県

南
海

ト
ラ

フ
・活

断
層

地
震

対
策

行
動

計
画

推
進

委
員

会
不

明
あ

り
あ

り
外

部
サ

イ
ト

（安
心

と
く

し
ま

）
あ

り
あ

り

2
「徳

島
県

復
興

指
針

」検
討

委
員

会
２

０
２

０
．

５
．

１
１

あ
り

あ
り

外
部

サ
イ

ト
（
安

心
と

く
し

ま
）

あ
り

あ
り

3
自

然
エ

ネ
ル

ギ
ー

立
県

と
く

し
ま

推
進

委
員

会
不

明
あ

り
あ

り
あ

り
（
新

→
古

）
な

し
あ

り
4

徳
島

県
環

境
活

動
連

携
拠

点
運

営
協

議
会

不
明

な
し

な
し

あ
り

（
古

→
新

）
あ

り
あ

り
5

徳
島

県
廃

棄
物

処
理

施
設

設
置

専
門

委
員

会
不

明
あ

り
な

し
な

し
な

し
な

し
6

徳
島

県
優

良
産

業
廃

棄
物

処
理

業
者

認
定

委
員

会
不

明
あ

り
な

し
な

し
な

し
な

し
7

徳
島

県
立

保
健

製
薬

環
境

セ
ン

タ
ー

試
験

研
究

評
価

委
員

会
不

明
あ

り
あ

り
（
P
D

F
）

あ
り

（
新

→
古

）
あ

り
あ

り
8

徳
島

県
動

物
由

来
感

染
症

対
策

検
討

会
不

明
あ

り
あ

り
あ

り
（
新

→
古

）
あ

り
あ

り
9

徳
島

県
動

物
愛

護
推

進
協

議
会

不
明

あ
り

あ
り

（
P
D

F
）

あ
り

（
新

→
古

）
あ

り
あ

り
1
0

徳
島

県
科

学
技

術
県

民
会

議
２

０
２

０
．

８
．

２
５

あ
り

あ
り

あ
り

（
新

→
古

）
な

し
あ

り
1
1

徳
島

県
デ

ー
タ

利
活

用
推

進
会

議
２

０
１

９
．

３
．

７
※

あ
り

あ
り

あ
り

（
古

→
新

）
あ

り
あ

り
1
2

徳
島

県
立

総
合

大
学

校
運

営
協

議
会

不
明

あ
り

外
部

サ
イ

ト
（ま

な
び

ー
あ

徳
島

）
外

部
サ

イ
ト
（
ま

な
び

ー
あ

徳
島

）
な

し
あ

り
1
3

e-
と

く
し

ま
推

進
会

議
不

明
あ

り
あ

り
あ

り
（
新

→
古

）
あ

り
あ

り
1
4

と
く

し
ま

行
財

政
改

革
プ

ラ
ン

推
進

委
員

会
２

０
２

０
．

９
．

１
４

あ
り

あ
り

あ
り

（
新

→
古

）
あ

り
あ

り
1
5

徳
島

県
政

府
調

達
苦

情
検

討
委

員
会

２
０

２
０

．
７

．
２

４
あ

り
あ

り
あ

り
（
古

→
新

）
な

し
あ

り
1
6

徳
島

県
公

有
財

産
リ

フ
レ

ッ
シ

ュ
会

議
不

明
あ

り
あ

り
あ

り
な

し
あ

り
1
7

徳
島

県
立

男
女

共
同

参
画

交
流

セ
ン

タ
ー

運
営

委
員

会
２

０
１

７
．

９
．

４
※

あ
り

あ
り

あ
り

（
新

→
古

）
な

し
あ

り
1
8

徳
島

県
少

子
化

対
応

県
民

会
議

不
明

あ
り

な
し

あ
り

（
新

→
古

）
な

し
あ

り
1
9

徳
島

県
放

課
後

子
ど

も
総

合
プ

ラ
ン

推
進

委
員

会
不

明
あ

り
あ

り
あ

り
（
古

→
新

）
な

し
あ

り
2
0

徳
島

県
立

近
代

美
術

館
資

料
収

集
委

員
会

２
０

２
０

．
４

．
２

３
あ

り
あ

り
あ

り
（
新

→
古

）
な

し
あ

り
2
1

徳
島

県
立

博
物

館
資

料
収

集
委

員
会

２
０

１
７

．
８

．
２

５
あ

り
あ

り
あ

り
な

し
あ

り
2
2

徳
島

県
自

殺
対

策
連

絡
協

議
会

２
０

１
７

．
１

１
．

２
０

あ
り

あ
り

あ
り

な
し

あ
り

2
3

徳
島

県
福

祉
サ

ー
ビ

ス
評

価
推

進
委

員
会

不
明

あ
り

あ
り

あ
り

（
新

→
古

）
な

し
あ

り
2
4

徳
島

県
地

域
医

療
総

合
対

策
協

議
会

２
０

１
７

．
１

０
．

３
１

あ
り

あ
り

な
し

な
し

な
し

2
5

徳
島

県
在

宅
医

療
・
介

護
推

進
協

議
会

 （
医

療
政

策
課

）
リ

ン
ク

な
し

2
6

徳
島

県
地

域
医

療
構

想
調

整
会

議
（東

部
）

リ
ン

ク
切

れ
2
7

徳
島

県
地

域
医

療
構

想
調

整
会

議
（南

部
）

リ
ン

ク
切

れ
2
8

徳
島

県
地

域
医

療
構

想
調

整
会

議
（西

部
）

リ
ン

ク
切

れ
2
9

徳
島

県
地

域
医

療
構

想
調

整
会

議
（全

域
）

リ
ン

ク
な

し
3
0

徳
島

県
周

産
期

医
療

協
議

会
不

明
あ

り
な

し
あ

り
（
新

→
古

）
な

し
あ

り
3
1

徳
島

県
難

病
医

療
連

絡
協

議
会

不
明

あ
り

あ
り

あ
り

あ
り

あ
り

3
2

徳
島

県
肝

炎
対

策
協

議
会

不
明

あ
り

あ
り

あ
り

あ
り

あ
り

3
3

徳
島

県
介

護
実

習
・
普

及
セ

ン
タ

ー
運

営
委

員
会

リ
ン

ク
違

い
3
4

徳
島

県
地

域
介

護
総

合
確

保
推

進
協

議
会

２
０

１
７

．
１

１
．

２
０

あ
り

あ
り

あ
り

な
し

あ
り

3
5

徳
島

県
地

域
包

括
ケ

ア
推

進
会

議
２

０
１

９
．

７
．

１
※

あ
り

あ
り

（
P
D

F
）

あ
り

（
新

→
古

）
な

し
あ

り
3
6

徳
島

県
認

知
症

対
策

連
携

推
進

会
議

リ
ン

ク
切

れ
3
7

と
く

し
ま

高
齢

者
い

き
い

き
プ

ラ
ン

策
定

評
価

委
員

会
不

明
あ

り
あ

り
あ

り
な

し
あ

り
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要
綱

設
置

の
協

議
会

等
最

終
更

新
日

概
要

説
明

委
員

名
簿

会
議

資
料

会
議

・
資

料
等

概
要

説
明

Ｐ
Ｄ

Ｆ

3
8

徳
島

県
発

達
障

が
い

者
支

援
地

域
委

員
会

２
０

２
０

．
８

．
７

あ
り

あ
り

（
P
D

F
）

あ
り

な
し

あ
り

3
9

徳
島

県
障

が
い
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(6) 徳島県ホームページ作成ガイドライン（ウェブアクセシビリティ対策版）に

ついては、まずもって、徳島県ホームページを対象とするものであるが、県が

管理・運営する徳島県ホームページ以外のホームページについても、本ガイド

ラインに準じて作成し運用することが求められている。 

 しかし、徳島県ホームページには、本ガイドラインに則って作成されたとは

認め難いページが多数存在していると言わざるを得ない。 

 特に多く見られるのは、本ガイドラインにおいては「画像やＰＤＦファイル

のみの文書は掲載しない」とされているにもかかわらず、ＰＤＦファイルのみ

を掲載し、本文の記載が一切ないか、あっても不十分な内容しか掲載されてい

ないページである。 

 例えば、「令和２年度１１月補正予算の概要」のページにおいては、「令和２

年度１１月補正予算の概要」、「令和２年度１１月補正予算の概要（計数編）」、

「令和２年度１１月補正予算の主な事業（参考資料）」という３つのＰＤＦファ

イルがアップされているだけで、ホームページ本文には一切説明がなく、ＰＤ

Ｆファイルをダウンロードしなければその内容を確認することができない。徳

島県ホームページには、目の不自由な人等のために音声読み上げ機能が実装さ

れているが、ＰＤＦファイルには対応しておらず、大きな支障が生じている。

あるいは、「徳島県消費生活審議会」のページにおいては、「０２０２１２資料

１」、「０２０２１２資料２」といったＰＤＦファイルが大量に添付されている

だけで、本文には、僅かに開催日と「『消費者基本計画』及び『消費者教育推進

計画』の変更について、協議されました」といった記載があるのみであるため、

目の不自由な人はもちろん、そうでない人であっても、ＰＤＦファイルの内容

をそのタイトルから推知することすら困難であり、その都度ＰＤＦファイルを

ダウンロードして内容を確認する必要がある。なお、上記の２ページは単なる

例示であって、本来ガイドラインにおいて求められている本文の作成をするこ

となく、ＰＤＦファイルのみを掲載するなどして本ガイドラインを遵守してい

ないページは、徳島県ホームページには数多く存在している。 

 また、調査のために聞き取りを行った際には、本ガイドラインは徳島県ホー

ムページにのみ適用されるものであり、他のホームページは対象でないと誤解

をしていた担当課も存在していた。 

 以上のことからすると、本ガイドラインは、ウェブアクセシビリティを推進
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するために必須のものであり、各担当課において熟知されてしかるべきもので

あるにもかかわらず、十分な理解が進んでいないと評価するほかなく、ひいて

はホームページリニューアルの際のコンセプト及び基本方針にも反することと

なっている。 

 したがって、本ガイドラインに関する更なる周知に努めるのは当然であるが、

そもそもＰＤＦファイルのみを掲載したページが作成できないよう、例えば、

一定字数の本文を作成しなければページが作成できないようにするといった、

人の力に頼るのではなく、システムによる対応を検討するべきである。 

 

【指摘２】 

 徳島県ホームページ作成ガイドラインに関し更なる周知に努めるとともに、

ＰＤＦファイルのみを掲載したページが作成できないよう、例えば、一定字数

の本文を作成しなければページが作成できないようにするといった、システム

による対応を検討するべきである。 

 

(7) ウェブアクセシビリティについては、毎年度、ウェブアクセシビリティ試験

を実施するとともに、その達成基準チェックリスト及び団体全体としての取組

確認・評価表をホームページ上において公表している。採用している基準は、

平成２８年３月に改正されたウェブアクセシビリティに関する日本工業規格Ｊ

ＩＳＸ８３４１－３：２０１６に基づくものであり、少なくとも基準上はウェブアクセ

シビリティは達成されている。 

 もっとも、前述したとおり、ＰＤＦファイルのみを掲載するページ等、そも

そも徳島県ホームページ作成ガイドラインに則っていないページも多く存在す

る現状に照らすと、単にＪＩＳ規格を満たしているというだけでは十分な対応

がなされているとは言い難い。また、取組確認・評価表においては、「利用者と

の協調」に関する評価は低評価が続いている。担当課からは、「障がいのある人

の暮らしに役立つパソコン講座」が行われていたところ、他部局による取組の

ため、情報の共有が行われておらず、評価に反映できていなかったとの説明を

受けたが、そもそも関係団体等へのホームページの改善に向けた定期的なヒア

リングや協議がなされていなかったこと自体が問題である。ウェブアクセシビ

リティの更なる充実のためには、障害者基本条約策定の過程において、全ての
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障がい者の共通の思いを示すものとして使用された「Nothing About Us 

Without Us（私たちのことを、私たち抜きに決めないで）」こそが重要なのであ

り、当事者の声に耳を傾ける仕組みを構築するべきである。 

 なお、前述したとおり、徳島県ホームページは外国語対応がなされているが、

ホームページ自体は英語、ドイツ語、中国語（簡体）、中国語（繁体）、韓国語

（ハングル）に対応しているのに対し、とくしま丸ごとＡＩコンシェルジュに

ついては、英語、中国語（簡体）、中国語（繁体）、韓国語（ハングル）、ベトナ

ム語に対応しており、対応言語に違いが生じている。それぞれベトナム語、ド

イツ語にも対応できるように改善がなされることが望ましい。 

 

【指摘３】 

 ウェブアクセシビリティの更なる充実のために、徳島県ホームページ作成ガ

イドラインが実質的に遵守できているかどうかの確認を行うとともに、関係団

体等へのホームページ改善に向けた定期的なヒアリングや協議を実施し、当事

者の声を取り入れた形で改善する仕組みを構築するべきである。 

 

（意見７） 

 徳島県ホームページととくしま丸ごとＡＩコンシェルジュの対応している外

国語に違いがあるため、それぞれ対応していない言語（ベトナム語、ドイツ語）

に対応するよう改善がなされることが望ましい。 

 

(8) 今回の調査の過程において、複数のページにリンク切れが発生していること

が判明し、中には、徳島県警察本部へのリンク（関連情報）や、特産品・アン

テナショップへのリンク（県外の方）等、重要度が高いと思われるページへの

リンクが切れている例も見られた。担当課においてもリンク切れの問題は把握

しており、令和２年度には、リンク切れを機械的に発見するシステムを構築し、

それぞれの所管課に対し対応を依頼したところ、以下のとおり対応したとの報

告があったとのことである。 
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   リンク切れ対応件数   パソコン：１,２６０件 

            スマートフォン：  ６１８件 

              タブレット：   ６３７件 

                 携帯：   ３８４件 

                 合計：２,８９９件 

      ※１ページに２件のリンク切れが発生していた場合は、２件としてカウント 

 

 徳島県ホームページの総ページ数は約１０万ページ（ただし、端末別カウン

トの合計であり、同一内容のページがパソコン、スマートフォン、タブレット、

携帯の４種ある場合は４ページとしてカウント）あることを考慮しても、相当

数のリンク切れが発生していることが分かる（なお、前述した特産品・アンテ

ナショップへのリンク切れは、リンク切れ対応後に判明したものである。）。 

 また、調査の過程においては、イベント・カレンダーのページにイベントと

は無関係な情報が掲載され続けていたり、新着情報に掲載された際、更新日が

１８００年代と誤って登録された関係で新着情報の最後部に掲載されたりと

いった不具合についても確認した。 

 まず、述べておく必要があるのは、これらの不具合については根絶すること

が望ましいものの、ヒューマンエラーが発生することは避け難いことでもあり、

不具合の発生の防止のための方策を講じることはさておき、発生した不具合に

対し、いかに早期に対応するかがより重要であるという点である。 

 この点、前述したとおり、現在、徳島県ホームページは、各課において更新

することとなっている上、ページ数も膨大であるため、こうした不具合の発生

を人力に頼って根絶すること自体はかなり困難であると言わざるを得ない。殊

に、一度掲載された情報の中には、長期間掲載され続ける情報もあることから、

担当の交代等が原因でリンク切れ等が長期間放置されてしまうおそれもあると

ころ、各担当課において、どれだけホームページの掲載情報に目配りがされて

いるのかは、相当数のリンク切れの発生や、重要なページへのリンク切れが発

生していることからしても、後述するＳＮＳも含めて心許ないと言わざるを得

ない。 

 そのため、リンク切れに関しては、ホームページを機械的に巡回し、リンク

切れを発見するだけでなく、発見したリンク切れを直ちに担当課等に連絡が届
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くシステムを構築し、できる限り早期にリンク切れを解消することができるよ

うにするべきである。この点については、調査の過程において新たにリンク切

れを発見するとともに通知を行うシステムを実装したとのことであるが、現時

点においてもリンク切れが散見されることから、システム上漏れが生じている

のでなければ、それぞれの担当課において適切に対応できていないことが示唆

される。特に、掲載ページの増大により、担当課においても、自らが管理すべ

きページの詳細を把握しきれていない可能性もあり、適切なウェブサイト管理

の重要性について全庁的な理解が深まるよう、研修を充実するなど継続的な対

応を望みたい。 

 あわせて、ホームページ更新作業用に作成されたＴｏｋｕｓｈｉｍａＣＭＳス

タートアップマニュアル（最終更新日２０１９年７月１６日）には、パソコン

等の各端末においてどのように公開されているのか、実際にホームページにア

クセスして確認する手順が明確には定められていないところ、イベント・カレ

ンダーのページに、ページと無関係な情報が掲載され続けていたり、新着情報

に明らかに誤った更新日で掲載された情報が放置されたりしていた不具合の一

因ともなっていると考えられるため、マニュアルの改訂の際には、実際にホー

ムページにアクセスして公開内容を確認するとともに、不具合が生じた場合の

対処法についての手順を盛り込むことが望ましい。 

 

（意見８） 

 リンク切れを早期に発見し対処できるようにするために、ホームページを機

械的に巡回し、リンク切れを発見すると直ちに担当課等に連絡が届くシステム

を構築するとともに、適切なウェブサイト管理の重要性について全庁的な理解

が深まるよう、研修を充実するなど、継続的に対応すべきである。 

 

（意見９） 

 ＴｏｋｕｓｈｉｍａＣＭＳスタートアップマニュアルを改訂し、実際にホーム

ページにアクセスして公開内容を確認すること及び不具合が生じた場合の対処

法についての手順を盛り込むべきである。 

 

 



85 

 

(9) 徳島県のホームページにおいて「おすすめ情報」として１６のウェブサイト

が掲載されている。一方では、ホームページの中の「基本情報」から「関連の

地域・施設・機関」を選択し「関連リンク」を選択すると「くらし・環境・地

方創生」「健康・医療・福祉」「教育・文化・観光」「産業・雇用・労働」「県土

づくり」「防災・安全」「県政情報」の７つのジャンルごとにウェブサイトやウェ

ブサイトのＵＲＬが掲載されている。後者のウェブサイトの中には「とくしま

健康づくりネット」や徳島の文化イベントを網羅的に掲載している「あわカル」、

輸出を検討する中小企業者にとって有用なウェブサイト「とくしま農林水産物

等輸出ナビ」等、県民にとって関心が高いと考えられるウェブサイトも含まれ

るが、上記のような経緯をたどらないとウェブサイトに行きつかないため、県

民の目に触れる可能性が少ない。 

 監査人補助者は９月９日に上記の「教育・文化・観光」に掲載されていた、

あるウェブサイトリンクをクリックしたところ、監査人補助者のパソコンはセ

キュリティシステムが作動し、しばらくの間ネット接続ができない、再起動で

きない等の不具合が生じた。 

 その後、再度、同サイトを開くと海外の通販サイトのような画面となった。

担当課の調査によると、当該サイトは、平成２５年１２月に銀座にオープンし

た民間のアンテナショップのウェブサイトであり、その後、運営団体は、平成

２７年３月にアンテナショップ閉店と同時に当該ウェブサイトを閉鎖し、ドメ

インはその後、海外の第三者が金銭を支払い、正当な手続で取得したとのこと

である。 

 上記のように、県民の目に触れる可能性が少ない状態（前述するとおり、こ

のこと自体が改善を要する事項である。）とはいえ、民間が運営するウェブサイ

トを県の判断により「関連リンク」に掲載していたのであるから、運営団体に

対してもウェブサイトやドメインの適切な管理を求めるとともに、少なくとも、

当該ウェブサイト閉鎖に伴って速やかに「関連リンク」から削除する態勢になっ

ていれば、上記の不具合の発生は容易に避けることができたというほかなく、

新たに設置されたサイトの仕様によっては、より深刻な被害を招来した可能性

に鑑みると、ウェブサイト、ドメインの管理ができていないことにより、閲覧

者のパソコン等を一時的にストップさせる可能性を放置したことは重大な落ち

度というほかない。 
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 その後、監査人からの申し入れにより、ドメインの取扱いについて全庁掲示

板、調達管理委員会において周知を図る、誘導されたウェブサイトについてウ

イルスや詐欺の被害をもたらすサイトではないことについて専門機関のチェッ

クを受ける等、一定の対策は取られたが、県が関連し公開しているウェブサイ

ト、ドメインを含め、網羅的に管理するルールが策定されたわけではない。ウェ

ブサイト、ドメインの放置は、上記のように住民に被害を与える可能性もあり、

上記（2）とも関連するが、どのようなウェブサイトがどのような意義でどこに

公開され、どのようなドメインが取得されているかについて洗い出し、管理の

ルール、体制を構築すべきである。 

 

【指摘４】 

 徳島県のホームページに掲載されているウェブサイトやリンク先のウェブサ

イトなどの中には、県民にとって重要な情報を得るウェブサイトであるにもか

かわらず、非常に分かりづらい配置とされているものがあり、さらには管理が

できていないため、ドメインを第三者に取得され、別のウェブサイトに誘導さ

れるケースも存在した。県が関連し公開する全てのウェブサイト、ドメインの

管理のルール、体制を構築すべきである。 

 

 

２ 個人情報の取扱いについて 

 

(1) 徳島県ホームページ等において収集した個人情報の取扱いについて 

徳島県ホームページやＳＮＳ等において、様々な目的で個人情報が収集され

ることがある。例えば、徳島県において様々な懸賞等を企画し、ホームページ

上で申込みを受け付ける場合や、ホームページ上で会員登録を受け付ける場合

等がこれに当たる。 

 これらの個人情報の取扱いについては、当然、徳島県個人情報保護条例の適

用があり、同条例第６条では「個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情

報取扱事務の目的を明確にし」、同条例第７条では、原則として「個人情報取扱

事務の目的以外の目的のために個人情報を当該実施機関内部で利用」すること

も、「当該実施機関以外のものに提供」することもいずれも禁止されている。 
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しかし、個人情報の取扱いに関するプライバシーポリシー等が明記されていな

いウェブサイトや、明記されていてもその目的が抽象的であって、いかなる目

的で利用されるのか明確にしているとは言い難いウェブサイトも散見される。 

 徳島県個人情報保護条例の解釈運用基準において、「目的を明確にし」とは、

「個人情報を収集する前に個人情報を取り扱う事務を所掌する課室所において

収集する目的を明らかにしておくこと」であり、「第５条の規定により個人情報

取扱事務の登録がなされた事務については、登録簿に登録した『個人情報取扱

事務の目的』がここでいう目的となる。なお、登録簿への登録を要しない個人

情報取扱事務についても、本条の趣旨にのっとり、当該事務を所掌する課室所

において、その目的を明確にしておくことは当然である」とされ、どの程度、

目的を明確にしておくべきかについては、運用基準上は、必ずしも明確である

とは言い難い。 

 一方、民間事業者に適用がある個人情報保護法に関し、個人情報保護委員会

が定めた「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）」に

おいては、「事業活動に用いるため」や「マーケティング活動に用いるため」と

いった抽象的、一般的な内容を利用目的とすることは、できる限り具体的に特

定したことにはならないとされている。かかる解釈は、最終的にどのような目

的で個人情報を利用されるのかについて、本人にとって一般的かつ合理的に想

定できる程度に具体的に特定することが望ましいからであるが、この解釈につ

いては、徳島県個人情報保護条例における目的の明確さの程度に関する解釈と

しても基本的に妥当するというべきであり、上記解釈運用基準についても、同

様に解釈して運用されるべきである。したがって、個人情報を取り扱うウェブ

サイトについては、速やかに個人情報の取扱いについて定めたプライバシーポ

リシーや利用規約を明記するとともに、「個人情報の保護に関する法律につい

てのガイドライン（通則編）」等を参考に、徳島県個人情報保護条例の解釈運用

基準に則り、個人情報収集の目的を明確にすべきである。なお、この点につい

ては、各担当課において解釈にばらつきが起きないよう、できるだけ統一的な

運用基準を設けることが望ましいことから、個人情報取扱事務登録簿作成要領

において、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）」

程度の記載がなされることが望ましい。 
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（意見１０） 

 個人情報取扱事務の目的を明確にするには、どの程度記載されるべきかをよ

り分かりやすくするために、徳島県個人情報取扱事務登録簿作成要領において、

個人情報取扱の目的について、「個人情報の保護に関する法律についてのガイ

ドライン（通則編）」程度の記載がなされることが望ましい。 

 

【指摘５】 

 個人情報を取り扱うウェブサイトについては、速やかに個人情報の取扱いに

ついて定めたプライバシーポリシーや利用規約を明記するとともに、「個人情

報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）」等を参考に、徳島県

個人情報保護条例の解釈運用基準に則り、個人情報の収集の目的を明確にすべ

きである。 

 

 

３ 懲戒処分・服務上の措置の徳島県ホームページ上の公表について 

 

(1) 概要 

現在、県は、職員に対する地方公務員法第２９条に基づく懲戒処分（免職、

停職、減給及び戒告）及び懲戒処分に至らない服務上の措置（文書訓告、厳重

注意及び口頭注意）を行った場合の公表基準について、「知事部局に勤務する職

員の懲戒処分等に関する公表基準」、「学校等に勤務する教職員の懲戒処分等の

公表基準」及び「企業職員の懲戒処分等に関する公表基準」を制定し、これに

基づいて懲戒処分及び服務上の措置について、徳島県ホームページにおいて公

表している。 

 当該３つの公表基準は、改正を経て、令和元年９月１日から実施されている

が、改正前の公表基準からの最も大きな変更点は、服務上の措置の公表につい

て新設した点である。 

 県は、改正前の公表基準においては、服務上の措置は「事案の重大性や社会

的な影響」と「職員の個人の権利利益」を考慮した上で、徳島県情報公開条例

第８条に基づき、情報公開の対象外として対応していた。しかしながら、県に

対し、報道機関や県議会から「特定の個人を識別するおそれのない情報まで非
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公開にするのは、県民の知る権利が保障されていない」との意見が出されたこ

とを契機に国や他県での公表状況を踏まえ、県は、職員が特定されない内容で

公表することを決定し、上記のとおり公表基準を改めたものであり、公表基準

の概要は、以下のとおりである（なお、知事部局以外の公表基準も基本的に知

事部局とほぼ同じである。）。 

 

【知事部局に勤務する職員の懲戒処分等に関する公表基準】 

ア 公表対象 

懲戒処分等（文書訓告、厳重注意及び口頭注意を含む）はすべて公表する。 

イ 公表内容 

（ア） 公表する内容は、原則として次に掲げる事項とする。 

ａ 事案の概要 

ｂ 該当職員の所属する所属名 

ｃ 該当職員の職名 

ｄ 該当職員の年齢及び性別 

ｅ 処分の内容 

ｆ 処分年月日 

（イ） 上記の規定にかかわらず、次に掲げる場合については氏名を公表す

る。 

ａ 免職もしくは停職となった場合 

ｂ 免職及び停職以外の懲戒処分についても、重大な法令違反等の場合

にその職員の職責等を勘案し、社会的影響が大きいと判断される場合 

（ウ） 公表の例外として、関係者のプライバシー等の権利利益を侵害する

おそれがある場合等にあっては、公表内容の一部又は全部を公表しな

いことができる。 

ウ 公表時期 

懲戒処分等を行った後、速やかに公表するものとする。 

エ 公表方法 

県政記者室等への資料提供その他の適宜の方法によるものとする。 
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 (2) 公表方法について 

上記の基準には明記されていないものの、知事部局に勤務する職員の懲戒処

分等の公表及び企業職員の懲戒処分等の公表についても、学校等に勤務する教

職員の懲戒処分等の公表と同様に、県のホームページで公表されることになっ

ている。 

 

(3) 服務上の措置の公表について 

上記いずれの基準においても、氏名は公表されないことになっている。 

 管理監督者に対する服務上の措置については、学校等に勤務する教職員の懲

戒処分等の公表基準においては「公表することが適当と考えられる場合」との

条件が付されているものの、他の２つの基準については原則公表することに

なっている。 

 

(4) 公表期間について 

知事部局に勤務する職員の懲戒処分等の県ホームページでの公表期間につい

て、公表基準には明記されていないものの、懲戒処分の公表は１週間、服務上

の措置は１年間とされている。学校等に勤務する教職員の懲戒処分等の県ホー

ムページでの公表期間について、公表基準には明記されていないものの、懲戒

処分の公表は翌年度末まで、服務上の措置も翌年度末までとされている。企業

職員の懲戒処分等の県ホームページでの公表期間について、公表基準には明記

されていないものの、令和２年７月までは懲戒処分の公表は１週間、服務上の

措置は１年間とされている。 

 なお、知事部局に勤務する職員の懲戒処分の県ホームページでの公表期間に

ついて、令和２年８月から、服務上の措置の公表期間との均衡から１年間とす

る運用に変更されているとのことである。 

 

(5) 服務上の措置の公表実績 

服務上の措置の公表については、令和元年９月１日以降の処分に限られてい

るところ、令和元年９月１日以降の令和元年度の公表実績は、「知事部局に勤務

する職員の懲戒処分等に関する公表基準」に基づく公表が１２件、「学校等に勤

務する教職員の懲戒処分等の公表基準」に基づく公表が７件、「企業職員の懲戒
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処分等に関する公表基準」に基づく公表が３件である。 

 

(6) 懲戒処分の県ホームページでの公表について 

上記(4)記載のとおり、令和２年７月までの知事部局に勤務する職員の懲戒処

分及び企業職員の懲戒処分の県ホームページでの公表期間は１週間とされてお

り、他方で、学校等に勤務する教職員の懲戒処分の県ホームページでの公表期

間は翌年度末までとされている。 

 懲戒処分については、地方公務員法に根拠があり、また、非違行為の程度が

重いため、公務員に対する信頼の確保の観点からも、懲戒処分に関して情報公

開する意義は大きく、情報公開の手段の１つとして県民が容易にアクセスする

ことができるホームページで公表する必要性も認められる。 

 他方で、懲戒処分の公表の際には氏名も公表される場合もあり、「ホームペー

ジ」という不特定多数が自由に閲覧できる媒体による公表においては当該職員

に対する不利益は大きく、公表期間が長期に及べば「公表」自体による制裁的

効果として、実質的な二重処罰に該当するおそれがある。したがって、ホーム

ページでの懲戒処分の公表に当たっては、一時的な公表に留まるマスメディア

への公表とは異なる規律を検討する必要がある。 

 この点、現在の懲戒処分の県ホームページでの公表期間は、いずれの部局に

おいても懲戒処分の内容にかかわらず一律に定めているところ、懲戒処分の内

容が軽微な場合に長期間に渡る公表は、実質的な二重処罰に該当するおそれが

大きくなることから適切とは言いがたい。 

 他方で、懲戒処分の内容が重大な場合には、令和２年７月までの知事部局及

び企業職員における１週間の公表期間は短期に過ぎるものと考えられる。なお、

上記(4)記載のとおり、知事部局に勤務する職員に対する懲戒処分については、

令和２年８月から、県ホームページでの公表期間について、掲載期間を１年間

とする運用に変更されており、懲戒処分よりも軽い服務上の措置との公表期間

の不均衡は解決したものの、処分の軽重を問わず公表期間を一律にしているこ

とに変わりはない。 

 したがって、懲戒処分の内容によって県ホームページでの公表期間に差異を

設け、例えば一定期間の出勤停止の場合には、出勤停止期間は県ホームページ

で公表するなど、現在の一律の公表期間を改める必要があると考える。 
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 なお、現在の懲戒処分の公表においては、氏名を非公表とする場合であって

も、性別については原則として公表されているが、懲戒処分を受けた者の性別

が懲戒処分の内容に影響を及ぼすわけでもなく、性的マイノリティへの配慮の

点からも問題であり、かえって本人を特定されるおそれもある（実際、性別を

公表することによって本人を特定されるおそれがある場合には、性別を公表し

ない例もあるとのことである。）のであるから、性別を公表する意義に乏しく、

性別の公表は廃止すべきである。 

 

（意見１１） 

 懲戒処分の内容にかかわらず一律の公表期間とする運用を改め、懲戒処分の

内容に応じて、公表期間を定めるとともに、性別の公表については廃止すべき

である。 

 

(7) 服務上の措置の県ホームページでの公表について 

懲戒処分等の公表について、県は、県民の知る権利の保障を目的とし、職務

上の措置に対する透明性と公平性を確保するとともに、職員に対する処分対象

となる行為を抑制する効果を求めている。 

 懲戒処分については、地方公務員法に根拠があり、また、非違行為の程度が

重いため、公務員に対する信頼の確保の観点からも、公表する必要性が認めら

れる。 

 他方で、服務上の措置は、職員が職務上の義務に違反したときに、指揮監督

権限を有する上司により職務の履行の改善、向上に資するために制裁的実質を

伴わない措置として行われるものであり、その根拠は、明文上の根拠ではなく、

一般的な指揮監督権に求められるが、少なくとも懲戒処分よりも軽い措置であ

ることには争いがなく、その公表に関し、懲戒処分と同様の対応をとることが

適当か否かについては、前述したとおり、公表によって、個人の特定のおそれ

や事実上の二重処罰、萎縮効果をもたらす可能性があることからすれば、より

慎重な検討が必要である。 

 この点、県と同様に、服務上の措置を県ホームページで公表している他の都

道府県は３県に留まり、一方で、大阪府は服務上の措置は原則非公開と定め、

①特に社会的関心が高いと認められる非違行為に対する服務上の措置、②職員
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の懲戒処分の監督責任等による服務上の措置、③報道機関から要請があった場

合に例外的に公開する運用としているように、原則として服務上の措置を各地

方公共団体のホームページで公表することが全国的に標準であるとも認められ

ない。 

 また、服務上の措置のホームページ上での公表は、県民の知る権利に資する

ものであるにせよ、県の有するあらゆる情報がホームページにおいて公表され

ているわけではなく、県民の知る権利を実現するための制度として設けられて

いるマスコミへの公表や情報公開制度との棲み分けも意識することが必要であ

る。 

 この点、既に述べたとおり、服務上の措置よりも重い懲戒処分に関しても、

一律に公表期間を定めることには問題があるところ、より軽い服務上の措置に

ついては、なおさらであって、全ての服務上の措置について、現在のように、

ホームページ上に内容まで公表する必要があるかどうかについても疑念がある

ばかりか、少なくとも、１年間という公表期間は長きに失するというべきであ

り、現在と同程度の内容の公表を継続するにしても、精々１か月程度に留め、

それ以降は、ホームページには件数等の統計情報を掲載すれば足りるのではな

いかと考える。 

 なお、性別を公表する意義に乏しい点は、懲戒処分の場合と同様であるから、

服務上の措置についても、性別の公表は廃止すべきである。 

 

（意見１２） 

 服務上の措置について、措置の内容を問わず一律にホームページで公表して

いることを改め、ホームページでの公表範囲について再度検討の上、公表継続

する場合であっても、現在の長期の公表期間を改め、例えば１か月程度を公表

期間とするよう改善するとともに、性別についての公表は廃止すべきである。 
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  ＳＮＳによる情報発信について 

 

第１ 徳島県における状況 

 

徳島県においては、徳島県のホームページにおいて、ＳＮＳの種類ごとに「徳島

県ソーシャルメディア一覧」を掲載している。アカウント数は、令和２年１１月末

日時点において、ツイッターが２８、フェイスブックが４６、インスタグラムが１４、

ラインが７、ブログが４、ユーチューブが１２、その他の徳島県関係ツイッター等

が７となっており、合計数は１１８となっている。 

 また「徳島県ソーシャルメディア一覧」において、ソーシャルメディア利用方針

が掲載されている。ソーシャルメディア利用方針においては、各所属においてアカ

ウントの「利用方針」を作成、共有、運用し、県のホームページにおいて公表する

こと、情報の発信を行うにあたっては、原則として所属長又は代決権を有する職務

代理者若しくは担当リーダーの確認を得ること等のルールが定められている。 

 監査人はＳＮＳを運用する各担当課に対し、アカウントの利用方針、ターゲット、

効果、課題等について調査票を送り、その回答に基づき質問を行うなどの監査手続

を実施した。 

なお、監査対象とした１１８のＳＮＳについては、「改善点」として検討すべき

方向性を個々に示しているので、後述の総論としての「意見」に対する措置を検討

する際のアドバイスとして活用されたい。 
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ジャ

ンル
番号 アカウント名 種類 最終更新日 フォロワー数 ツイート数 担当課

17 1 徳島県（@preftokushima） Ｔｗｉｔｔｅｒ 2020/11/30 9,282 2,101 秘書課

1 1 徳島県防災・危機管理情報（@saigai01） Ｔｗｉｔｔｅｒ 2020/11/27 4,633 2,867 危機管理政策課

17 3
徳島は宣言する vs東京
（@toku_vstokyo）

Ｔｗｉｔｔｅｒ 2020/11/27 609 606 とくしま回帰推進課

18 1
すだちくんオフィシャル
（@sudachikun_offi）

Ｔｗｉｔｔｅｒ 2020/11/27 8,485 7,278 とくしま回帰推進課

1 2 Tokushima_Wi-Fi（@tokushima_wifi） Ｔｗｉｔｔｅｒ 2020/9/1 332 155 Society5.0推進課

1 3 tokushima-wifi-navi（@toku_wifi_navi） Ｔｗｉｔｔｅｒ 2020/9/1 153 62 Society5.0推進課

9 1 プララ（@pulala_） Ｔｗｉｔｔｅｒ 2020/11/10 656 530 未来創生政策課

2 1 阿波ふうど（@awafood） Ｔｗｉｔｔｅｒ 2020/11/27 992 747 もうかるブランド推進課

18 2 徳島県企業局（@Toku_Kigyokyoku） Ｔｗｉｔｔｅｒ 2020/11/26 436 461
企業局
経営企画戦略課

6 1 徳島県立近代美術館（@tokkinby） Ｔｗｉｔｔｅｒ 2020/11/29 3,605 897 近代美術館

6 4
徳島県文化の森総合公園
（@Tokushimabunka）

Ｔｗｉｔｔｅｒ 2020/11/26 2,134 994 二十一世紀館

14 1
徳島県立総合教育センター生涯学習支
援課（@Tokushimamanabi）

Ｔｗｉｔｔｅｒ 2020/11/20 1,033 256
教育委員会
総合教育センター

18 4 徳島県職員採用（@tokushimasaiyou） Ｔｗｉｔｔｅｒ 2020/11/20 993 648 人事委員会事務局

8 1
徳島県選挙管理委員会
（@tokushimasenkyo）

Ｔｗｉｔｔｅｒ 2019/10/27 305 89
選挙管理委員会
事務局

10 1 徳島県オープンデータ（@OurOpenData） Ｔｗｉｔｔｅｒ 2020/10/16 467 1,222 統計データ課

8 4
とくしま創生☆若者『絆』プロジェクト
（@project_kizuna）

Ｔｗｉｔｔｅｒ 2019/11/5 210 4,500 とくしま回帰推進課

18 5
徳島県の地方分権改革
（@tokushimabunken）

Ｔｗｉｔｔｅｒ 2015/4/8 294 38 総合政策課

18 6
徳島県総合地図提供システム
（@maps_tokushima）

Ｔｗｉｔｔｅｒ 廃止 スマート県庁推進課

15 1
とくしまエシカル消費普及推進プロジェク
ト（@awaethical）

Ｔｗｉｔｔｅｒ 2020/11/20 686 1,034 消費者政策課

15 2
とくしま消費者行政プラットホーム
（@TokushimaPF）

Ｔｗｉｔｔｅｒ 2020/11/20 386 2,247 消費者政策課

6 5 ほう楽★ガールズ徳島（@hogakugirls) Ｔｗｉｔｔｅｒ 2019/11/5 94 41 県民文化課

8 5 こころの居場所づくりメンター（@kkrnibs） Ｔｗｉｔｔｅｒ 2019/12/8 19 118
南部こども女性
相談センター

18 7
徳島県発達障がい者総合支援センター
ハナミズキ・アイリス（＠hattatsusien)

Ｔｗｉｔｔｅｒ 2020/4/2 40 19
発達障がい者
総合支援センター

6 7
ジャズが流れる街徳島
（@tokushimajazz)

Ｔｗｉｔｔｅｒ 2020/11/19 70 114 県民文化課

5 1 Go!Go!くっつき隊（@GoGo70051021） Ｔｗｉｔｔｅｒ 2020/2/3 36 5
次世代育成
・青少年課

4 1 住んでみんで徳島で！ Twitter 2020/9/18 44 18 とくしま回帰推進課

4 2 ＡＷＡＩＲＯ Twitter 2020/10/23 90 14 とくしま回帰推進課

16 6 千年の森ふれあい館（@1000mori） Ｔｗｉｔｔｅｒ 2020/11/23 917 671 スマート林業課

監査対象ＳＮＳ一覧　　（2020.11.30現在　徳島県ホームページ「ソーシャルメディア一覧」 掲載順）
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ジャ

ンル
番号 アカウント名 種類 最終更新日 フォロワー数 担当課

18 5 徳島県の地方分権改革 Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/7/6 250 総合政策課

18 8 全国徳島県人会連合会 Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/9/16 56 総合政策課

10 1 徳島県オープンデータ Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/10/16 320 統計データ課

17 5 みんなで創る徳島県 Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2019/8/29 546 とくしま回帰推進課

4 4 とくしま新未来創造オフィス Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/9/23 360 Society5.0推進課

17 3 徳島は宣言する「vs東京」 Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/11/27 1,850 とくしま回帰推進課

18 1 すだちくん Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/11/27 10,119 とくしま回帰推進課

10 2 ICT（愛して）とくしま Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/11/20 682 Society5.0推進課

13 1 徳島県集落再生担当 Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/7/31 1,136 とくしま回帰推進課

10 4
自治体OSSキット（e-Government 
Open Source Software kit）

Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/7/8 512 スマート県庁推進課

9 2 とくしま県民活動プラザ Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/11/13 433 未来創生政策課

18 9 とくしま「女性のチカラ」応援部 Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/8/19 87 男女参画・人権課

5 2 とくしま はぐくみネット Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/6/29 462
次世代育成
・青少年課

6 7
Tokushima Jazz（ジャズが流れる街・徳
島）

Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/11/20 289 県民文化課

6 8 徳島県民文化祭開催委員会事務局 Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/5/29 45 県民文化課

8 6
とくしま『愛いっぱい・若者・あったか』
ネットワーク

Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/11/11 24 保健福祉政策課

8 3 徳島県危険ドラッグ110番 Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/11/25 29 薬務課

18 10 LEDバレイ徳島 Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/4/22 55 新未来産業課

11 1 徳島県立西部テクノスクール Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/10/23 86 西部テクノスクール

3 2 Discover Tokushima Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/11/29 46,845
観光政策課
海外誘客室

3 2 日本的秘境 四國・德島縣 Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/11/29 45,240
観光政策課
海外誘客室

3 2 德島旅人案内所 Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/11/27 42,800
観光政策課
海外誘客室

3 2
ไปโทคุชมิะกันเถอะ
（日本語訳「徳島へ行こう！」）

Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/11/29 12万人
観光政策課
海外誘客室

2 1 阿波ふうど Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/11/27 1,982 もうかるブランド推進課

7 1 とくしま森林（もり）づくり県民会議 Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/11/30 68 スマート林業課

12 1 鳴門藍住農業支援センター Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/11/24 64 鳴門藍住農業支援センター
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ジャ

ンル
番号 アカウント名 種類 最終更新日 フォロワー数 担当課

7 3 徳島県あわの水管理条例 Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/11/20 33 水管理政策課

13 2
にし阿波ビジネス通信・地域連携ひとし
ごと

Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/11/16 950
西部総合県民局
地域創生観光部

3 3 ゴーゴー剣山＆にし阿波 Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/11/27 1,401
西部総合県民局
地域創生観光部

18 3 徳島県企業局 Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/11/26 141
企業局
経営企画戦略課

14 2 徳島県教育委員会生涯学習課 Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/10/29 492
教育委員会
生涯学習課

6 3 徳島県立博物館 Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/11/10 621 博物館

8 1 徳島県選挙管理委員会 Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/11/30 222
選挙管理委員会
事務局

18 4 徳島県職員採用 Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/11/20 291 人事委員会事務局

3 1 徳島あるでないで Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/11/20 783 観光政策課

12 2 徳島農業支援センター Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/11/2 49 徳島農業支援センター

12 3 吉野川農業支援センター Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/10/2 110 吉野川農業支援センター

8 7 徳島県青少年交流広場 やっとさいと Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2019/12/13 51
次世代育成
・青少年課

6 11 あわ文化学校だより Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2019/1/25 1,013 県民文化課

18 11 橋の博物館とくしま Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/9/25 261 高規格道路課

15 2
とくしま消費者行政プラットホーム
（@TokushimaPF）

Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/11/20 133 消費者政策課

17 2 徳島県 Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2018/12/6 23 秘書課

18 12 まったなし住まいの耐震化 Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/8/5 66 住宅課建築指導室

13 3 あわこい Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/10/5 974
西部総合県民局
地域創生観光部

5 1 Go!Go!くっつき隊 Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/2/3 11
次世代育成
・青少年課

4 1 住んでみんで徳島で！ Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/11/24 1,114 とくしま回帰推進課
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ジャ

ンル
番号 アカウント名 種類 最終更新日 フォロワー数 投稿数 担当課

6 10 awaculture_tokushima Ｉｎｓｔａｇｒａｍ 2020/10/16 804 91 県民文化課

7 2 とくしま森林づくり県民会議 Ｉｎｓｔａｇｒａｍ 2020/11/30 104 24 スマート林業課

3 1 徳島あるでないで Ｉｎｓｔａｇｒａｍ 2020/11/28 1,367 158 観光政策課

11 2 南部テクノスクール Ｉｎｓｔａｇｒａｍ 2020/11/26 366 2,635 南部テクノスクール

11 3 中央テクノスクール Ｉｎｓｔａｇｒａｍ 2020/11/24 175 114 中央テクノスクール

2 3 阿波地美栄【公式】 Ｉｎｓｔａｇｒａｍ 2020/11/28 170 33
鳥獣対策・
ふるさと創造課

6 6 ほう楽★ガールズ徳島（@hogakugirls) Ｉｎｓｔａｇｒａｍ 2019/11/3 49 7 県民文化課

13 3 あわこい Ｉｎｓｔａｇｒａｍ 2020/2/13 278 111
西部総合県民局
地域創生観光部

5 1 Go!Go!くっつき隊 Ｉｎｓｔａｇｒａｍ 2020/2/10 22 2
次世代育成
・青少年課

6 7
ジャズが流れる街徳島（”@”
tokushima.jazz）

Ｉｎｓｔａｇｒａｍ 2019/12/2 158 34 県民文化課

3 2 Discover Tokushima Ｉｎｓｔａｇｒａｍ 2020/11/26 181 200
観光政策課
海外誘客室

3 2 日本的秘境 四國・德島縣 Ｉｎｓｔａｇｒａｍ 2020/11/29 455 72
観光政策課
海外誘客室

3 2 德島旅人案内所 Ｉｎｓｔａｇｒａｍ 2020/11/25 1,481 257
観光政策課
海外誘客室

3 2
ไปโทคุชมิะกันเถอะ
（日本語訳「徳島へ行こう！」）

Ｉｎｓｔａｇｒａｍ 2020/11/28 349 271
観光政策課
海外誘客室

ジャ

ンル
番号 アカウント名 種類 最終更新日

お友達
登録者数

担当課

18 1 すだちくん（@sudachikun） ＬＩＮＥ 2019/5/29 4,197 とくしま回帰推進課

11 4
徳島県教育委員会学校教育課
（@tgakkouseisaku）

ＬＩＮＥ 2020/11/24 6,207
教育委員会
学校教育課

12 4
徳島農業支援センター（＠
tokushima.nougyou）

ＬＩＮＥ 2020/11/27 78 徳島農業支援センター

12 5
阿南農業支援センター（＠
anan.nougyou）

ＬＩＮＥ 2020/7/22 23 阿南農業支援センター

12 6
吉野川農業支援センター
（@yoshinogawa.nougyou）

ＬＩＮＥ 2020/11/26 53 吉野川農業支援センター

18 13
徳島県-新型コロナ対策パーソナルサ
ポート

ＬＩＮＥ 2020/11/27 45,956 健康づくり課

4 3 ＡＷＡＩＲＯ ＬＩＮＥ 2020/11/27 2,003 とくしま回帰推進課

ジャ

ンル
番号 アカウント名 種類 最終更新日 担当課

18 14 徳島県名古屋事務所のブログ ブログ 2020/10/5
関西本部
名古屋事務所

6 12 阿波藍再考 ブログ 2013/8/3 県民文化課

6 13
阿波藍アートプログラム I am 藍, We 
are 藍.

ブログ 2012/12/16 県民文化課

12 7 吉野川農業支援センター ブログ 2020/9/4 吉野川農業支援センター
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 （ＳＮＳ 最終更新日・フォロワー数等調べ（令和２年１１月末時点）監査人作成） 

 

  

ジャ

ンル
番号 アカウント名 種類 最終更新日

チャンネル
登録者数

動画数
動画

再生回数
担当課

17 4 徳島県チャンネル ＹｏｕＴｕｂｅ 2020/11/30 7,750 2,261 5,048,501 秘書課

10 3 ICT（愛して）とくしま ＹｏｕＴｕｂｅ 2020/3/27 9,060 80 5,861,890 Society5.0推進課

5 3 とくしまはぐくみネットチャンネル ＹｏｕＴｕｂｅ 2016/3/7 23 27 16,473
次世代育成
・青少年課

7 4 環境首都課　とくしまの環境 ＹｏｕＴｕｂｅ 2020/1/30 22 31 3,295 環境首都課

8 2 徳島県選挙管理委員会 ＹｏｕＴｕｂｅ 2019/7/8 15 12 5,369
選挙管理委員会
事務局

6 2 徳島県立近代美術館 ＹｏｕＴｕｂｅ 2020/11/5 19 26 2,554 近代美術館

3 4 にし阿波剣山・吉野川観光圏 ＹｏｕＴｕｂｅ 2020/11/4 132 32 665,969
西部総合県民局
地域創生観光部

2 2 阿波ふうど ＹｏｕＴｕｂｅ 2020/4/1 47 27 7,561 もうかるブランド推進課

18 16 awaもくよんプロジェクト ＹｏｕＴｕｂｅ 2020/7/8 48 4 3,323 住宅課

18 15 とくしまゼロ作戦 ＹｏｕＴｕｂｅ 2015/6/25 22 9 4,506 とくしまゼロ作戦課

4 5 徳島発！輝くむらのたからチャンネル ＹｏｕＴｕｂｅ 2020/4/1 30 48 2,354 農山漁村振興課

6 9 徳島県民文化祭開催委員会事務局 ＹｏｕＴｕｂｅ 2020/4/13 5 10 1,258 県民文化課

ジャ

ンル
番号 アカウント名 種類 最終更新日 フォロワー数

ツイート数・
投稿数

担当課

18 17 マチ★アソビ（@machiasobi） Ｔｗｉｔｔｅｒ 2020/11/7 4.9万人 1万 にぎわいづくり課

16 4 あすたむ【公式】（@Asutamu_Land） Ｔｗｉｔｔｅｒ 2020/11/30 2,442 1.9万 にぎわいづくり課

16 1 とくぎんトモニプラザ（@tokuginplaza） Ｔｗｉｔｔｅｒ 2020/11/30 2,167 5,078
次世代育成
・青少年課

16 3 アスティとくしま（@asty_tokushima） Ｔｗｉｔｔｅｒ 2020/11/29 4,011 1,444 にぎわいづくり課

16 2 uchinoumi1227 Ｉｎｓｔａｇｒａｍ 2020/11/6 403 106 都市計画課

16 5
月見ヶ丘海浜公園すたっふ
（@tsukimigaoka）

Ｔｗｉｔｔｅｒ 2020/11/18 1,757 2,117 都市計画課

16 5
月見ヶ丘海浜公園すたっふ
（@tsukimigaoka）

Ｆａｃｅｂｏｏｋ 2020/11/18 972 都市計画課
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第２ 各ＳＮＳに対する評価 

 

１ 防災に関連するＳＮＳについて 

 

(1) 名称 「徳島県防災・危機管理情報」 

ア 所管課 危機管理政策課 

イ ＳＮＳの種類 ツイッター 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県の防災・危機管理に関する情報を広く発信すること。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

徳島県の災害・危機管理に関する情報提供や注意喚起 

防災・危機管理に関するイベントや訓練等の案内・報告 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：危機管理環境部（代表：危機管理政策課） 

担当者：危機管理環境部職員（代表：危機管理政策課職員） 

情報発信の頻度・タイミング：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

コメントや投稿として寄せられた情報については，情報収集の一環と

して利用させていただくことはありますが，原則として返信は行ってお

りませんので御了承ください。 

 お問合せや通報につきましては，所管する機関に直接御連絡ください。 

エ 改善点 

(ア)  災害時に県民に対して災害に関する情報を発信するＳＮＳは、当アカウ

ントのみである。災害発生直後は、電話がつながりにくい状況となり、ま

た停電によりテレビを見ることができない状況も想定されるため、当ツ

イッターの果たす役割は非常に重要である。現状でのフォロワー数は約４,

０００人であり、インサイト分析や目標の設定は行っていないとのことで

あるが災害対策の中で、ＳＮＳにより情報提供を行うべき対象数を明確に

し、フォロワー数を増やす戦略を策定することは必須であり、早急な検討

が必要である。また、フォロワー数を増加させるにあたり、１９５ページ
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(9)記載のような工夫を凝らすことも検討願いたい。 

(イ)  ハッシュタグを使っていないとのことであるが、災害の際にハッシュタ

グを利用したツイートを行うことにより、被災状況を収集することを想定

している自治体も存在する。不確かな情報もツイートされる可能性もある

が、ハッシュタグの利用について、検討は必要である。さらにＳＮＳを利

用した避難訓練を行っている自治体もあり、この点についても検討願いたい。 

(ウ)  平成２９年１１月に内閣官房情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室が公表し

ている「災害対応におけるＳＮＳ活用に関する自治体Ｗｅｂ調査」（市町村

に対する調査）によると、ＳＮＳを防災に利用している自治体のうち、３

８.２パーセントの自治体が複数のＳＮＳを利用しているとのことである。

徳島県においてもライン等各ＳＮＳユーザーに情報提供を行うことがで

きるよう複数のＳＮＳにおいて情報提供を行うべきである。 

 

(2) 名称 「Ｔｏｋｕｓｈｉｍａ_Ｗｉ-Ｆｉ」 

ア 所管課 Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０  推進課 

イ ＳＮＳの種類 ツイッター 

ウ 利用方針における記載（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県が運用する「Ｔｏｋｕｓｈｉｍａ Ｆｒｅｅ Ｗｉ-Ｆｉ」の紹介や稼働状況

に関する情報をＴｗｉｔｔｅｒ を活用して情報発信を行う。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

「Ｔｏｋｕｓｈｉｍａ Ｆｒｅｅ Ｗｉ-Ｆｉ」の紹介や稼働状況に関する情報 

その他必要な情報 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：徳島県政策創造部地方創生局Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０  推進課 

担当者：地方創生局Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０  推進課職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

タイムラインへの投稿は出来ません。 

投稿に対するコメントは可能です。コメントに対しては，必要に応じ

て返信等の対応をするものとしますが，すべてに対応することはお約束



102 

 

できませんので予めご了承ください。 

 対応時間は，原則として，平日の午前９時３０分から午後６時までと

しますが，この時間以外にも投稿する場合があります。 

エ 改善点 

当アカウントは、公の施設におけるフリーワイファイスポットを紹介する

ウェブサイト「Ｔｏｋｕｓｈｉｍａ Ｆｒｅｅ Ｗｉ-Ｆｉ」への誘導や当ウェブサイトの

更新情報等を掲載している。しかし、当アカウントにより誘導されるウェブ

サイトと後述（3）のツイッターで誘導され、とくしま公衆無線ＬＡＮ推進協

議会が運営しているウェブサイト「Ｔｏｋｕｓｈｉｍａ Ｆｒｅｅ ＷｉＦｉ ＮＡＶＩ」と

の違いが利用者には分かりづらい。前者は県が施設に設置、運用しているス

ポットの情報であり、後者は民間各社や市町村が設置、運用しているスポッ

トの情報も含んでいるが、災害時において、フリーワイファイスポットを紹

介するウェブサイトが２つ存在し、誘導するアカウントも２つ存在する状況

は、利用者の混乱を招きかねない。担当課によると、ウェブサイトの運営主

体が異なるため、統一することは難しいとのことであるが、それならば、ツ

イッター、ウェブサイトにおいて、一見して分かるよう、プロフィール情報

等にその役割、違いを記載するなど、災害時を想定し、利用者にとって分か

りやすい構成、表示に改めるべきである。 

 

(3) 名称 「ｔｏｋｕｓｈｉｍａ -ｗｉｆｉ-ｎａｖｉ」 

ア 所管課 Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０  推進課 

イ ＳＮＳの種類 ツイッター 

ウ 利用方針における記載（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

とくしま公衆無線ＬＡＮ推進協議会が運用する「Ｔｏｋｕｓｈｉｍａ Ｆｒｅｅ 

Ｗｉ－Ｆｉ Ｐｌｕｓ」の紹介や稼働状況に関する情報をＴｗｉｔｔｅｒ を活用し

て情報発信を行う。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

「Ｔｏｋｕｓｈｉｍａ Ｆｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉ Ｐｌｕｓ」の紹介や稼働状況に関する

情報 

 その他必要な情報 
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(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：徳島県政策創造部地方創生局Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０  推進課 

担当者：地方創生局Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０  推進課職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

タイムラインへの投稿は出来ません。 

投稿に対するコメントは可能です。 

コメントに対しては，必要に応じて返信等の対応をするものとします

が，すべてに対応することはお約束できませんので予めご了承ください。 

 対応時間は，原則として，平日の午前９時３０分から午後６時までと

しますが，この時間以外にも投稿する場合があります。 

エ 改善点 

 当アカウントは、とくしま公衆無線ＬＡＮ推進協議会が運営し、民間各社

や市町村が設置しているフリーワイファイスポットを紹介するウェブサイト

「Ｔｏｋｕｓｈｉｍａ Ｆｒｅｅ ＷｉＦｉ ＮＡＶＩ」への誘導や当ウェブサイトの更新情

報等を掲載している。 

 しかし、当アカウントで誘導しようとするウェブサイトと前述（2）のウェ

ブサイト「Ｔｏｋｕｓｈｉｍａ Ｆｒｅｅ Ｗｉ-Ｆｉ」との違いが利用者には分かりづら

い。前者は民間事業者や市町村が設置しているフリーワイファイの情報であ

り、後者は、公の施設に県が設置しているフリーワイファイのみの情報であ

る。 

 災害時にフリーワイファイスポットに関するウェブサイトが複数存在し、

ウェブサイトに誘導するアカウントもそれぞれ存在する状況は、利用者の混

乱を招きかねない。担当課によると、ウェブサイトの運営主体が異なるため、

統一することは難しいとのことであるが、それならば、ツイッター、ウェブ

サイトにおいて、一見して分かるよう、プロフィール情報等にその役割、違

いを記載するなど、災害時を想定し、利用者にとって分かりやすい構成、表

示に改めるべきである。 
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２ 徳島の食材に関するＳＮＳについて 

  

(1) 名称 「阿波ふうど」 

ア 所管課 もうかるブランド推進課 

イ ＳＮＳの種類 ツイッター、フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

「徳島の食」に関する情報（産地情報、フェア情報、レシピ情報等）

について発信することにより、「徳島の食」の認知度向上、消費拡大につ

なげることを目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

阿波ふうどスペシャリストからご提供いただいた「徳島の食」に関す

る情報（産地情報、フェア情報、レシピ情報等） 

 その他「徳島の食」に関する情報（ＰＲ車両の出動情報等） 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：徳島県もうかるブランド推進課 

担当者：徳島県もうかるブランド推進課担当職員 

情報発信の頻度・タイミング：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

コメントに対する返信は、原則、行っておりませんので予めご了承く

ださい。 

エ 改善点 

(ア)  徳島県の食材全般をＰＲするＳＮＳは、阿波ふうどのツイッター、フェ

イスブック、ユーチューブのみであり、ウェブサイトは県のホームページ

のおすすめサイトに掲載されている「阿波ふうど」のウェブサイトのみで

あるため、当アカウントが果たすべき役割は重要である。当アカウントに

おいては、徳島県産の素材を利用したレシピの紹介など、更新が頻繁にさ

れており、写真も美しく、フォロワー数も年々増えている。しかし、「阿波

ふうど」のウェブサイトにおいては、生産者向け、バイヤー向けの情報も

多くを占めており、ツイッターやフェイスブックとリンクすべき徳島県に

移住された方等が徳島の食材に関して記載されたブログが目立たなく
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なってしまっている。下記の「阿波ふうどＡＷＡＦＯＯＤデータベース」が

事業者向けのウェブサイトという趣旨であれば、事業者向けの情報は、同

ウェブサイトに集約し、「阿波ふうど」は消費者向けの情報に特化し、ＳＮ

Ｓと分かりやすいリンクを図るべきである。 

(イ)  プロフィール情報に掲載されているウェブサイトは「阿波ふうどスペ

シャリスト募集」のウェブサイトであり「阿波ふうど」のウェブサイトも

掲載すべきである。 

(ウ)  上記（ア）記載のように徳島県のホームページにおいて「阿波ふうどＡ

ＷＡＦＯＯＤデータベース」というウェブサイトが掲載されているが、説明

がなく、意味が分かりづらい。活用されているウェブサイトならば、利用

方法等、説明を加えるべきである。 

(エ)  現状では、徳島県の食材に関心を持つ住民が当アカウントを知る方法は

極めて限定されている。内容を再検討した上で１９５ページ(9)記載の方

法等により、住民との接点を作る方法を検討し、ユーザーの増加を図るべ

きである。 

 

(2) 名称 「阿波ふうど」 

ア 所管課 もうかるブランド推進課 

イ ＳＮＳの種類 ユーチューブ 

ウ 利用方針（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

「徳島の食」に関する動画を発信することにより、「徳島の食」の認知

度向上、消費拡大につなげることを目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

もうかるブランド推進課において制作した「徳島の食」に関する動画 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：徳島県もうかるブランド推進課 

担当者：徳島県もうかるブランド推進課担当職員 

情報発信の頻度・タイミング：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

コメントに関する返信は、原則行っておりませんので予めご了承くだ
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さい。 

エ 改善点 

徳島県の食に関する動画がアップされている。しかし、チャンネル登録者

数、再生回数は少なく、徳島県のホームページにおけるポータルサイト「阿

波ふうど」にコーナーを設ける、他のＳＮＳとリンクするなど、動画の活用

について再考が必要である。 

 

(3) 名称 「阿波地美栄」 

ア 所管課 鳥獣対策・ふるさと創造課 

イ ＳＮＳの種類 インスタグラム 

ウ 利用方針（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

 徳島県では，衛生的に処理された安全・安心なシカ肉等を「阿波地美

栄」と称し，その消費拡大と提供する「うまいよ！ジビエ料理店」の普

及に努めています。 

 またインスタグラムを活用して阿波地美栄をＰＲすることで，認知度

向上と消費拡大につなげることを目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

 「阿波地美栄」や「うまいよ！ジビエ料理店」に関する情報及びイベ

ント等のお知らせ 

(ウ) 情報発信の方法 

 担当所属：徳島県鳥獣対策・ふるさと創造課 

 担当者：鳥獣対策・ふるさと創造課職員 

 情報発信の頻度・タイミングなど：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

 投稿に対するコメントは可能です。 

 コメントに対しては，必要に応じて返信等の対応をするものとします

が，すべてに対応することはお約束できませんので予めご了承ください。 

 対応時間は，原則として，平日の午前９時から午後５時までとします

が，この時間以外にも投稿する場合があります。 
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エ 改善点 

イベントが開催される時期に更新が集中しているが、イベントのない時期

についてもユーザーの関心を維持できるよう工夫を望みたい。 

 

 

３ 観光に関するＳＮＳについて 

 

(1) 名称 「徳島あるでないで」 

ア 所管課 観光政策課 

イ ＳＮＳの種類 フェイスブック、インスタグラム 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県の観光全般に関する情報について発信することにより、徳島県

への観光誘客を図ることを目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

徳島県の観光全般に関する情報やお知らせ 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：観光政策課 

担当者：観光政策課の職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

コメントに対する返信は、原則、行っておりませんので予めご了承く

ださい。 

エ 改善点 

(ア)  写真は美しく、文章も分かりやすい内容となっている。ただし、下記（2）

の海外向けの情報発信であるＤｉｓｃｏｖｅｒ Ｔｏｋｕｓｈｉｍａ、また、徳島県の

ホームページに掲載されているウェブサイト「徳島県観光情報サイト阿波

ナビ」「かんせと（環瀬戸内海地域交流促進協議会）」「あるでよ徳島（公益

財団法人徳島県物産協会）」等、観光に関連するウェブサイト、ＳＮＳの役

割、対象者等を明確にした上で関連付けを検討する必要がある。 

(イ)  現状では、徳島県への観光に関心を持つ住民が当アカウントを知る方法
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は極めて限定されている。１９５ページ(9)記載の方法等により、住民との

接点を作る方法を検討し、ユーザーの増加を図るべきである。 

 

(2) 名称 「Ｄｉｓｃｏｖｅｒ Ｔｏｋｕｓｈｉｍａ 」 

   「日本的祕境 四國·德島縣」 

   「德島旅人案内所」 

   「ไปโทคชุมิะกนัเถอะ 」（日本語訳「德島へ行こう！」） 

ア 所管課 観光政策課海外誘客室 

イ ＳＮＳの種類 フェイスブック、インスタグラム 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県の観光資源やイベントなどに関する情報について発信すること

により、海外からの観光誘客につなげることを目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

徳島県の観光地やイベント、グルメ、文化・伝統芸能等に関する情報

やお知らせ 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：観光政策課海外誘客室 

担当者：観光政策課海外誘客室の職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

利用者からの投稿やコメント等に対しては、必要に応じて管理者が返

信等の対応をするものとします。 

 「投稿禁止事項」に掲げる不適切な投稿やコメントを発見した場合は、

事前に通知することなく投稿やコメントの削除その他必要な措置をとる

ことができるものとします。 

エ 改善点 

外国から徳島県への観光客を誘致するためのアカウントであり、４つの言

語でのアカウントが運営されている。それぞれのアカウントにおいて、更新

が頻繁にできており、写真の美しさ、説明文の分かりやすさ、各観光施設の

ウェブサイトへの誘導、いずれの点においても非常に質の高いアカウントで
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あり、フォロワー数も多い。リーチ数等の分析も的確に行われている。 

 英語版に関しては、写真の撮影、文章の作成を全て県職員が行っていると

のことであり、ノウハウも蓄積されていると考えられることから、そのノウ

ハウを活用して日本語版の作成についても検討すべきである。 

 今後、上記（1）エ（ア）記載のように、徳島県の観光に関する情報発信に

ついて、役割の見直しをする際に、中心として位置付けられるべきアカウン

トであり、加えて、民間旅行業者への素材の提供、Ｕターン、Ｉターンにお

ける活用、県のホームページにおいて「おすすめ情報」として取り上げるな

ど、様々な活用形態を検討する必要がある。 

 

(3) 名称 「ゴーゴー剣山＆にし阿波」 

ア 所管課 西部総合県民局地域創生観光部 

イ ＳＮＳの種類 フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県西部地域（にし阿波）のイベントや地域情報を発信することに

より、当地が有する様々な「地域の魅力」を全国に向けてＰＲし、交流

人口の拡大・来訪滞在の促進を図る。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

剣山国定公園及びにし阿波に関するイベントや地域情報のお知らせ 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：徳島県西部総合県民局地域創生観光部 

担当者：地域創生観光部にし阿波観光戦略担当の職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：随時 

当フェイスブックページの管理は徳島県西部総合県民局地域創生観光

部が行いますが、次の構成団体も投稿を行います。 

 にし阿波～剣山・吉野川観光圏協議会 

(エ) 意見や質問への対応方法 

利用者からの投稿やコメント等に対しては、必要に応じて管理者が返

信等の対応をするものとします。 

 「投稿禁止事項」に掲げる不適切な投稿やコメントを発見した場合は、
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事前に通知することなく投稿やコメントの削除その他必要な措置をとる

ことができるものとします。 

エ 改善点 

(ア)  写真が美しく、説明文も分かりやすい。調査票の回答の記載によれば、

新型コロナウイルスの影響により、今年度のフォロワー数は伸びていない

ようであるが、徳島県西部地域への旅行案内として有用なアカウントであ

る。今後、Ｄｉｓｃｏｖｅｒ Ｔｏｋｕｓｈｉｍａ等、他の有用なＳＮＳとの関連付け

も望みたい。 

(イ)  現状では、徳島県への観光に関心を持つ住民が当アカウントを知る方法

は極めて限定されている。内容を再検討した上で１９５ページ(9)記載の

方法等により、住民との接点を作る方法を検討し、ユーザーの増加を図る

べきである。 

 

(4) 名称 「にし阿波剣山・吉野川観光圏」 

ア 所管課 西部総合県民局地域創生観光部 

イ ＳＮＳの種類 ユーチューブ 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

「にし阿波～剣山・吉野川観光圏」で取り組んでいる観光情報の情報

発信を行う。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

徳島県西部地域（にし阿波）の観光コンテンツを発信することにより、

当地が有する様々な「地域の魅力」を世界に向けてＰＲし、にし阿波の

認知度向上、来訪滞在の促進を図る。 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：徳島県西部総合県民局地域創生観光部 

担当者：地域創生観光部にし阿波観光戦略担当の職員 

情報発信の頻度：随時 

当ページの管理は徳島県西部総合県民局地域創生観光部が行いますが、

次の構成団体も投稿を行います。 

 にし阿波～剣山・吉野川観光圏協議会 
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(エ) 意見や質問への対応方法 

各動画に対するコメントや評価等は原則受け付けておりませんので、

予めご了承ください。 

エ 改善点 

徳島県西部地域の観光に関する動画が発信されており、１９８ページ(11)

記載のように非常に質の高く再生回数も多い動画も発信されている。しかし、

チャンネル登録者数やその他の動画の再生回数は少ない。徳島県のホーム

ページの関連リンクに掲載されている「にし阿波～剣山・吉野川観光圏」の

ウェブサイトも非常に美しく、にし阿波の観光ウェブサイト、ＳＮＳ、徳島

県のホームページ等において関連付けを図り、有効に活用すべきである。 

 

 

４ Ｕターン、Ｉターンに関するＳＮＳについて 

 

(1) 名称 「住んでみんで徳島で！」 

ア 所管課 とくしま回帰推進課 

イ ＳＮＳの種類 ツイッター、フェイスブック 

ウ 利用方針（原文のまま。ただし下記はツイッターの利用方針であり、フェイ

スブックの利用方針とは異なるが、趣旨はツイッターと同様であるため、フェ

イスブックの利用方針の記載は省略する。） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島での暮らしがイメージできる配信を通して、既に徳島県に移住さ

れた方々と、移住を希望している方々との交流の場となることを目的と

しています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

徳島県内での生活の様子や、移住情報など 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：とくしま回帰推進課 

担当者：とくしま回帰推進課の職員等 

情報発信の頻度・タイミングなど：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 
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コメントに対する返信は、原則、行っておりませんので予めご了承く

ださい。 

エ 改善点 

(ア)  ツイッターは、徳島にＵターンして５年という筆者の視線から、観光、

農産物、イベント等を発信しており、プロフィール、アイコン、カバー写

真など質が高く、語り掛けるような文章も親しみを感じる。フェイスブッ

クは県が主催している移住相談会、空き家活用相談会、求職相談会のみな

らず、市町村における各種相談会の情報も適宜シェアしており、写真、文

章なども分かりやすい。しかし、ほぼ全ての都道府県において、移住に関

するウェブサイト、ＳＮＳが存在し、同じような情報が提供されている状

況においては、徳島は何を前面に押し出して移住のＰＲをするのかという

明確なコンセプトが必要であり、この点について２０１ページ(4)記載の

方法等により更なる検討を願いたい。 

(イ)  徳島県のホームページの関連リンクに掲載されているウェブサイト「就

農支援サイト農の宝島！！とくしま」との関連付けを検討すべきである。 

(ウ)  現状では、移住に関心を持つ住民が当アカウントを知る方法は極めて限

定されている。内容を再検討した上で１９５ページ(9)記載の方法等によ

り、住民との接点を作る方法を検討し、ユーザーの増加を図るべきである。 

 

(2) 名称 「ＡＷＡＩＲＯ」 

ア 所管課 とくしま回帰推進課 

イ ＳＮＳの種類 ツイッター 

ウ 利用方針（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

若者向けに徳島の魅力的な情報を発信し、とくしま回帰に向けた機運

を醸成することにより、若者の定着、Ｕターンの促進につなげることを

目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

若者のとくしま回帰に向けたイベント情報や徳島の魅力情報など 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：とくしま回帰推進課 
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担当者：ＡＷＡＩＲＯアカウント管理業者等 

情報発信の頻度・タイミングなど：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

コメントに対する返信は、原則、行っておりませんので予めご了承く

ださい。 

エ 改善点 

若年層の徳島回帰を促すことを目的とするが、記事の掲載が１４回のみで

ある。 

 徳島県のホームページにおすすめ情報として掲載されているウェブサイト

「ＡＷＡＩＲＯ」との関連付け等、根本的な見直しが必要である。 

 

(3) 名称 「ＡＷＡＩＲＯ」 

ア 所管課 とくしま回帰推進課 

イ ＳＮＳの種類 ライン 

ウ 利用方針（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

若者向けに徳島の魅力的な情報を発信し、とくしま回帰に向けた機運

を醸成することにより、若者の定着・Ｕターンの促進につなげることを

目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

若者のとくしま回帰に向けたイベント情報や徳島の魅力情報など 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：とくしま回帰推進課 

担当者：ＡＷＡＩＲＯアカウント管理業者等 

情報発信の頻度・タイミングなど：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

コメントに対する返信は、原則、行っておりませんので予めご了承く

ださい。 

エ 改善点 

若年層の徳島回帰を促すことを目的とするが、食べ物のプレゼント企画の

告知、徳島のお取り寄せグルメ、キッチンカー等の告知が多く、徳島回帰と
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どのようにつながるのか、ツイッター、ウェブサイトとどのようにつながる

のか、不明である。内容の再検討が必要である。 

 

(4) 名称 「とくしま新未来創造オフィス」 

ア 所管課 Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０  推進課 

イ ＳＮＳの種類 フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

「とくしま新未来創造オフィス」での活動状況や地域の魅力について、

Ｆａｃｅｂｏｏｋ ページを活用した情報発信を行い、徳島ならではの地方創

生を展開する。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

「とくしま新未来創造オフィス」での活動状況や地域の魅力に関する

情報 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：徳島県政策創造部地方創生局Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０ 推進課地域実装

担当 

担当者：地方創生局Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０  推進課地域実装担当職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

タイムラインへの投稿はできません。 

投稿に対するコメントは可能です。 

コメントに対しては、必要に応じて返信等の対応をするものとします

が、すべてに対応することはお約束できませんので予めご了承ください。 

対応時間は、原則として、平日の午前９時３０分から午後６時までと

しますが、この時間以外にも投稿する場合があります。 

エ 改善点 

調査票によれば、サテライトオフィスをはじめとする新しい働き方に興味

を持つ県内外の経営者や個人事業主がターゲットであり、サテライトオフィ

スの誘致や地域におけるイノベーションの創出を目的としているが、カバー

写真、アイコンを見ても、その意図は伝わらず、プロフィールの記載もない
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ため、趣旨が伝わらない。内容もイベントの報告が多く、イベントの内容が

どのようなものであったかも伝わらない。徳島県のホームページにはウェブ

サイト「徳島サテライトオフィスプロモーションサイト」が掲載されている

が、関連付けができていない。根本的な見直しが必要である。 

 

(5) 名称 「徳島発！輝くむらのたからチャンネル」 

ア 所管課 農山漁村振興課 

イ ＳＮＳの種類 ユーチューブ 

ウ 利用方針（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

「徳島発！輝くむらのたから（以下「むらのたから」）」の魅力を効果

的に国内外へＰＲすることにより、「むらのたから」認定地域の認知度や

関心を高め、都市農村交流の促進を図る。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

農山漁村振興課において制作した「むらのたから」に関する動画 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：徳島県農山漁村振興課 

担当者：徳島県農山漁村振興課担当職員 

情報発信の頻度・タイミング：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

コメントに対する返信は、原則、行っておりませんので予めご了承く

ださい。 

エ 改善点 

徳島県内の農山漁村の生活の様子や名産品などの動画を６か国語で配信し

ている。利用価値の高い動画であるが、チャンネル登録者数、再生回数は少

ない。徳島県のホームページの関連リンクに掲載されているウェブサイト「と

くしまグリーン・ツーリズム」「とくしま農村漁村（ふるさと）応援し隊事業」

「とくしまの棚田」等の趣旨の似たサイトとリンクする等、動画の活用につ

いて再考が必要である。 
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５ 出産、育児に関するＳＮＳについて 

 

(1) 名称 「Ｇｏ！Ｇｏ！くっつき隊」 

ア 所管課 次世代育成・青少年課 

イ ＳＮＳの種類 ツイッター、フェイスブック、インスタグラム 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

当アカウントを用いてキャンペーンやイベントの開催案内を行うこと

により、とくしま子育て支援パスポート「くっつき虫」の認知度を上げ、

子育て世帯が外出しやすい環境づくりの推進を図る。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

キャンペーンの実施 

子育て支援パスポートに関するイベントの開催案内 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：次世代育成・青少年課、事務局（委託事業の受託事業者） 

担当者：次世代育成・青少年課の職員、事務局（委託事業の受託事業者） 

情報発信の頻度：キャンペーンやイベント実施の前後等 

(エ) 意見や質問への対応方法 

コメントに対する返信は、原則、行っておりませんので予めご了承く

ださい。 

エ 改善点 

平成１９年１月より徳島県において、子育て支援パスポート事業が開始さ

れ、平成２８年４月には、同事業は全国において開始された。子育て支援パ

スポート事業とは、自治体が子育て世帯にパスポートを発行し、利用者は事

業に協賛した企業・店舗において、各種割引・優待サービスや乳幼児連れの

外出支援・応援サービス等が受けられるという制度であり、令和２年３月末

において徳島県内で事業に協賛している店舗は１,１２９店舗である。当ア

カウントは、事業を広告し、また、このアカウントをフォローすると更なる

割引を受けられるキャンペーンを告知するなど、事業の周知、拡大の役割を

担っている。 

 しかし、フォロワー数はツイッターが３０名程度、フェイスブックは１０



117 

 

名程度であり、インスタグラムの投稿は２件である。プロフィール欄に記載

がなく、アカウントの趣旨も伝わらない。徳島県のホームページに掲載され

ているウェブサイト「とくしまはぐくみネット」においても、当該事業に関

する新たなお知らせは、平成３０年１１月１日以降、掲載されていない。 

 このような状況では、当該事業が県内の子育て世代に周知され、そのメ

リットを享受できているのか疑問である。事業の告知方法、子育て世代に対

する支援情報の伝え方について、根本的な見直しが必要である。 

 

(2) 名称 「とくしまはぐぐみネット」 

ア 所管課 次世代育成・青少年課 

イ ＳＮＳの種類 フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県の結婚、妊娠・出産、子育てに関する情報を発信することによ

り、若者の結婚や出産に対する希望の実現をはじめ、子育ての喜びを実

感できる環境づくりの推進を目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

結婚、妊娠・出産、子育て支援に関する情報 

イベントのお知らせ、開催報告等 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：次世代育成・青少年課等 

担当者：次世代育成・青少年課の職員等 

情報発信の頻度：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

コメントに対する返信は、原則、行っておりませんので予めご了承く

ださい。 

エ 改善点 

(ア)  育児全般に関して住民に情報提供するＳＮＳは、当アカウントのみであ

り、徳島県の育児、出産に関する情報を掲載するウェブサイト「とくしま

はぐくみネット」への誘導の役割もこのアカウントが担っている。この点

からすると、記事の発信や「いいね」、シェア、情報発信の数が少なく、県
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内の子育て世代に対しての情報提供が十分であるか疑問である。「とくし

まはぐくみネット」において、育児全般に関して網羅的に情報提供するの

であれば、少なくとも、「はぐくみネット」におけるイベント紹介、記事の

更新については発信すべきであるが、できていない。また、ウェブサイト

「とくしまの食育応援団」との関連付けが必要であるし、更に調査票の回

答のように、若者の結婚の推進についても当該ツイッターの役割とするの

であれば、「マリッサとくしま」についても関連付けをすべきである。当該

アカウントの役割、内容について根本的な見直しが必要である。 

(イ)  子育て世代に対してポータルサイトへの誘導を目的とするＳＮＳにつ

いて、フェイスブックが適当であるのか、検討が必要である。 

(ウ)  現状では、育児に関心を持つ住民が当アカウントを知る方法は極めて限

定されている。内容を再検討した上で１９５ページ(9)記載の方法等によ

り、住民との接点を作る方法を検討し、ユーザーの増加を図るべきである。 

 

(3) 名称 「とくしまはぐくみネットチャンネル」 

ア 所管課 次世代育成・青少年課 

イ ＳＮＳの種類 ユーチューブ 

ウ 利用方針（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県の結婚・子育てに関する様々な情報を動画で配信することを目

的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

「徳島ならでは」の子育ての魅力を伝えるための動画等 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：次世代育成・青少年課等 

担当者：次世代育成・青少年課の職員等 

情報発信の頻度：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

各動画に対するコメントや評価等は原則受け付けておりませんので、

予めご了承ください。 

 



119 

 

エ 改善点 

６組の家族に、徳島での子育てについてインタビューを行った動画等を

アップしているが、画面上において説明がなく、ユーザーの誘導としては不

十分である。また、動画一覧に掲載されている動画は、ほとんどが「４年前」

と表示され、再生回数も少ない。これらの動画の企画を今後も継続するのか、

県のホームページに掲載されているウェブサイト「とくしまはぐくみネット」

等の育児関連の情報と関連付けるのか、検討が必要である。 

 

 

６ 文化、音楽等に関するＳＮＳについて 

 

(1) 名称 「徳島県立近代美術館」 

ア 所管課 近代美術館 

イ ＳＮＳの種類 ツイッター 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県立近代美術館の日々の活動について発信することにより、当館

に関心を持つ人が増えることを目的とします。 

(イ) 発信の項目・内容 

日々の出来事、イベントの見どころなどの情報 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：徳島県立近代美術館 

担当者：徳島県立近代美術館職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：週２、３回程度 

(エ) 意見や質問への対応方法 

原則、個々の投稿への返信はしません。ご意見、お問い合わせは当館

ウェブサイトからお問い合わせください。 

エ 改善点 

(ア)  近代美術館のイベント等について発信されており、写真も美しいが、１

６６ページ(1)記載の「徳島県」や１６２ページ(2)記載の「とくしま消費

者行政プラットホーム」など美術館とは直接関連のないＳＮＳのリツイー
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トが多い。近代美術館に関する情報を入手するためにフォローした者に対

して、関連性のない記事を多く発信すると、フォローを止めてしまう可能

性があり、検討が必要である。 

(イ)  カバー写真の掲載が必要である。 

(ウ)  現状では、美術館に関心を持つ住民が当アカウントを知る方法は極めて

限定されている。内容を再検討した上で１９５ページ(9)記載の方法等に

より、住民との接点を作る方法を検討し、ユーザーの増加を図るべきであ

る。 

 

(2) 名称 「徳島県立近代美術館」 

ア 所管課 近代美術館 

イ ＳＮＳの種類 ユーチューブ 

ウ 利用方針（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県立近代美術館のユニバーサル・ミュージアム事業などの情報を

発信し、当館の活動に関心を持つ人が増えることを目的とします。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

ユニバーサル・ミュージアム事業に関するイベント告知や紹介、手話

ビデオなどのコンテンツ。 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：徳島県立近代美術館 

担当者：徳島県立近代美術館職員 

情報発信の頻度：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

原則、個々の投稿への返信はしません。ご意見、お問い合わせは当館

ウェブサイトからお問い合わせください。 

エ 改善点 

「９０秒の鑑賞タイム」と称する動画や学芸員による美術品紹介の動画、

手話による作品の解説など、リモートで美術鑑賞できる非常に有用な動画を

アップしている。しかし、チャンネル登録者数、再生回数は少なく、近代美

術館のホームページにおいてコーナーを設ける、他の文化関連のウェブサイ
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ト、ＳＮＳとリンクするなど、動画の活用について再考が必要である。 

 

(3) 名称 「徳島県立博物館」 

ア 所管課 博物館 

イ ＳＮＳの種類 フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的及び内容 

徳島の自然や歴史、文化についての情報、徳島県立博物館のもよおし

ものや活動等の情報について発信することにより、当館への理解と関心

を高めることを目的とします。 

(イ) 情報発信の方法 

担当所属：徳島県立博物館 

担当者：徳島県立博物館職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：随時 

(ウ) 意見や質問への対応方法 

原則として、「コメント」によりいただいたご意見・ご質問等には回答

いたしません。あらかじめご了承の上、ご利用ください。また、「メッセー

ジ」によるご連絡も回答が遅れる場合があります。意見・ご質問等は、

徳島県立博物館まで直接メール等でお寄せください。 

エ 改善点 

博物館におけるイベント、展示等の告知、事後の報告が掲載され、写真、

文章とも非常に分かりやすい。 

 しかし、自然、歴史、文化に関心を持つ住民が当アカウントを知る方法は

極めて限定されている。１９５ページ(9)記載の方法等により、住民との接点

を作る方法を検討し、ユーザーの増加を図るべきである。 

 

(4) 名称 「徳島県文化の森総合公園」 

ア 所管課 二十一世紀館 

イ ＳＮＳの種類 ツイッター 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的及び内容 
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徳島県立二十一世紀館ではインターネット上のミニブログサービス

「ツイッター」で文化の森各館（徳島県立図書館、徳島県立博物館、徳

島県立鳥居龍蔵記念博物館、徳島県立近代美術館、徳島県立文書館及び

徳島県立二十一世紀館）に関するイベント情報等を県民の皆様を中心に

広くお知らせします。 

(イ) 情報発信の方法 

担当所属：徳島県立二十一世紀館 

担当者：徳島県立二十一世紀館企画広報担当職員 

情報発信の頻度：随時 

(ウ) 意見や質問への対応方法 

ツイッター上で本アカウントにいただいたご意見・ご質問への回答は

いたしませんので、あらかじめご了承ください。ご意見・ご質問のある

方は文化の森二十一世紀館までメール等でお寄せください。 

エ 改善点 

(ア)  文化の森各館のイベント等について発信されており、写真も美しいが、

１６６ページ(1)記載の「徳島県」や１６２ページ(2)記載の「とくしま消

費者行政プラットホーム」など文化の森とは直接関連のないＳＮＳのリツ

イートが多い。文化の森に関する情報を入手するためにフォローした者に

対して、関連性のない記事を多く発信すると、フォローを止めてしまう可

能性があり、検討が必要である。 

(イ)  文化の森総合公園は、図書館、博物館、鳥居龍蔵記念博物館、近代美術

館、文書館、二十一世紀館の６館によって構成される複合施設であり、そ

れぞれのホームページは充実している。ＳＮＳを利用しているのは、総合

公園においてはツイッター、近代美術館はユーチューブとツイッター、博

物館はフェイスブックであり、他の４館については、当アカウントにおい

て情報提供されている部分もあるが独自の情報提供は行われていない。６

館のそれぞれのイベント等の情報をＳＮＳで得ようとするユーザーに

とっては情報提供の体系が分かりづらいため、情報提供の体系について再

検討を願いたい。 

(ウ)  現状では、美術、文化等に関心を持つ住民が当アカウントを知る方法は

極めて限定されている。内容を再検討した上で１９５ページ(9)記載の方
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法等により、住民との接点を作る方法を検討し、ユーザーの増加を図るべ

きである。 

  

(5) 名称 「ほう楽★ガールズ徳島」 

ア 所管課 県民文化課 

イ ＳＮＳの種類 ツイッター 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

ほう楽★ガールズ徳島の活動情報を発信することにより、ほう楽★

ガールズの魅力を身近に感じ、イベントに足を運びやすくすることを目

的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

ほう楽★ガールズが出演するイベントや各種事業に関すること。 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：県民文化課 

担当者：県民文化課職員 

情報発信の頻度・タイミング：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

担当者にて回答を作成する。 

エ 改善点 

(ア)  ほう楽★ガールズの活動が掲載されているが、ユーザーの理解をより高

めるよう、ほう楽★ガールズのプロフィール、結成の経緯、県との関わり

等について、更に詳しい情報を記載すべきである。 

(イ)  現状では、音楽、文化に関心を持つ住民が当アカウントを知る方法は極

めて限定されている。内容を再検討した上で１９５ページ(9)記載の方法

等により、住民との接点を作る方法を検討し、ユーザーの増加を図るべき

ある。 

 

(6) 名称 「ほう楽★ガールズ徳島」 

ア 所管課 県民文化課 

イ ＳＮＳの種類 インスタグラム 
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ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

ほう楽★ガールズ徳島の活動情報を発信することにより、ほう楽★

ガールズの魅力を身近に感じ、イベントに足を運びやすくすることを目

的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

ほう楽★ガールズが出演するイベントや各種事業に関すること。 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：県民文化課 

担当者：県民文化課職員 

情報発信の頻度・タイミング：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

担当者にて回答を作成する。 

エ 改善点 

(ア)  ほう楽★ガールズの活動が掲載されているが、投稿数は少ない。今後、

積極的な投稿をお願いしたい。 

(イ)  現状では、音楽、文化に関心を持つ住民が当アカウントを知る方法は極

めて限定されている。１９５ページ(9)記載の方法等により、住民との接点

を作る方法を検討し、ユーザーの増加を図るべきである。 

 

(7) 名称 「ジャズが流れる街徳島」 

ア 所管課 県民文化課 

イ ＳＮＳの種類 ツイッター、フェイスブック、インスタグラム 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま。ただし下記はツイッターの利用方 

針であり、フェイスブックの利用方針とは異なるが、趣旨はツイッターと同様

であるため、フェイスブックの利用方針の記載は省略する。） 

(ア) 情報発信を行う目的 

ジャズが流れる街・徳島推進委員会主催のイベント情報や各種募集を

発信することで、ジャズイベント等に足を運びやすくすることを目的と

しています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 
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ジャズが流れる街・徳島推進委員会主催のイベント情報、及び徳島県

内のジャズイベントや各種事業に関すること。 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：県民文化課 

担当者：県民文化課職員 

情報発信の頻度・タイミング：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

担当者にて回答を作成する。 

エ 改善点 

(ア)  プロフィールに記載がなく、内容を見ても「徳島ＪＡＺＺ楽団ＬＩＶＥ」

の告知のためのＳＮＳなのか、その他に目的があるのか、よく分からない。

調査票の回答のように「ジャズに興味を持っている県民をターゲットに設

定し、更なるコアなジャズファンや新規のジャズファンが増える」ことを

目標とするのであれば、プロフィール欄を充実させる、イベントの感想や

徳島とジャズとの関わりについて書き込むなどの方法により、幅広いファ

ンを引き込むように工夫すべきである。 

(イ)  現状では、音楽、文化に関心を持つ住民が当アカウントを知る方法は極

めて限定されている。内容を再検討した上で１９５ページ(9)記載の方法

等により、住民との接点を作る方法を検討し、ユーザーの増加を図るべき

である。 

 

(8) 名称 「徳島県民文化祭開催委員会事務局」 

ア 所管課 県民文化課 

イ ＳＮＳの種類 フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県民文化祭の情報発信を行い、イベントに足を運びやすくするこ

とを目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

徳島県民文化祭のイベント情報や各種募集、開催報告等に関すること 

(ウ) 情報発信の方法 
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担当所属：県民文化課 

担当者：県民文化課の職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：令和２年１０月上旬～令和３年２

月末 

(エ) 意見や質問への対応方法 

担当者にて回答を作成する。 

エ 改善点 

(ア)  平成９年より毎年行われている徳島県民文化祭について、催し物の告知

等を行っている。内容は、パンフレットの写真や文章のみでの告知が多く、

紹介している催し物の数も少ない。調査票の回答のように、県内の幅広い

文化活動に興味を持っている県民をターゲットにし、県内の文化活動への

参画等を狙いとするならば、動画を活用するなど、より多くの催し物を躍

動的に伝えるべきである。 

(イ)  プロフィールを記載すべきである。 

(ウ)  現状では、文化に関心を持つ住民が当アカウントを知る方法は極めて限

定されている。内容を再検討した上で１９５ページ(9)記載の方法等によ

り、住民との接点を作る方法を検討し、ユーザーの増加を図るべきである。 

 

(9) 名称 「徳島県民文化祭開催委員会事務局」 

ア 所管課 県民文化課 

イ ＳＮＳの種類 ユーチューブ 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

德島県民文化祭に参画する文化団体の活動等を広く発信することを目

的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

德島県民文化祭に関すること 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：県民文化課 

担当者：県民文化課の職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：随時 
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(エ) 意見や質問への対応方法 

担当者にて回答を作成する。 

エ 改善点 

徳島県民文化祭の動画がアップされているが、チャンネル登録者数、再生

回数は少なく、文化関連の他のＳＮＳとリンクするなど、動画の活用につい

て再考が必要である。 

 

(10) 名称 「ａｗａｃｕｌｔｕｒｅ_ｔｏｋｕｓｈｉｍａ」 

ア 所管課 県民文化課 

イ ＳＮＳの種類 インスタグラム 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

あわ文化の魅力発信と文化イベントへの誘客促進を目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

あわ文化の多彩な魅力を伝える写真と文章、文化イベント情報、募集

案内などに関すること 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：県民文化課 

担当者：県民文化課の職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

担当者にて回答を作成する。 

エ 改善点 

(ア)  阿波十郎兵衛屋敷、文化の森等のイベント、藍染作品展示物の写真が掲

載されており、ハッシュタグも活用されているが、あわ文化全般に関する

情報発信を担うＳＮＳは他にはないため、徳島県のホームページに掲載さ

れており、徳島県の文化関連イベントを掲載しているウェブサイト「あわ

カル」と連携する等、更に幅広く文化に関わる各施設、イベントの情報発

信を望みたい。 

(イ)  現状では、阿波文化に関心を持つ住民が当アカウントを知る方法は極め

て限定されている。内容を再検討した上で１９５ページ(9)記載の方法等
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により、住民との接点を作る方法を検討し、ユーザーの増加を図るべきで

ある。 

 

(11) 名称 「あわ文化学校だより」 

ア 所管課 県民文化課 

イ ＳＮＳの種類 フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県の身近な文化資源を掘り起こし、その魅力を発信する体験型文

化イベント「あわ文化学校」のＰＲを目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

あわ文化学校のイベント情報や文化資源の紹介に関すること 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：県民文化課 

担当者：県民文化課の職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：「あわ文化学校」開催前 

(エ) 意見や質問への対応方法 

コメントに対する返信は原則行っておりませんのでご了承ください。 

エ 改善点 

(ア)  １年に数日間、神山町の廃校跡において開催される「あわ文化学校」に

関する情報発信である。プログラム、１日ごとの授業の様子を丁寧に伝え

ており、関心を持つ者の共感を得られる内容となっている。今後、あわ文

化学校のストーリーについてもフェイスブック若しくは他のウェブサイ

トに誘導する等の方法により開示し、初めて当所を知ることとなる層への

ＰＲも充実していただきたい。 

(イ)  現状では、文化に関心を持つ住民が当アカウントを知る方法は極めて限

定されている。内容を再検討した上で１９５ページ(9)記載の方法等によ

り、住民との接点を作る方法を検討し、ユーザーの増加を図るべきである。 

 

 



129 

 

(12) 名称 「阿波藍再考」 

ア 所管課 県民文化課 

イ ＳＮＳの種類 ブログ 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県の伝統文化である阿波藍の魅力を広く発信することを目的とし

ています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

阿波藍に関するイベント等の情報 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：県民文化課 

担当者：県民文化課の職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：阿波藍に関するイベント開催前 

(エ) 意見や質問への対応方法 

コメント入力はできませんので予めご了承ください。 

エ 改善点 

２０１３年８月以降、更新がない。写真、文章等、魅力的な発信も多く、

徳島県のホームページに掲載されているウェブサイト「阿波藍」に引き継ぐ

等、有効活用した上で、「ソーシャルメディア一覧」から削除すべきである。 

 

(13) 名称 「阿波藍アートプログラム Ｉ ａｍ 藍  ，Ｗｅ ａｒｅ 藍  ．」 

ア 所管課 県民文化課 

イ ＳＮＳの種類 ブログ 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県の伝統文化である阿波藍の魅力を広く発信することを目的とし

ています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

第２７回国民文化祭・とくしま２０１２で行われた阿波藍に関する

アートイベント等の情報 

(ウ) 情報発信の方法 
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担当所属：県民文化課 

担当者：県民文化課の職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：阿波藍に関するイベント開催前 

(エ) 意見や質問への対応方法 

コメント入力はできませんので予めご了承ください。 

エ 改善点 

２０１２年に開催された「阿波藍アートプログラム」のアーカイブである。

写真、文章等、魅力的な発信も多く、徳島県のホームページに掲載されてい

るウェブサイト「阿波藍」に引き継ぐ等、有効活用した上で「ソーシャルメ

ディア一覧」から削除すべきである。 

 

 

７ 環境に関するＳＮＳについて 

 

(1) 名称 「とくしま森林（もり）づくり県民会議」 

ア 所管課 スマート林業課 

イ ＳＮＳの種類 フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

とくしま森林（もり）づくり県民会議において、県内での森林づくり

イベントの情報や作業補助員の募集、森林づくり活動を行う団体の紹介

等により、「挙県一致」の森林づくりの推進を目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

とくしま森林（もり）づくり県民会議において、森林づくりイベント

の開催日程や講座の開催情報、森林づくり活動団体等に関する情報 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：徳島県スマート林業課 

担当者：徳島県スマート林業課担当職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：随時更新 

(エ) 意見や質問への対応方法 

コメントに対する返信は、原則、行っておりませんので予めご了承く
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ださい。 

エ 改善点 

(ア)  内容の大半は、イベントや講座の案内、報告である。フォロワー数は７

０名程度であり、活用状況は良くない。フェイスブックの開始以来３年余

りが経過しているが、投稿数は６０件程度である。公益社団法人徳島森林

づくり推進機構のウェブサイト、徳島県のホームページに掲載されている

ウェブサイト「とくしまの環境」との関連付け等、内容について根本的な

見直しが必要である。 

(イ)  現状では、森林、環境に関心を持つ住民が当アカウントを知る方法は極

めて限定されている。内容を再検討した上で１９５ページ(9)記載の方法

等により、住民との接点を作る方法を検討し、ユーザーの増加を図るべき

である。 

 

(2) 名称 「とくしま森林づくり県民会議」 

ア 所管課 スマート林業課 

イ ＳＮＳの種類 インスタグラム 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

森づくりイベントの様子や、神山森林公園・高丸山千年の森などに関

する情報の発信により、森林・林業の魅力をＰＲすることを目的として

います。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

森づくりイベントや神山森林公園、高丸山千年の森などに関する情報 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：徳島県スマート林業課 

担当者：徳島県スマート林業課担当職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：随時更新 

(エ) 意見や質問への対応方法 

コメントに対する返信は、原則、行っておりませんので予めご了承く

ださい。 
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エ 改善点 

投稿数は２４件であり、移行前の旧アカウントでの投稿数を合わせても４

２件である。上記（1）と同様、森林づくりのＰＲにおいて、どのようにＳＮ

Ｓを活用するのか、根本的な検討が必要である。 

 

(3) 名称 「徳島県あわの水管理条例」 

ア 所管課 水管理政策課 

イ ＳＮＳの種類 フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

「徳島県治水及び利水等流域における水管理条例」を平成２９年４月

１日に施行し、水資源の有限性や水の貴重さなどについて広く県民の皆

様に呼びかけるとともにＰＲすることを目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

徳島県内の水に関する情報やイベント等に関するお知らせ 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：県土整備部水管理政策課 

担当者：同課の職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

投稿やコメント等に対しては、必要に応じて返信等の対応をするもの

とします。 

 コメントとしていただいた質問については、なるべく回答いたします

が、すべてに回答することはお約束できませんので予めご了承ください。 

エ 改善点 

当フェイスブックにおいては、渇水に関する情報やイベントのお知らせ等

が情報提供されているが、フォロワー数は３０人余りに留まっている。情報発

信を行う目的にあるように「水資源の有限性や水の貴重さなどについて広く

県民の皆様に呼びかける」ことを趣旨とするのであれば、徳島県のホーム

ページに掲載されており、川に関するイベント等を発信しているウェブサイ

ト「吉野川交流推進会議」と関連性を持たせ、情報内容を幅広くする、アカ
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ウント名を変更する等、根本的な見直しが必要である。 

 

(4) 名称 「環境首都課 とくしまの環境」 

ア 所管課 環境首都課 

イ ＳＮＳの種類 ユーチューブ 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県環境首都課が実施した「環境首都とくしま・未来創造憲章」普

及啓発動画や，徳島県環境白書（動画版），その他各種環境関連動画を配

信することを目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

主なコンテンツは次のとおりです。 

徳島県環境白書（動画版） 

「環境首都とくしま・未来創造憲章」普及啓発動画 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：環境首都課 

担当者：環境首都課担当職員 

情報発信の頻度：適宜 

(エ) 意見や質問への対応方法 

各動画に対するコメントや評価等は原則受け付けておりませんので、

予めご了承ください。 

エ 改善点 

徳島県環境白書の動画版や「クッキングバトル」の動画がアップされてい

るが、画面上説明がないため、ユーザーを誘導する力が弱く、趣旨も伝わら

ない。動画のアップも再生回数も少なく、根本的な見直しが必要である。 

 

 

８ 若者を対象とするＳＮＳについて 

 

(1) 名称 「徳島県選挙管理委員会」 

ア 所管課 選挙管理委員会事務局 
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イ ＳＮＳの種類 ツイッター、フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま。ただし下記はツイッターの利用方 

針であり、フェイスブックの利用方針とは異なるが、趣旨はツイッターと同様

であるため、フェイスブックの利用方針の記載は省略する。） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県の選挙に関する情報、選挙啓発活動に関する情報を発信し、若い

県民の皆さんに選挙をより身近に感じてもらうことを目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

選挙管理委員会のイベント情報、選挙に関する情報、投票の呼びかけ等 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：徳島県選挙管理委員会事務局 

担当者：徳島県選挙管理委員会事務局の職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：県管理の選挙が実施される期間 

１日につき１回 

(エ) 意見や質問への対応方法 

コメントに対する返信は、原則、行っておりませんので予めご了承く

ださい。 

エ 改善点 

(ア)  プロフィール情報において、どの地域における、どのような種類の選挙

の情報を提供するのか記載すべきである。 

(イ)  選挙と関係のないリツイートが多い。選挙に関する情報を入手するため

にフォローした者に対して、関連性のない記事を多く発信すると、フォ

ローを止めてしまう可能性があり、検討が必要である。 

(ウ)  １３５ページ（3）「徳島県危険ドラッグ１１０番」や１３８ページ（6）

「とくしま『愛いっぱい・若者・あったか』ネットワーク」に関連するラ

インアカウントと同様に、若者にとって重要な情報発信として、教育現場

において同時に登録を誘導するよう検討すべきである。 

 

(2) 名称 「徳島県選挙管理委員会」 

ア 所管課 選挙管理委員会事務局 

イ ＳＮＳの種類 ユーチューブ 
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ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県選挙管理委員会の実施する「選挙啓発動画募集事業」での受賞

作品動画や、各種選挙啓発関連動画を配信することを目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

主なコンテンツは次のとおりです。 

「選挙啓発動画募集事業」受賞作品動画 

各種選挙啓発関連動画 

その他選挙全般に関する動画など 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：徳島県選挙管理委員会 

担当者：徳島県選挙管理委員会担当職員 

情報発信の頻度：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

各動画に対するコメントや評価等は、基本的には行っていただけます

が、状況により動画単位でコメント及び評価を停止する場合があります。

また、コメントに対する回答は、必要に応じて行うこととし、必ず行う

ものではありませんので、予めご了承ください。 

エ 改善点 

選挙啓発動画を発信しているが、再生回数は少ない。選挙関連のＳＮＳと

リンクする、学校において上記（1）記載の方法等により告知する等の工夫を

しなければ、活用は難しい。動画の活用について再考が必要である。 

 

 

(3) 名称 「徳島県危険ドラッグ１１０番」 

ア 所管課 薬務課 

イ ＳＮＳの種類 フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

「徳島県薬物の濫用の防止に関する条例」の一部改正に伴い，青少年

をはじめとする県民の健康と安全を守り，薬物乱用のない健全な社会の
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実現をめざすため，その啓発活動の充実を図るため，Ｆａｃｅｂｏｏｋ による

情報発信を行う。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

社会問題となっている危険ドラッグをはじめとする有害な薬物の乱用

を防止するための情報やお知らせ 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：保健福祉部薬務課 

担当者：保健福祉部薬務課担当職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

投稿やコメント等に対しては，必要に応じて返信等の対応をするもの

とします。 

エ 改善点 

(ア)  イベントや薬物の指定など、分かりやすく内容を整えているが、フォロ

ワー数は３０人程度に留まっている。若年層をターゲットとしており、若

者層に対してフェイスブックが有効なＳＮＳであるか検討が必要である。 

(イ)  上記（1）「徳島県選挙管理委員会」や下記（6）「とくしま『愛いっぱい・

若者・あったか』ネットワーク」に関連するラインアカウントと同様に、

若者にとって重要な情報発信として、教育現場において同時に登録を誘導

するよう検討すべきである。 

 

(4) 名称 「とくしま創生☆若者『絆』プロジェクト」 

ア 所管課 とくしま回帰推進課 

イ ＳＮＳの種類 ツイッター 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

ＳＮＳを活用して、若者目線で徳島の魅力や未来を語ることにより、

徳島の未来を担う若者世代への「地方創生の理解と実践」を図ることを

目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

若者目線での徳島の魅力や未来を素朴に語る 
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(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：地方創生局とくしま回帰推進課等 

担当者：とくしま回帰推進課の職員、タスクフォースメンバー等 

情報発信の頻度・タイミングなど：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

コメントに対する返信は、原則、行っておりませんので予めご了承く

ださい。 

エ 改善点 

(ア)  県内の中学、高校にて行われている「地方創生」「ＲＥＳＡＳ」に関する

出前講座の報告が掲載されており、ウェブサイトにおいても同様の内容が

掲載されているが、いずれを見ても、どのような内容であったのか、地域

創生について各地域の若者からどのような意見が出されたのか分からな

い。内容について、根本的な見直しが必要である。 

(イ)  カバー写真、プロフィール欄にホームページのＵＲＬの記載が必要であ

る。 

 

(5) 名称 「こころの居場所づくりメンター」 

ア 所管課 南部こども女性相談センター 

イ ＳＮＳの種類 ツイッター 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

「こころの居場所づくりメンター」に関する情報を発信することによ

り、メンター認知度の向上、ワークショップ参加者の拡大につなげるこ

とを目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

「こころの居場所づくりメンター養成講座」に関する情報 

人権フェスティバルや文化祭でのワークショップに関する情報 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：南部こども女性相談センター 

担当者：南部こども女性相談センター女性支援担当職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：適宜 
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(エ) 意見や質問への対応方法 

コメントに対する返信は、原則、行っておりませんので予めご了承く

ださい。 

エ 改善点 

ほぼ全ての内容が、１６６ページ(1)「徳島県」の記事のリツイートであり、

根本的な見直しが必要である。 

 

(6) 名称 「とくしま『愛いっぱい・若者・あったか』ネットワーク」 

ア 所管課 保健福祉政策課 

イ ＳＮＳの種類 フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

全国的に自殺者数は減少傾向にある中、若者世代の割合が高くなって

いることから、とくしま『愛いっぱい・若者・あったか』ネットワーク

を通じて、相談情報や各種イベントのほか、若者がひとりで悩まず心が

温かくなる呼びかけを行うことにより、｢若者の尊い命が失われない｣自

殺予防啓発を行うことを目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

相談情報や各種イベントのほか、若者がひとりで悩まず心が温かくな

る呼びかけなど 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：保健福祉部保健福祉政策課政策調整担当及び精神保健福祉

センター 

担当者：保健福祉政策課及び精神保健福祉センター職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：随時実施 

(エ) 意見や質問への対応方法 

投稿やコメント等に対しては、原則対応を行わず、当ソーシャルメディ

ア(とくしま『愛いっぱい・若者・あったか』ネットワークＦａｃｅｂｏｏｋ 

ページ)の中で相談機関やイベント等の情報を提供していきます。 

エ 改善点 

(ア)  若年層の自殺予防を目的とし、電話相談窓口やイベントを紹介している。
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近年、ＳＮＳを利用した会話型の自殺予防相談が有効であるとの考えによ

り、ラインによるチャット型の相談を実施する自治体が増加している。本

県においても、ＮＰＯ法人が運営管理する「アプローチ会」のラインアカ

ウント、総合教育センターが運営管理する「生徒の心の相談」のラインア

カウントの周知を図っているとのことである。前者については、学生のみ

ではなく広く一般の方を対象としており、９月末の登録者数は７７名、累

計の相談件数は２６件とのことである。後者については、学生を対象とし、

９月末の登録者数は４７９名、累計の相談件数は３３５件とのことである。

後者については、本年５月にアカウントを開設している点からすると、相

談件数は多く、効果を上げていると言える。当フェイスブックの役割は、

イベント等の告知のみではなく、ラインアカウントを周知させ、登録者数

を増加させることが重要な課題であるという認識が必要であり、プロ

フィール欄への掲載やラインアカウントに関する積極的な記事の掲載が

必要である。 

(イ)  当アカウントに関しては、アプローチ会のラインアカウントが対象者を

若年層に限定していないという点からも、アカウントの対象者を若年層に

限定するべきではなく、幅広い層への啓蒙や自殺予防の活動に従事してい

る方々への情報発信の役割を持つべきである。現在のアカウント名につい

ては再検討が必要であり、「心の相談室」のように内容を連想しやすい名称

への変更も検討すべきである。 

(ウ)  現在、「生徒の心の相談」のラインアカウントについては、毎年５月ごろ

に学校においてＱＲコードを配布しているとのことである。上記（1）「徳

島県選挙管理委員会」や上記（3）「徳島県危険ドラッグ１１０番」につい

ても、若者にとって重要な情報発信として同時に登録を誘導するよう検討

すべきである。 

 

(7) 名称 「徳島県青少年交流広場 やっとさいと」 

ア 所管課 次世代育成・青少年課 

イ ＳＮＳの種類 フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 
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徳島県の青少年健全育成のための情報発信ツールとして活用し，情報

利用者間における交流を促進する。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

徳島県青少年健全育成に係る事業の告知及び報告，また，とくぎんト

モニプラザ（徳島県青少年センター）で開催されるイベント等の案内な

ど 

(ウ) 情報発信の方法 

情報発信管理責任者：徳島県未来創生文化部次世代育成・青少年課長 

情報発信運用者：徳島県未来創生文化部次世代育成・青少年課職員 

(エ) 意見や質問への対応方法 

利用者は，自由に閲覧等を行うことができる。利用者のコメントに対

して情報発信運用者は，必要に応じて回答するものとする。ただし，す

べてのコメントに対する回答を保証するものではない。情報発信運用者

が情報を発信する時間は原則として，午前９時から午後６時までとする

（年末年始を除く）。ただし，それ以外の時間に発信する場合がある。 

エ 改善点 

「青少年センターまつり」の告知に関する記事がほとんどであり、記事の

アップも少ない。利用方針に記載されている情報利用者間の交流の促進には

至っておらず、徳島県のホームページに掲載されているウェブサイト「徳島

県青少年交流広場やっとさいと」も同様である。ウェブサイトも含め、抜本

的な見直しが必要である。 

 

 

９ ボランティアに関するＳＮＳについて 

 

(1) 名称 「プララ」 

ア 所管課 未来創生政策課 

イ ＳＮＳの種類 ツイッター 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

ＮＰＯ等に関する情報を発信することにより、徳島県内の社会貢献活



141 

 

動に寄与します。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

とくしま県民活動プラザの活動内容やＮＰＯ等に役立つ情報 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：未来創生文化部未来創生政策課 

担当者：とくしま県民活動プラザ職員等 

情報発信のタイミング：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

コメントに対する返信は、原則行っていません。ご了承ください。 

エ 改善点 

(ア)  調査票の回答によれば、当アカウントはボランティアや社会貢献活動に

興味のある方を対象に情報発信することで、共通の目的を持つ方をつなぎ、

周囲を巻き込みながらその契機となる役割を果たすことを目的としてい

るが、現状は、とくしま県民活動プラザのイベント等を紹介するに留まっ

ている。一方で、徳島県社会福祉協議会の中に「とくしまボランティア推

進センター」があり、同センターのウェブサイトにおいては、災害ボラン

ティアの活動の紹介など幅広くボランティア活動が紹介されている。今後、

同ウェブサイトの掲載情報とリンクするなど、県内のボランティア活動の

情報を幅広く発信し、ボランティア活動に関して網羅性の高いアカウント

として周知を図るべきである。 

(イ)  アカウント名から内容の想像が難しく、カバー写真も掲載されていない。

検討が必要である。 

(ウ)  現状では、ボランティアに関心を持つ住民が当アカウントを知る方法は

極めて限定されている。内容を再検討した上で１９５ページ(9)記載の方

法等により、住民との接点を作る方法を検討し、ユーザーの増加を図るべ

きである。 

 

(2) 名称 「とくしま県民活動プラザ」 

ア 所管課 未来創生政策課 

イ ＳＮＳの種類 フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 
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(ア) 情報発信を行う目的 

ＮＰＯ等に関する情報を発信することにより、徳島県内の社会貢献活

動の推進に寄与します。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

とくしま県民活動プラザの活動内容やＮＰＯ等に役立つ情報 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：未来創生文化部未来創生政策課 

担当者：とくしま県民活動プラザ職員等 

情報発信のタイミング：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

コメントに対する返信は、原則行っていません。ご了承ください。 

エ 改善点 

(ア)  調査票の回答によれば、ボランティアや社会貢献活動に興味のある方を

対象に情報発信することで、共通の目的を持つ方をつなぎ、周囲を巻き込

みながらその契機と役割を果たすことを目的としているが、現状は、とく

しま県民活動プラザのイベント等を紹介するに留まっている。一方で、徳

島県社会福祉協議会の中に「とくしまボランティア推進センター」があり、

同センターのウェブサイトにおいては、災害ボランティアの活動の紹介な

ど幅広くボランティア活動が紹介されている。今後、同ウェブサイトの掲

載情報をリンクするなど、県内のボランティア活動の情報を幅広く発信し、

ボランティア活動に関して網羅性の高いアカウントとして周知を図るべ

きである。 

(イ)  現状では、ボランティア活動に関心を持つ住民が当アカウントを知る方

法は極めて限定されている。内容を再検討した上で１９５ページ(9)記載

の方法等により、住民との接点を作る方法を検討し、ユーザーの増加を図

るべきである。 
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１０ ＩＣＴに関するＳＮＳについて 

 

(1) 名称 「徳島県オープンデータ」 

ア 所管課 統計データ課 

イ ＳＮＳの種類 ツイッター、フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま。ただし下記はツイッターの利用方 

針であり、フェイスブックの利用方針とは異なるが、趣旨はツイッターと同様

であるため、フェイスブックの利用方針の記載は省略する。） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県のオープンデータに関する情報について発信することにより、本

県におけるオープンデータの整備及び利活用の促進を目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

徳島県オープンデータポータルサイト（「Ｏｕｒ Ｏｐｅｎ Ｄａｔａ」）の更新

情報やシステム機能に関する情報 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：徳島県政策創造部統計データ課 

担当者：徳島県政策創造部統計データ課職員 

情報発信の頻度：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

システムの更新情報の発信専用として運用しており、コメントに対す

る返信は、原則、行っておりませんので予めご了承ください。 

エ 改善点 

(ア)  オープンデータに関するセミナー、イベントの案内、市町村の保有する

データ、県のオープンデータポータルサイトにおいて公開した旨の案内等

の記事もアップされているが、１６６ページ(1)「徳島県」の記事のリツ

イートが多い。リツイートしている記事をオープンデータとして考えてい

るのか、別の意図があるのか、ユーザーにとっては非常に分かりづらい。

県のオープンデータポータルサイトにおけるオープンデータの定義を

はっきりさせた上で、内容について根本的な見直しが必要である。 

(イ)  オープンデータは様々なジャンルに区分されるはずであり、オープン

データとして一括りで扱うのではなく、ジャンルごとに関心のある層への
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情報発信が必要である。 

(ウ)  県のホームページにおけるオープンデータに関するウェブサイトのＵ

ＲＬをプロフィ－ル欄に記載すべきである。 

 

(2) 名称 「ＩＣＴ（愛して）とくしま」 

ア 所管課 Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０  推進課 

イ ＳＮＳの種類 フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県内外の優秀なデジタルコンテンツクリエーターの発掘，周知 

デジタルコンテンツを活用した徳島の魅力発信 

デジタルコンテンツの普及促進 

ＩＣＴを利活用した地域情報化事例や各種ＩＣＴ関連イベント等のＰＲ 

ＩＣＴを利活用できる人材の育成 

(イ) 情報発信の項目・内容 

ＩＣＴ（愛して）とくしま大賞 

ＩＣＴ（愛して）とくしまフォーラム 

とくしまＩＣＴバザール 

ＩＣＴ（愛して）まなびプロジェクト 

その他，各種ＩＣＴ関連イベントの案内等 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：徳島県政策創造部地方創生局Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０  推進課 

担当者：地方創生局Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０  推進課職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

タイムラインへの投稿は出来ません。 

投稿に対するコメントは可能です。 

コメントに対しては，必要に応じて返信等の対応をするものとします

が，すべてに対応することはお約束できませんので予めご了承ください。 

 対応時間は，原則として，平日の午前９時３０分から午後６時までと

しますが，この時間以外にも投稿する場合があります。 
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エ 改善点 

ＩＣＴとくしま大賞、ワークショップ、ＩＣＴとくしまフォーラム、とく

しまＩＣＴバザール等のイベントの告知、参加募集が内容となっているが、

記事に対するコメントやシェアは少なく、調査票に記載されているようにＩ

Ｔ産業関連者、学校教育関係者、プログラミング教室主宰者等の交流を図り、

地場のデジタル産業を支える人材の発掘、育成につなげる場には成り得てい

るかについては疑問である。人材の交流を図るためには、イベントの実施状

況をより魅力的に伝えること、徳島県で働くＩＴ技術者の紹介等を加えるこ

と、Ｕターン、Ｉターン等のＳＮＳ、ウェブサイトと関連付けるなど、今後、

様々な工夫が必要である。 

 

(3) 名称 「ＩＣＴ（愛して）とくしま」 

ア 所管課 Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０  推進課 

イ ＳＮＳの種類 ユーチューブ 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県の実施する「ＩＣＴ（愛して）とくしま大賞」受賞作品の動画

や、各種ＩＣＴ関連イベントなどの動画を配信することを目的としてい

ます。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

ＩＣＴ（愛して）とくしま大賞の受賞作品動画 

ＩＣＴ（愛して）とくしまプロジェクト関連の動画 

各種ＩＣＴイベント等の動画など 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：徳島県政策創造部地方創生局Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０  推進課 

担当者：地方創生局Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０  推進課職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

各動画に対するコメントや評価等は、基本的には行っていただけます

が、状況により動画単位でコメント及び評価を停止する場合があります。

また、コメントに対する回答は、必要に応じて行うこととし、必ず行う
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ものではありませんので、予めご了承ください。 

エ 改善点 

調査票の回答によると、ＩＣＴ（愛して）とくしま大賞の各賞受賞作品を

公開しているとのことであるが、画面上、説明がないため、ユーザーの誘導

としては不十分である。また、徳島県のＰＲに有用と思われる動画もアップ

されており、徳島県のホームページにおいて定期的にアップする、他のＳＮ

Ｓにおいて利用するなどの活用方法を検討すべきである。 

 

(4) 名称 「自治体ＯＳＳキット 

   （ｅ  - Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ Ｏｐｅｎ Ｓｏｕｒｃｅ Ｓｏｆｔｗａｒｅ ｋｉｔ）」 

ア 所管課 スマート県庁推進課 

イ ＳＮＳの種類 フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県において、地場企業と共同開発したＣＭＳ（コンテンツ・マネ

ジメントシステム）やグループウェア等の各種システムを「自治体ＯＳ

Ｓキット」という名前でパッケージ化し、コスト削減やオープンソース

に取り組む全国の自治体への普及を行うことを目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

自治体ＯＳＳキットの各製品情報や、関連するトピックスや、オープ

ンソースイベントなどのお知らせ 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：経営戦略部スマート県庁推進課システム・業務改革担当 

担当者：スマート県庁推進課職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：随時行っています。 

(エ) 意見や質問への対応方法 

投稿やコメント等に対しては、必要に応じて返信等の対応をするもの

とします。 

エ 改善点 

利用方針によれば、徳島県において、地場企業と共同開発した各種システ

ムを「自治体ＯＳＳキット」という名前でパッケージ化し、普及するための
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アカウントとのことであるが、記事のアップは少なく、そもそもＳＮＳで発

信すべき内容なのか疑問である。根本的な見直しが必要である。 

 

 

１１ 学校に関するＳＮＳについて 

 

(1) 名称 「徳島県立西部テクノスクール」 

ア 所管課 西部テクノスクール 

イ ＳＮＳの種類 フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県立西部テクノスクールの日々の訓練内容や、イベント情報など

を発信することにより、希望する職種に携わりたい方への支援を目的と

しています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

西部テクノスクールに関するイベント等の行事、訓練内容に関する情

報やお知らせ 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：徳島県立西部テクノスクール 

担当者：徳島県立西部テクノスクール 訓練担当職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

投稿やコメント等に対しては、必要に応じて返信等の対応をするもの

とします。 

 コメントとしていただいた質問については、なるべく回答いたします

が、すべてに回答することはお約束できませんので予めご了承ください。 

 コメントに対する返信は、原則、行っておりませんので予めご了承く

ださい。 

エ 改善点 

(ア)  授業内容、活動内容等が分かりやすく情報提供されており、入学を検討

する者にとって有用なアカウントである。プロフィール欄において、ホー
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ムページへの誘導も適切になされている。更に生徒からの情報発信も望み

たい。 

(イ)  現状では、入学を検討する者が当アカウントを知る方法は極めて限定さ

れている。内容を再検討した上で１９５ページ(9)記載の方法等により、住

民との接点を作る方法を検討し、ユーザーの増加を図るべきである。 

 

(2) 名称 「南部テクノスクール」 

ア 所管課 南部テクノスクール 

イ ＳＮＳの種類 インスタグラム 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県立南部テクノスクールの塗装技術科及び自動車整備科でのト

レーニング内容や、イベント情報など幅広い内容を発信することにより、

ハロートレーニング(職業訓練)をＰＲすることを目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

南部テクノスクールでのトレーニング内容やイベント情報などに関す

る情報 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：徳島県立南部テクノスクール 

担当者： 徳島県立南部テクノスクール 訓練担当職員 

情報発信の頻度・タイミング：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

コメントに対する返信は、原則、行っておりませんので予めご了承く

ださい。 

エ 改善点 

南部テクノスクールにおける生徒の活動がアップされており、プロフィー

ル欄においてホームページへの誘導もなされている。テクノスクールの広報、

生徒の募集に関して有用なアカウントである。 

 現状では、学校に関心を持つ住民が当アカウントを知る方法は極めて限定

されている。１９５ページ(9)記載の方法等により、住民との接点を作る方法

を検討し、ユーザーの増加を図るべきである。 
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(3) 名称 「中央テクノスクール」 

ア 所管課 中央テクノスクール 

イ ＳＮＳの種類 インスタグラム 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県ソーシャルメディア利用ガイドラインに基づき、中央テクノス

クールの職業訓練全般に関する情報について発信することにより、徳島

県立テクノスクールで実施している職業訓練全般のＰＲ及び各訓練科へ

の訓練生募集の促進を図ることを目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

中央テクノスクールの職業訓練全般（職業訓練風景・イベント情報や

お知らせ） 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：中央テクノスクール 

担当者： 中央テクノスクールの職員 

情報発信の頻度・タイミング：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

コメントに対する返信は、原則、行っておりませんので予めご了承く

ださい。 

エ 改善点 

中央テクノスクールにおける生徒の活動がアップされており、プロフィー

ル欄においてホームページへの誘導もなされている。テクノスクールの広報、

生徒の募集に関して有用なアカウントである。 

 現状では、学校に関心を持つ住民が当アカウントを知る方法は極めて限定

されている。１９５ページ(9)記載の方法等により、住民との接点を作る方法

を検討し、ユーザーの増加を図るべきである。 

 

(4) 名称 「徳島県教育委員会学校教育課」 

ア 所管課 教育委員会 学校教育課 

イ ＳＮＳの種類 ライン 
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ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

キャリア教育の推進方策の一環として、企業・大学関係者からのメッ

セージや就職、進学に役立つ情報を発信することにより、キャリア教育

の充実を目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

企業・大学関係者からのメッセージ、就職、進学に役立つ情報やお知

らせ 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：徳島県教育委員会学校教育課 

担当者：学校教育課の職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：企業・大学関係者からのメッセー

ジ、就職、進学に役立つ情報やお知らせ毎月２回以上 

(エ) 意見や質問への対応方法 

コメントに対する返信は、原則、行っておりませんので予めご了承く

ださい。 

エ 改善点 

大学生から高校生に向けての大学での学習内容の発信や県内企業からの企業

紹介など、高校生、大学生が関心を有する内容が適時発信されている。今後、

１３３ページ記載の若者を対象とするＳＮＳとの連携を望みたい。 

 

 

１２ 農業に関するＳＮＳについて 

 

(1) 名称 「鳴門藍住農業支援センター」 

ア 所管課 鳴門藍住農業支援センター 

イ ＳＮＳの種類 フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

農業に関する情報（農業技術、イベント情報）を発信することにより

農業を身近に感じてもらうとともに、鳴門藍住農業支援センター管内の
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農産物をＰＲすることを目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

農業技術に関する情報や、病害虫情報、管内イベントのお知らせ 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：東部農林水産局＜徳島＞農業支援第二担当・鳴門藍住ブラ

ンド推進担当 

担当者：鳴門藍住農業支援センター職員（農業支援第二担当・鳴門藍

住ブランド推進担当） 

情報発信の頻度・タイミング：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

投稿やコメント等に対しては、必要に応じて返信等の対応をするもの

とします。 

エ 改善点 

(ア)  農業に関するセミナーやイベントが主な内容である。調査票に記載され

ているように、農業従事者のみを対象とするのではなく、県内の消費者を

ターゲットとし、管内を訪れる人の増加を目指すのであれば、作物の生育

状況や作物の特徴など消費者が興味を持つ情報についても幅広く開示す

べきである。 

(イ)  現状では、農業に関心を持つ住民が当アカウントを知る方法は極めて限

定されている。内容を再検討した上で１９５ページ(9)記載の方法等によ

り、住民との接点を作る方法を検討し、ユーザーの増加を図るべきである。 

 

(2) 名称 「徳島農業支援センター」 

ア 所管課 徳島農業支援センター 

イ ＳＮＳの種類 フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

農業に関する情報（農業技術、イベント情報）を発信することにより

農業を身近に感じてもらうとともに、徳島農業支援センター管内の農産

物や産地をＰＲすることを目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 
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農業技術に関する情報や、病害虫情報、管内イベントのお知らせ 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：東部農林水産局＜徳島＞農業支援第一担当・徳島ブランド

推進担当 

担当者：徳島農業支援センター職員（農業支援第一担当・徳島ブラン

ド推進担当） 

情報発信の頻度・タイミング：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

投稿やコメント等に対しては、必要に応じて返信等の対応をするもの

とします。 

エ 改善点 

(ア)  農業に関するセミナーやイベント以外にも、作物の生育状況や近年、農

業に従事された方の状況等、新規就農希望者が興味を持つ情報についても

開示する傾向にあり、今後も幅広い視野での情報の提供を望みたい。 

(イ)  現状では、農業に関心を持つ住民が当アカウントを知る方法は極めて限

定されている。内容を再検討した上で１９５ページ(9)記載の方法等によ

り、住民との接点を作る方法を検討し、ユーザーの増加を図るべきである。 

 

(3) 名称 「吉野川農業支援センター」 

ア 所管課 吉野川農業支援センター 

イ ＳＮＳの種類 フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

農業に関する情報（農業技術、新規就農者の交流、イベント情報）を

発信することにより農業を身近に感じてもらうとともに、吉野川農業支

援センター管内の農産物をＰＲすることを目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

農業技術に関する情報や、新規就農者の交流、病害虫情報、管内イベ

ントのお知らせ 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：東部農林水産局＜吉野川＞農業支援担当・吉野川ブランド
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推進担当、会計年度任用職員 

担当者：吉野川農業支援センター職員（農業支援担当・吉野川ブラン

ド推進担当、会計年度任用職員） 

情報発信の頻度・タイミング：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

投稿やコメント等に対しては、必要に応じて返信等の対応をするもの

とします。 

エ 改善点 

調査票によると、管内の農業従事者に対する情報提供を主な目的としてい

るとのことであるが、新規就農者のインタビュー記事などもあり、枠にとら

われず、幅広い層への情報提供も検討するとともに、農業に関する他のＳＮ

Ｓと共通の窓口を設けることも検討すべきである。 

 

(4) 名称 「徳島農業支援センター」 

ア 所管課 徳島農業支援センター 

イ ＳＮＳの種類 ライン 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

農業技術の普及業務において、農業に関する情報を発信することによ

り、関係機関、団体との連携、情報共有に必要なため。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

農業技術に関する情報や、病害虫情報など 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：東部農林水産局＜徳島＞農業支援第一担当・徳島ブランド

推進担当 

担当者：徳島農業支援センター職員（農業支援第一担当・徳島ブラン

ド推進担当） 

情報発信の頻度・タイミング：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

投稿やコメント等に対しては、必要に応じて返信等の対応をするもの

とします。 
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エ 改善点 

グループ内で運用されており、外部からは見ることができない。徳島県の

ホームページにおける「徳島県ソーシャルメディア一覧」の掲載から外すこ

とを検討すべきである。 

 

(5) 名称 「阿南農業支援センター」 

ア 所管課 阿南農業支援センター 

イ ＳＮＳの種類 ライン 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

農業技術の普及業務において、農業に関する情報を発信することによ

り、関係機関、団体との連携、情報共有に必要なため。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

農業技術に関する情報や、病害虫情報など 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：南部総合県民局農林水産部(阿南) 

担当者：阿南農業支援センター職員 

情報発信の頻度・タイミング：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

コメント等に対しては、必要に応じて返信等の対応をするものとします。 

エ 改善点 

グループ内で運用されており、外部からは見ることができない。徳島県の

ホームページにおける「徳島県ソーシャルメディア一覧」の掲載から外すこ

とを検討すべきである。 

 

(6) 名称 「吉野川農業支援センター」 

ア 所管課 吉野川農業支援センター 

イ ＳＮＳの種類 ライン 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

農業技術の普及業務において、農業に関する情報を発信することによ
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り、関係機関、団体との連携、情報共有を行うことを目的とします。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

農業技術・経営に関する情報や、管内イベントの情報 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：東部農林水産局＜吉野川＞農業支援担当・吉野川ブランド

推進担当 

担当者：吉野川農業支援センター職員（農業支援担当・吉野川ブラン

ド推進担当） 

情報発信の頻度・タイミング：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

投稿やコメント等に対しては、必要に応じて返信等の対応をするもの

とします。 

エ 改善点 

グループ内で運用されており、外部からは見ることができない。徳島県の

ホームページにおける「徳島県ソーシャルメディア一覧」の掲載から外すこ

とを検討すべきである。 

 

(7) 名称 「吉野川農業支援センター」 

ア 所管課 吉野川農業支援センター 

イ ＳＮＳの種類 ブログ 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

農業に興味を持っている方に対して、吉野川農業支援センター管内の

農業に関する情報を提供することにより、徳島県や管内の農業に興味、

関心を持ってもらうため。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

農業技術・経営に関する情報や、病害虫情報、管内イベントの情報の

お知らせ 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：東部農林水産局＜吉野川＞農業支援担当・吉野川ブランド

推進担当、会計年度任用職員 
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担当者：吉野川農業支援センター職員（農業支援担当・吉野川ブラン

ド推進担当、会計年度任用職員） 

情報発信の頻度・タイミング：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

コメント等に対しては、必要に応じて返信等の対応をするものとします。 

エ 改善点 

管内の農業関係者を対象としているため、徳島県のホームページにおける

「徳島県ソーシャルメディア一覧」の掲載から外すべきである。 

 

 

１３ 地域活性化に関するＳＮＳについて 

 

(1) 名称 「徳島県集落再生担当」 

ア 所管課 とくしま回帰推進課 

イ ＳＮＳの種類 フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

とくしま集落再生プロジェクトをはじめとする当課の活動状況や活動

予定について，Ｆａｃｅｂｏｏｋ ページを活用して情報発信を行うことを目

的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

とくしま集落再生プロジェクトをはじめとする活動状況や活動のお知

らせ 

 とくしま集落再生プロジェクトに関するお知らせ 

 地域おこし協力隊に関するお知らせ 

 その他業務に関するお知らせ 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：徳島県地方創生局とくしま回帰推進課 

担当者：徳島県地方創生局とくしま回帰推進課 集落・地域再生担当職員

情報発信の頻度・タイミングなど：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 
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タイムラインへの投稿はできません。 

投稿に対するコメントは可能です。 

コメントに対しては，必要に応じて返信等の対応をするものとします

が，すべてに対応することはお約束できませんので予めご了承ください。 

 対応時間は，原則として，平日の午前９時３０分から午後６時までと

しますが，この時間以外にも投稿する場合があります。 

エ 改善点 

内容はほとんどが他のサイトにおける記事のシェア、イベントの紹介等に

留まっており、独自性が薄い。調査票に記載されている地域の魅力の再発見

につなげるという趣旨を果たせていない。根本的な見直しが必要である。 

 

(2) 名称 「にし阿波ビジネス通信・地域連携ひとしごと」 

ア 所管課 西部総合県民局 地域創生観光部 

イ ＳＮＳの種類 フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県西部地域（にし阿波）の新たなビジネスの創出や新商品等の開

発に関する情報についてＦａｃｅｂｏｏｋ ページを活用して情報発信を行う。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

にし阿波・地域連携ビジネス創出支援事業運営協議会の取り組み 

構成団体の取り組み 

新たなビジネス創出や新商品等の開発に関する情報 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：徳島県西部総合県民局地域創生観光部 

担当者：地域創生観光部にし阿波振興担当職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

利用者からの投稿やコメント等に対しては、必要に応じて担当者が返

信等の対応をするものとします。 

エ 改善点 

(ア)  イベント、セミナーの告知等の内容が多いが、利用方針に記載されてい
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る目的からすれば、地元事業者の新商品製作、地元の起業者等の取材情報

をより多く掲載し、徳島県西部の関係者の連携につなげるべきである。 

(イ)  関連性の薄い記事のシェアを少なくすべきである。 

(ウ)  プロフィールに、目的、ターゲットを記載すべきである。 

(エ)  現状では、にし阿波地域のビジネスに関心を持つ住民が当アカウントを

知る方法は極めて限定されている。内容を再検討した上で１９５ページ

(9)記載の方法等により、住民との接点を作る方法を検討し、ユーザーの増

加を図るべきである。 

 

(3) 名称 「あわこい」 

ア 所管課 西部総合県民局 地域創生観光部 

イ ＳＮＳの種類 フェイスブック、インスタグラム 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

にし阿波体感プログラムイベント「あわこい」についての情報を発信

することにより、イベントの認知度の向上及び参加人口の拡大を図る。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

にし阿波体感プログラムイベント「あわこい」情報のお知らせ 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：徳島県西部総合県民局地域創生観光部 

担当者：地域創生観光部にし阿波観光戦略担当の職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：随時 

当Ｆａｃｅｂｏｏｋ ページの管理は徳島県西部総合県民局地域創生観光部

が行いますが、次の構成団体も投稿を行います。 

 にし阿波～剣山・吉野川観光圏協議会 

(エ) 意見や質問への対応方法 

利用者からの投稿やコメント等に対しては、必要に応じて管理者が返

信等の対応をするものとします。 

エ 改善点 

(ア)  にし阿波地域における体験プログラム「あわこい」のイベントに関する

記事が中心である。プロフィールの記載、「あわこい」のウェブサイトへの
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誘導もあるが、「あわこい」の情報に初めて接する者にとって更に参加を誘

導できるよう、「あわこい」の概要やストーリーを分かりやすく記載し、初

めてプログラムを知ることとなる層へのＰＲも充実していただきたい。 

(イ)  現状では、地域活動に関心を持つ住民が当アカウントを知る方法は極め

て限定されている。内容を再検討した上で１９５ページ(9)記載の方法等

により、住民との接点を作る方法を検討し、ユーザーの増加を図るべきで

ある。 

 

 

１４ 生涯学習に関するＳＮＳについて 

 

(1) 名称 「徳島県立総合教育センター生涯学習支援課」 

ア 所管課 教育委員会 総合教育センター 

イ ＳＮＳの種類 ツイッター 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

主催講座など，県内の生涯学習に関する講座やイベントに関する情報を，

県民の皆様にお知らせし，生涯学習を推進することを目的としている。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

県内の生涯学習に関する講座やイベントに関する情報 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：県立総合教育センター生涯学習支援課 

担当者：生涯学習支援課の職員 

情報発信の頻度：不定期（イベント開催前後） 

(エ) 意見や質問への対応方法 

ツイッター上では回答いたしません。 

生涯学習支援課にメール等にてご質問ください。 

エ 改善点 

(ア)  プロフィール欄において、徳島県立総合教育センターのウェブサイトの

ＵＲＬの記載が必要である。 

(イ)  イベントの告知、結果報告について適時に分かりやすく記事を掲載して
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いるが、パソコン教室、パッチワーク教室などの学習講座の様子や雰囲気

が伝わるような記事の掲載も望みたい。 

(ウ)  徳島県のホームページに掲載されているウェブサイト「あわカル」には

カルチャー講座一覧、県内文化施設一覧のコーナーがあるが、当施設は掲

載されていない。掲載すべきである。 

(エ)  現状では、生涯学習に関心を持つ住民が当アカウントを知る方法は極め

て限定されている。内容を再検討した上で１９５ページ(9)記載の方法等

により、住民との接点を作る方法を検討し、ユーザーの増加を図るべきで

ある。 

 

(2) 名称 「徳島県教育委員会生涯学習課」 

ア 所管課 教育委員会 生涯学習課 

イ ＳＮＳの種類 フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県内の生涯学習・社会教育に関する各種講座、イベント情報（生

涯学習課主催・共催分）について発信することにより、本県の行う生涯

学習・社会教育施策に関して理解・浸透を図ることを目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

徳島県内の生涯学習・社会教育に関する各種講座、イベントの中で、

特に生涯学習課が主催・共催するもの 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：徳島県教育委員会生涯学習課 

担当者：徳島県教育委員会生涯学習課職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：イベント開催前等の随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

メッセージ機能により対応します(コメント機能は利用しません)。 

エ 改善点 

(ア)  プロフィール情報によると「徳島県内の生涯学習・社会教育に関する各

種講座、イベントの中で特に生涯学習課が主催、共催しているものを取り

上げてお知らせする」と記載されているが、記事に対するシェアやいいね
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の数は少ない。ユーザーにとっては生涯学習課が主催、共催する基準や

ユーザーが関心を有するジャンルとの関連性が不明確であり、当アカウン

トをフォローすることにより、自らが関心を持つジャンルの情報を得るこ

とができるのか分からない。一方では徳島県のホームページに掲載されて

いるウェブサイト「あわカル」において「カルチャー講座一覧」や「県内

文化施設一覧」のコーナーもあり、これらと当アカウントとの関連も分か

りづらい。ユーザーにとって関心のあるジャンルの情報を得られる仕組み

について、再検討が必要である。 

(イ)  現状では、生涯学習、社会教育に関心を持つ住民が当アカウントを知る

方法は極めて限定されている。内容を再検討した上で１９５ページ(9)記

載の方法等により、住民との接点を作る方法を検討し、ユーザーの増加を

図るべきである。 

 

 

１５ 消費者情報に関するＳＮＳについて 

 

(1) 名称 「とくしまエシカル消費普及推進プロジェクト」 

ア 所管課 消費者政策課 

イ ＳＮＳの種類 ツイッター 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

環境，人や社会，地域に配慮した消費行動「エシカル消費」の普及推

進にかかる徳島県の活動状況や活動予定について，Ｔｗｉｔｔｅｒ を活用し

た情報発信を行う。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

エシカル消費の普及推進にかかる活動状況及び活動予定（会議やイベ

ントの告知，開催報告等） 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：徳島県危機管理環境部消費者くらし安全局消費者政策課消

費者行政推進担当 

担当者：消費者くらし安全局消費者政策課消費者行政推進担当職員 
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情報発信の頻度・タイミング：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

コメントに対しては，原則として行っておりませんので，予めご了承

ください。 

 対応時間は，原則として，平日の午前８時３０分から午後６時１５分

までとしますが，この時間以外にも投稿する場合があります。 

エ 改善点 

他の自治体や本県のツイッター記事をシェアするに留まっており、シェア

する記事に対するコメントや県の取組等の記載がない。これでは調査票にお

ける回答に記載されている「投稿をどんどんリツイートしてもらい情報が拡

散される」状況になるとは考えられない。根本的な見直しが必要である。 

 

(2) 名称 「とくしま消費者行政プラットホーム」 

ア 所管課 消費者政策課 

イ ＳＮＳの種類 ツイッター、フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

消費者行政新未来創造オフィスと連携して行っているプロジェクトの

取組について，Ｔｗｉｔｔｅｒ 及びＦａｃｅｂｏｏｋ を活用した情報発信を行う。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

とくしま消費者行政プラットホームの活動状況及び活動予定（イベン

トの告知，開催報告，その他お知らせ） 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：徳島県危機管理環境部消費者くらし安全局消費者政策課新

未来創造・国際担当 

担当者：消費者くらし安全局消費者政策課新未来創造・国際担当職員 

情報発信の頻度・タイミング：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

コメントに対しては，原則として行っておりませんので，予めご了承

ください。対応時間は，原則として，平日の午前８時３０分から午後６

時１５分までとしますが，この時間以外にも投稿する場合があります。 



163 

 

エ 改善点 

(ア)  調査票の回答によると、情報発信のターゲットは１０代から３０代の若

年層とされており、内容は悪質商法の注意喚起やエシカル消費とされてい

る。このような内容のツイートやシェアもあるが、消費者庁新未来創造戦

略本部の進捗状況に関するツイートも多い。消費者庁新未来創造戦略本部

については、新型コロナウイルス問題を契機に国の危機管理対策として注

目を浴びているが、悪質商法の注意喚起等とは関心を持つ対象層が異なる

と考えられ、消費者行政全般に関する情報発信を行うとの意図も理解でき

るが、別の情報発信手段を検討すべきである。仮に当アカウントを悪質商

法等の注意喚起に絞るのであれば、アカウント名の変更、シェアする記事

を絞るといった検討が必要である。 

(イ)  徳島県のホームページに掲載されている「とくしま消費者行政プラット

ホーム」のウェブサイトにおいても両者の情報が混在しており、さらに、

徳島県のホームページには、徳島県消費者情報センターのウェブサイトも

掲載されている。各ＳＮＳ、ウェブサイトにおいて、どのような情報を開

示するか、整理、検討が必要である。 

 

 

１６ 施設情報に関するＳＮＳについて 

 

(1) 名称 「とくぎんトモニプラザ」 

ア 所管課 次世代育成・青少年課 

イ ＳＮＳの種類 ツイッター 

ウ 利用方針 作成されていない。 

エ 改善点 

とくぎんトモニプラザに関するイベント情報や空き室情報が適時に配信

されているが、利用方針が作成されておらず、徳島県ソーシャルメディアガ

イドラインに基づき、利用方針を作成し、徳島県のホームページにおいて公

表する必要がある。 
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(2) 名称 「ｕｃｈｉｎｏｕｍｉ１２２７」 

ア 所管課 都市計画課 

イ ＳＮＳの種類 インスタグラム 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

鳴門ウチノ海総合公園（以下「ウチノ海総合公園」）では、情報発信の

ツールの１つとしてＩｎｓｔａｇｒａｍ を活用することにより、ウチノ海総合

公園の四季折々の情景や当公園で実施するイベントの情報といったウチ

ノ海総合公園の魅力をより多くの皆さまにお届けすることを目的として

います。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

ウチノ海総合公園の四季折々の情景や当公園で実施するイベントの情

報といったウチノ海総合公園の魅力を写真画像や動画を通して発信して

いきます。 

(ウ) 情報発信の方法 

運用管理責任者：鳴門市公園緑地課長 

運用者：鳴門市公園緑地課 

(エ) 意見や質問への対応方法 

当ページコメント欄にいただきましたご意見、お問い合わせに対しま

しては、個別対応等は、行っておりませんので、あらかじめご了承くだ

さい。 

エ 改善点 

鳴門ウチノ海総合公園の四季の情景やイベントが適時アップされており、

施設のウェブサイトとのリンクも問題ない。当初は徳島県のホームページに

おける「ソーシャルメディア一覧」に掲載されていなかったが、現在は掲載

されている。今後も継続的な情報発信を望みたい。 

 

(3) 名称 「アスティとくしま」 

ア 所管課 にぎわいづくり課 

イ ＳＮＳの種類 ツイッター 

ウ 利用方針 作成されていない。 
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エ 改善点 

アスティとくしまのイベント情報が適時配信されているが、利用方針が作

成されておらず、徳島県ソーシャルメディアガイドラインに基づき、利用方

針を作成し、徳島県のホームページにおいて公表する必要がある。 

 

(4) 名称 「あすたむ」 

ア 所管課 にぎわいづくり課 

イ ＳＮＳの種類 ツイッター 

ウ 利用方針 作成されていない。 

エ 改善点 

(ア)  あすたむらんど徳島のイベントの告知等について、写真、動画を用いて

適時に掲載されている。あすたむらんど徳島のＳＮＳには、ツイッター以

外にフェイスブック、インスタグラム、ユーチューブが運用されているが、

徳島県のホームページにおける「ソーシャルメディア一覧」に掲載されてい

るのは当ツイッターのみであり、他のＳＮＳについても掲載すべきである。 

(イ)  利用方針が作成されておらず、徳島県ソーシャルメディアガイドライン

に基づき、利用方針を作成し、徳島県のホームページにおいて公表する必

要がある。 

 

(5) 名称 「月見ヶ丘海浜公園すたっふ」 

ア 所管課 都市計画課 

イ ＳＮＳの種類 ツイッター、フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア)  本ソーシャルメディアは、徳島県月見ヶ丘海浜公園の指定管理者である

株式会社スタッフクリエイト（以下「運用管理者」という。）が運用し、公

園の魅力やイベント情報などを投稿します。 

(イ) 運用管理責任者においては、月見ヶ丘海浜公園所長とします。 

(ウ)  本ページに対する全てのコメント、投稿等を閲覧し、返信するものでは

ありません。 

(エ)  投稿記事のイベント情報に対するお問い合せは、記載されている電話番

号等から、イベント主催者等へ直接お問い合せください。 
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エ 改善点 

(ア)  月見ヶ丘海浜公園のイベント情報を発信しているが、発信の間隔が数か

月空くケースがあり、適時の情報発信を望みたい。フェイスブックは当初

県のホームページにおいては掲載されていなかったが、現在は掲載されて

いる。フェイスブックにおいては適時情報発信されているので、情報の連

動等を検討されたい。 

(イ)  利用方針は作成されたが、徳島県のホームページにおいて公表すること

を検討すべきである。 

 

(6) 名称 「千年の森ふれあい館」 

ア 所管課 スマート林業課 

イ ＳＮＳの種類 ツイッター 

ウ 利用方針 作成されていない。 

エ 改善点 

千年の森ふれあい館に関するイベントが分かりやすく適時配信されてい

るが、利用方針が作成されておらず、徳島県ソーシャルメディアガイドライ

ンに基づき、利用方針を作成し、徳島県のホームページにおいて公表する必

要がある。 

 

 

１７ 県政全般に関するＳＮＳについて 

 

(1) 名称 「徳島県」 

ア 所管課 秘書課 

イ ＳＮＳの種類 ツイッター 

ウ 利用方針における記載（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県の最新情報や旬の話題など、県政や徳島県の魅力に関するさま

ざまな情報をタイムリーに発信することにより、徳島県をより身近に感

じていただくことを目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 
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徳島県が実施または関係するイベントや各種事業に関すること 

徳島県からのお知らせや広報に関すること 

その他県政に関すること 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：秘書課 

担当者：秘書課職員 

情報発信の頻度・タイミング：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

コメントに対する返信は、原則として行っておりませんので、予めご

了承ください。各記事の掲載内容に対するお問い合わせは、リンク先に

記載の担当所属などに直接お問い合わせください。県政に関するお問い

合わせは、「すだちくんコール」をご利用ください。県政に関するご意見、

ご提言などは、「とくしま目安箱」までお送りください。当アカウントの

運営に関するご意見は、「送信フォーム」からお送りください。 

エ 改善点 

上記の利用方針に記載のとおり、徳島県が実施または関係するイベント、

広報、新型コロナウイルスに関する情報等、県政に関わる全般的な情報を発

信している。フォロワー数は、他のアカウントよりも圧倒的に多く、約９,０

００人となっている。このような県政全般に関するアカウントは必要である

が、当アカウントと他のアカウントとのフォロワー数の差があまりに大きく、

当アカウントがあらゆるジャンルの情報発信を網羅的に担っているわけで

はないため、各ＳＮＳやウェブサイトの窓口を整備した上で、当アカウント

においてユーザーに明示し、他のＳＮＳやウェブサイトにユーザーを誘導す

る役割を果たすべきである。また他のアカウントの管理者において、当アカ

ウントにおいて提供したい情報がある場合の連携方法についてもルールを

定めるべきである。 

 

(2) 名称 「徳島県」 

ア 所管課 秘書課 

イ ＳＮＳの種類 フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 
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(ア) 情報発信を行う目的 

ＳＮＳ広告用のアカウントです。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

徳島県が実施または関係するイベントや各種事業に関すること 

徳島県からのお知らせや広報に関すること 

その他県政に関すること 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：秘書課 

担当者：秘書課職員 

情報発信の頻度・タイミング：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

コメントに対する返信は、原則として行っておりませんので、予めご

了承ください。各記事の掲載内容に対するお問い合わせは、リンク先に

記載の担当所属などに直接お問い合わせください。県政に関するお問い

合わせは、「すだちくんコール」をご利用ください。県政に関するご意見、

提言などは、「とくしま目安箱」までお送りください。当アカウントの運

営に関するご意見は、「送信フォーム」からお送りください。 

エ 改善点 

徳島県のホームページにおける「徳島県ソーシャルメディア一覧」に「徳

島県」というアカウント名で掲載されており、アカウント名からは、徳島県

の総合的な情報発信を想起させるが、記事の掲載はなく、フェイスブックに

おいて徳島県の広告を載せるためだけに取得したアカウントであるため特

に更新していないが、徳島県が開設したページであることが分かるように

ソーシャルメディア一覧に掲載しているとのことである。 

 もっとも、フェイスブックに掲載されている徳島県の広告から当該ページ

にアクセスする際には、徳島県ホームページのソーシャルメディア一覧に掲

載されているかどうかについて直ちに確認できるわけではなく、何ら情報が

更新されていないページは、かえって信用性に疑義を抱かせることにもなり

かねない。 

 また、フェイスブックにおいて徳島県の情報発信を行うことは有用であり、

何も記事を掲載していないアカウントを一覧に載せること自体、フェイス
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ブックを利用した情報発信に後ろ向きであるとの印象を閲覧者に与えてし

まっている。 

したがって、少なくとも速やかに信用性に疑義を抱かせることのないよう

な措置をとるとともに、将来的には積極的に広報に活用すべきである。 

 

(3) 名称 「徳島は宣言するｖｓ東京」 

ア 所管課 とくしま回帰推進課 

イ ＳＮＳの種類 ツイッター、フェイスブック 

ウ 利用方針における記載（原文のまま。ただし下記はツイッターの利用方針で

あり、フェイスブックの利用方針とは異なるが、趣旨はツイッターと同様であ

るため、フェイスブックの利用方針の記載は省略する。） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県共通コンセプト「ｖｓ東京」をはじめとする当課の活動状況や

活動予定について、Ｔｗｉｔｔｅｒ を活用した情報発信を行う。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

当課の活動状況及び活動予定（会議やイベントの告知、開催報告等） 

徳島県共通コンセプト「ｖｓ東京」に関するお知らせ 

その他当課の業務に関するお知らせ 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：徳島県政策創造部地方創生局とくしま回帰推進課発信戦略

担当 

担当者：地方創生局とくしま回帰推進課発信戦略担当職員 

情報発信の頻度、タイミングなど：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

コメントに対しては、必要に応じて返信等の対応をするものとします

が、すべてに対応することはお約束できませんので予めご了承ください。 

 対応時間は、原則として、平日の午前９時３０分から午後６時までと

しますが、この時間以外にも投稿する場合があります。 

エ 改善点 

徳島県のホームページにおいて「徳島は宣言するｖｓ東京」のウェブサイ

トが公開されており「他の都道府県のプロモーション合戦に埋もれる事なく、
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クレバーに、そしてインパクトのある共通コンセプトを持って徳島県を打ち

出して行く」という方針のもと「日本を救う１０のヒント」「徳島県移住ＰＲ

映像」などが掲載されている。しかし当ツイッターのプロフィール、記事に

おいてウェブサイトとの関連付けはされておらず、徳島の様々な話題を発信

している印象であり、記事に対する「いいね」やリツイートは少ない。今後、

コンセプトに応じた記事の展開やウェブサイトとの関連付けについて検討

すべきである。 

 

(4) 名称 「徳島県チャンネル」 

ア 所管課 秘書課 

イ ＳＮＳの種類 ユーチューブ 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県政の主要施策や県の動きなど「とくしま発」のさまざまな情報

を動画で配信することを目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

知事記者会見：知事記者会見の模様をお伝えしています。 

魅せる！とくしまムービー：職員自らが企画、撮影、編集し制作した

「とくしま」がいっぱい詰まった動画を配信しています。 

旬感！あわだより：徳島県の広報番組。県政のホットな話題を分かり

やすくご紹介しています。 

県政アンテナテレビとくしまハーツ：県民の皆さんと知事の意見交換

の模様などをお伝えしています。 

もっと！ＯＵＲ徳島＋（プラス）：徳島県広報紙「県政だよりＯＵＲ徳

島」の中から、おさまりきらなかった「こぼれ話」やもっとご紹介した

い話を動画でご紹介しています。 

すだちくん：徳島県マスコット「すだちくん」が登場する動画を配信

しています。 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：秘書課 

担当者：秘書課担当職員 



171 

 

情報発信の頻度：適宜 

(エ) 意見や質問への対応方法 

各動画に対するコメントや評価等は原則受け付けておりませんので、

予めご了承ください。 

エ 改善点 

(ア)  当チャンネルは、徳島県共通コンセプト「ｖｓ東京」、知事記者会見、お

すすめ動画、４Ｋ映像観光ＰＲビデオ、人気のアップロード動画、旬感！

あわだより、県政アンテナテレビ「とくしまハーツ」、魅せる！とくしま

ムービー、もっと！ＯＵＲ徳島＋、ショートムービーのコーナーに分かれ

ている。しかし、おすすめ動画、４Ｋ映像観光ＰＲビデオ、人気のアップ

ロード動画、旬感！あわだより、県政アンテナテレビ「とくしまハーツ」

のコーナーに関しては、画面上の説明がなく、ユーザーの誘導としては不

十分である。どのような動画を集めたコーナーなのかを説明する必要があ

るし、県政に関する動画と観光に関する動画の入り口を区分するなど、閲

覧者にとって分かりやすい誘導を検討すべきである。 

(イ)  人気のアップロード動画の中には１９８ページ(11)記載のように、再生

回数が数十万回のものもあり、徳島県のＰＲには有効である。しかし、徳

島県のホームページのおすすめ動画には掲載されておらず、有効に活用さ

れているとは言えない。活用について検討すべきである。 

 

(5) 名称 「みんなで創る徳島県」 

ア 所管課 とくしま回帰推進課 

イ ＳＮＳの種類 フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

（ア） 情報発信を行う目的 

「人口減少・超高齢社会」の到来に対する危機感が一段と高まる中、

“人口減少の克服”と“東京一極集中の是正”による「地方創生」が

国・地方の最重要課題となっており、その取組みの成否が、本県や我

が国の持続的な成長・発展の大きな鍵を握るものと考えていることか

ら、徳島県では、“挙県一致”で「課題解決先進県」の叡智を結集し、

県民の皆様が将来に向けて、“夢”や“希望”を持てる「徳島の創生」、
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さらには「日本の創生」へとつながるよう、取組みを加速させること

としております。このページは、県民の皆様をはじめ多くの方々から、

幅広く県政に関するご意見を募集するためのページです。いただいた

ご意見は、「総合戦略」等に反映させ、“地方創生の実現”を目指して

まいります。 

（イ） 情報発信の項目・内容 

県民の皆様からご意見をいただきたいテーマ（お題）を適宜お示し

しますので、それぞれのお題に関するご意見を「コメント」でお寄せ

ください。 

（ウ） 情報発信の方法 

担当所属：地方創生局とくしま回帰推進課 

担当者：とくしま回帰推進課地方創生担当職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：随時 

（エ） 意見や質問への対応方法 

「お題」の提示：事務局が、ご意見をいただきたい「お題」の提示

を行います。 

発言者：Ｆａｃｅｂｏｏｋ アカウントを持っている方なら、どなたでもコ

メントにて発言することができます。 

事務局からの発言：事務局は、各「お題」について、自らの意見を

表明する発言は行いませんが、論点整理や議論の範囲の調整、議論が

本来趣旨から逸脱した場合の正常化等の目的で、発言を行う場合があ

ります。 

発言者の義務（自己責任の原則）：発言者は、ご自分のアカウントに

より当ページでなされた一切の発言及びその結果について、当該発言

がご自身によるものか否かを問わず、責任を負うものとします。 

エ 改善点 

地方創生をテーマとし、県民との双方向のやりとりにより県の政策に反映

させるとの趣旨であるが、内容は１３６ページ(4)の「とくしま創生☆若者

『絆』プロジェクト」の記事のシェアやイベントの告知であり、独自性がな

く、記事のアップも少ない。根本的な見直しが必要である。 
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１８ その他のＳＮＳについて 

 

(1) 名称 「すだちくんオフィシャル」 

ア 所管課 とくしま回帰推進課 

イ ＳＮＳの種類 ツイッター、フェイスブック、ライン 

ウ 利用方針における記載（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県マスコット「すだちくん」に関する情報について発信すること

により、全国に向けた徳島のＰＲを目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

「すだちくん」がＰＲ活動するイベントの予定や様子など 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：とくしま回帰推進課等 

担当者：とくしま回帰推進課の職員等 

情報発信の頻度、タイミングなど：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

コメントに対する返信は、原則、行っておりませんので予めご了承く

ださい。 

エ 改善点 

徳島県のマスコットである「すだちくん」の活動を報告するツイッターで

ある。ツイッターのフォロワー数は８,０００人を超えており、フェイスブッ

クのフォロワー数は１０,０００人を超えている。県の運営するＳＮＳの中

では非常に人気があると言える。現状は、すだちくんの活動報告に留まって

いるが、今後、県が運営する他の重要なＳＮＳやウェブサイトについて、内

容等を整えた上で、当アカウントにおいて紹介する等、他のＳＮＳやウェブ

サイトにフォロワーを誘導することも検討されたい。また他のアカウントの

管理者において、当アカウントにおいて提供したい情報がある場合の連携方

法についてもルールを定めるべきである。なお、ラインについては、令和元

年５月以降更新がない。更新を望みたい。 
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(2) 名称 「徳島県企業局」 

ア 所管課 企業局 経営企画戦略課 

イ ＳＮＳの種類 ツイッター 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

企業局に関する情報（事業紹介、業務内容等）について発信すること

により、企業局の認知度向上、事業の見える化につなげることを目的と

しています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

企業局設備や施設及び周辺の風景の紹介 

企業局が実施するイベントや工事の状況及び業務の内容 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：徳島県企業局経営企画戦略課 

担当者：徳島県企業局経営企画戦略課担当職員 

情報発信の頻度・タイミング：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

コメントに対する返信は、原則、行っておりませんので予めご了承く

ださい。 

エ 改善点 

アカウント名からは、電気事業や工業用水道事業など、徳島県企業局の活

動内容を連想させるが、プロフィールの記載がなく、内容も１６６ページ(1)

「徳島県」のリツイートが多く、情報発信の対象、目的が伝わらない。企業

局の活動全般に関する情報発信を行いたい意図も理解できるが、根本的な見

直しが必要である。なお、川口ダムに隣接し、徳島県企業局が設置している

川口ダム自然エネルギーミュージアムについては、ホームページが充実して

おり、フェイスブック、インスタグラム及びツイッターでの情報発信も適時

になされているが、当該施設の情報発信について、従前は「関連リンク」に

掲載されていなかったため、徳島県ホームページからは容易にアクセスがで

きず、また、現時点においても徳島県ソーシャルメディア一覧には掲載され

ていない。観光施設として、また自然エネルギーを体感できる科学館として

有益な施設であるため、積極的に情報発信すべきであるし、徳島県企業局に
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おいても、関連付けた情報発信を行うべきである。 

 

(3) 名称 「徳島県企業局」 

ア 所管課 企業局 経営企画戦略課 

イ ＳＮＳの種類 フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

企業局に関する情報（事業紹介、業務内容等）について発信すること

により、企業局の認知度向上、事業の見える化につなげることを目的と

しています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

企業局設備や施設及び周辺の風景の紹介 

企業局が実施するイベントや工事の状況及び業務の内容 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：徳島県企業局経営企画戦略課 

担当者：徳島県企業局経営企画戦略課担当職員 

情報発信の頻度・タイミング： 随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

コメントに対する返信は、原則、行っておりませんのであらかじめ御

了承ください。 

エ 改善点 

企業局において新規採用された職員のインタビューなど、企業局の紹介に

関する記事もあるが、ダムの景観など観光情報に関連する記事もある。フォ

ロワー数は１４０人余りで反応も少なく、企業局の活動全般に関する情報発

信を行おうとする意図も理解できるが、ターゲットが絞れていない印象があ

る。調査票の回答のように県南部の観光客の増加についても目的とするので

あれば、アカウント名も含め、情報発信の対象者、川口ダム自然エネルギー

ミュージアム等、他のＳＮＳ、ウェブサイトとの関連付け等、根本的な見直

しが必要である。 
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(4) 名称 「徳島県職員採用」 

ア 所管課 人事委員会事務局 

イ ＳＮＳの種類 ツイッター、フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま。ただし下記はツイッターの利用方

針であり、フェイスブックの利用方針とは異なるが、趣旨はツイッターと同様

であるため、フェイスブックの利用方針の記載は省略する。） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県の職員採用や仕事内容に関する情報について発信することによ

り、県職員等への興味・関心を高めることを目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

徳島県職員等採用試験に関する情報 

就職説明会やガイダンス等に関する情報 

県職員の仕事内容に関する情報など 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：人事委員会事務局 

担当者：人事委員会事務局の職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：随時 

対応時間：原則として、平日の午前８時３０分から午後６時１５分ま

でとしますが、この時間以外にもツイートする場合があります。 

(エ) 意見や質問への対応方法 

リプライ（返信）は、原則、行っておりませんので予めご了承くださ

い。原則として、他のユーザーに対し、フォローすることはありません。 

 採用試験等について質問等がある場合は、徳島県人事委員会事務局ま

で直接お問い合わせください。その他、県政に関するお問い合わせは、

「すだちくんコール」をご利用ください。その他、県政に関するご意見、

ご提言などは、「とくしま目安箱」までお送りください。 

エ 改善点 

徳島県における職員採用情報が適時に情報提供されており、ウェブサイト

への誘導、ハッシュタグの活用等も問題ない。大学での説明会等においても

フォローを勧める等、周知活動も活発に行われている。今後、１９５ページ

(9)記載の方法等により、住民との接点を作る方法も周知の一案として検討
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願いたい。 

 

(5) 名称 「徳島県の地方分権改革」 

ア 所管課 総合政策課 

イ ＳＮＳの種類 ツイッター、フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県の地方分権に関する取組を発信することにより、地方分権の推

進を目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

地方分権に関する情報 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：総合政策課 

担当者：総合政策課の職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

投稿やコメント等に対しては、必要に応じて返信等の対応をするもの

とします。 

エ 改善点 

ほとんど更新がなく、内容に一貫性もない。根本的な見直しが必要である。 

 

(6) 名称 「徳島県総合地図提供システム」 

（令和３年２月１日現在、ソーシャルメディア一覧からは削除されている。） 

ア 所管課 スマート県庁推進課 

イ ＳＮＳの種類 ツイッター 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県から発信する地図の総合ポータルサイト「徳島県総合地図提供

システム(Ｊｏｒｕｒｉ Ｍａｐｓ)」の更新情報をお知らせします。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

掲載地図の更新情報や、システム機能の案内など 
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(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：経営戦略部スマート県庁推進課ネットワーク担当 

担当者：スマート県庁推進課職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：随時行っています 

(エ) 意見や質問への対応方法 

システムの更新情報の発信専用として運用しておりますので、コメン

トに対する返信は、原則、行っておりませんので予めご了承ください。 

エ 改善点 

廃止予定とのことであり、県のホームページにおけるソーシャルメディア

一覧から速やかに削除することが望ましい。 

 

(7) 名称 「徳島県発達障がい者総合支援センターハナミズキ・アイリス」 

ア 所管課 徳島県発達障がい者総合支援センター 

イ ＳＮＳの種類 ツイッター 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県発達障がい者総合支援センターの最新情報や研修会、講演会の

開催など、発達障がいに関わる情報をタイムリーに発信することにより、

発達障がいの理解促進を目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

徳島県発達障がい者支援センターが実施または関係するイベントや講

演会、研修会等に関すること 

徳島県発達障がい者総合支援センターからのお知らせや広報に関する

こと 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：徳島県発達障がい者総合支援センター 

担当者：徳島県発達障がい者総合支援センター職員 

情報発信の頻度・タイミング：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

コメントに対する返信や発達障がいに関わる相談に関しては、原則と

して行っておりませんので、予めご了承ください。 
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 各記事の掲載内容に対するお問い合わせや発達障がいに関わる相談は、

徳島県発達障がい者総合支援センターに直接お問い合わせください。 

エ 改善点 

(ア)  現状は、県のホームページにおいておすすめ情報として掲載されている

「とくしま発達障がい総合サイト」への誘導を目的とした記事が多いが、

更新頻度が少なく適切な誘導ができていない。サイトに掲載される講座、

講演等の事前案内、内容の報告を適時に行うべきである。 

(イ)  福祉に特化したアカウントは、当アカウントのみであることを鑑みれば、

県内の児童発達支援事業所やＮＰＯの活動など、発達障がいに関わる団体

が発信している情報とリンクし、発達障がいに関する総合的な情報発信の

窓口となることを検討すべきである。 

(ウ)  現状では、発達障がいに関心を持つ住民が当アカウントを知る方法は極

めて限定されている。内容を再検討した上で１９５ページ(9)記載の方法

等により、住民との接点を作る方法を検討し、ユーザーの増加を図るべき

である。 

 

(8) 名称 「全国徳島県人会連合会」 

ア 所管課 総合政策課 

イ ＳＮＳの種類 フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県や県人会活動に関する情報を発信することにより、徳島県や県

人会の活性化を目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

徳島県や県人会活動の情報 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：総合政策課 

担当者：総合政策課の職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

投稿やコメント等に対しては、必要に応じて返信等の対応をするもの
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とします。 

エ 改善点 

各県人会の活動に関する記事がほとんどなく、フォロワーも少ない。根本

的な見直しが必要である。 

 

(9) 名称 「とくしま『女性のチカラ』応援部」 

ア 所管課 男女参画・人権課 

イ ＳＮＳの種類 フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

男女共同参画に係る施策紹介やイベントの告知・募集等の発信ツール

として活用し，より一層の広報活動の充実を図り，男女共同参画推進に

繋げることを目指します。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

女性活躍推進事業に関するイベント 

県立男女共同参画交流センターでの講座情報をはじめとするお知らせ 

県の男女共同参画施策等に係る情報 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：男女参画・人権課 

担当者：男女参画・人権課の職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：随時 

対応時間：原則として、水曜日～月曜日の午前９時３０分から午後６

時１５分まで（年末年始を除く）としますが，この時間以

外にも投稿する場合があります。 

(エ) 意見や質問への対応方法 

タイムラインへの投稿はできません。 

投稿に対するコメントは可能です。 

コメントに対する返信は，原則行っておりませんので予めご了承くだ

さい。 

エ 改善点 

「とくしま女性のチカラ応援部」というアカウント名からは、幅広く男女



181 

 

共同参画に関する活動を取り上げているＳＮＳを想起させるが、内容は、県

有施設である「ときわプラザ」に関する情報発信のみである。ときわプラザ

は「男女共同参画センター」であり、その役割を担っていることは事実であ

るが、徳島県のホームページに掲載されているウェブサイト「徳島はたらく

女性応援ネット」との関連付けをするなど、根本的な見直しが必要である。 

 

(10) 名称 「ＬＥＤバレイ徳島」 

ア 所管課 新未来産業課 

イ ＳＮＳの種類 フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県のＬＥＤ関連の取組や情報について発信することにより、「ＬＥ

Ｄバレイ構想」をＰＲし、本県のＬＥＤ関連産業の振興とブランド化に

つなげることを目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

ＬＥＤに関する情報（イベント、企業・製品、「光の八十八ヶ所めぐり」

等）を発信します。 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：新未来産業課 

担当者：新未来産業課職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

投稿やコメント等に対しては、必要に応じて担当者が返信等の対応を

するものとします。「投稿禁止事項」に掲げる不適切な投稿やコメントを

発見した場合は、事前に通知することなく投稿やコメントの削除その他

必要な措置をとることができるものとします。 

エ 改善点 

投稿数が少なく、根本的な見直しが必要である。 
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(11) 名称 「橋の博物館とくしま」 

ア 所管課 高規格道路課 

イ ＳＮＳの種類 フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島には吉野川をはじめたくさんの川があり、そこには、それぞれ当

時の最新工法を駆使した、多種多様な橋が架けられ、まさに 「橋の博物

館」となっていることから、徳島の橋の持つ魅力を再発見するとともに

ＰＲすることを目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

徳島県内の橋に関する情報やイベント等に関するお知らせ 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：徳島県県土整備部高規格道路課 

担当者：同課の職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

投稿やコメント等に対しては、必要に応じて返信等の対応をするもの

とします。コメントとしていただいた質問については、なるべく回答い

たしますが、すべてに回答することはお約束できませんので予めご了承

ください。 

エ 改善点 

２０１７年３月以降、記事の掲載はなく、調査票によると、今後は、県の

ホームページにおけるウェブサイト「橋の博物館とくしま」において情報発

信するとのことである。速やかに県のホームページにおける「ソーシャルメ

ディア一覧」から削除すべきである。 

 

(12) 名称 「まったなし住まいの耐震化」 

ア 所管課 住宅課建築指導室 

イ ＳＮＳの種類 フェイスブック 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 
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住宅や建築物の耐震化に関する支援制度の情報、相談会の開催案内、

ブロック塀等に関する地域の安全確保の取組状況等について、Ｆａｃｅｂｏ

ｏｋ を活用した情報発信を行い耐震化の促進を図る。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

住宅や建築物の耐震化に関する支援制度の情報、相談会の開催案内、

ブロック塀等に関する地域の安全確保の取組状況等 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：徳島県県土整備部住宅課建築指導室 

担当者：徳島県県土整備部住宅課建築指導室担当職員 

情報発信の頻度・タイミング：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

コメントに対する返信は，原則として行いませんので，予めご了承く

ださい。対応時間は，原則として，平日の午前８時３０分から午後６時

１５分までとしますが，この時間以外にも投稿する場合があります。 

エ 改善点 

(ア)  住まいの耐震化に関するイベント、講習会の告知が発信され、徳島県の

ホームペ－ジにおけるウェブサイト「まったなし住まいの耐震化」に誘導

する役割も担っているが、フォロワー数は６０人余りに留まっており、活

用度は高くない。当アカウントにおいても、ウェブサイトにおいても、告

知、制度紹介、データの紹介がほとんどの内容であり、住宅の耐震化工事

を具体的に想像できる内容とはなっていない。例えば、移住に伴い、中古

住宅を購入して耐震化をした場合の具体例を掲載するなど閲覧者が耐震

化工事を身近なものとして感じられる工夫が必要である。さらに徳島県の

ホームページに掲載されている「とくしま住宅相談ガイド」「徳島の空き家対

策総合サイト」「徳島県居住支援協議会」との関連付けも検討すべきである。 

(イ)  現状では、耐震化に関心を持つ住民が当アカウントを知る方法は極めて

限定されている。内容を再検討した上で１９５ページ(9)記載の方法等によ

り、住民との接点を作る方法を検討し、ユーザーの増加を図るべきである。 
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(13) 名称 「徳島県‐新型コロナ対策パーソナルサポート」 

ア 所管課 健康づくり課 

イ ＳＮＳの種類 ライン 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

県民一人ひとりにあわせた「新型コロナウイルス感染症」に関する情

報提供を行うことを目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

「新型コロナウイルス感染症」に関する情報提供など 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：健康づくり課等 

担当者：健康づくり課の職員等 

情報発信の頻度・タイミングなど：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

コメントに対する返信は、原則、行っておりませんので予めご了承く

ださい。 

エ 改善点 

 「情報を登録する」というコーナーがあり、氏名、電話番号、性別等を入

力し、送信することとされているが、この送信を行った場合、どこに送られ

るのか、何らかの返信があるのか、何に登録されるのか等不明点が多く、適

切な説明を加えることが必要である。 

 

(14) 名称 「徳島県名古屋事務所のブログ」 

ア 所管課 関西本部名古屋事務所 

イ ＳＮＳの種類 ブログ 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

徳島県名古屋事務所や徳島県名古屋物産センターに関する情報を発信

することにより，徳島県の魅力を知ってもらうことを目的としています。 

(イ) 情報発信の項目・内容 

名古屋で開催される徳島県関係のイベント等の行事、徳島県に関する



185 

 

情報やお知らせ 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：徳島県名古屋事務所 

担当者：徳島県名古屋事務所職員 

情報発信の頻度・タイミングなど：イベント開催前，随時更新 

(エ) 意見や質問への対応方法 

投稿やコメント等に対しては、必要に応じて返信等の対応をするもの

とします。 

エ 改善点 

アンテナショップ、中部徳島県人会、観光案内などが掲載されている。ブ

ログは、更新情報をユーザーが得ることが難しい等の理由により、近年、発

信ツールとしての魅力は薄れており、デザインの古さも目立ってしまう。Ｓ

ＮＳの選択、情報を提供する対象者等の再考が必要である。 

 

(15) 名称 「とくしまゼロ作戦」 

ア 所管課 とくしまゼロ作戦課 

イ ＳＮＳの種類 ユーチューブ 

ウ 利用方針 作成されていたが県のホームページにおいては掲載されていな

かった。 

エ 改善点 

徳島県内の自治体職員向けの災害関連の研修動画であるが、動画の運用は

終了しているとのことである。県のホームページの「ソーシャルメディア一

覧」から削除するべきである。 

 

(16) 名称 「ａｗａもくよんプロジェクト」 

ア 所管課 住宅課 

イ ＳＮＳの種類 ユーチューブ 

ウ 利用方針における記載事項（原文のまま） 

(ア) 情報発信を行う目的 

ａｗａもくよんプロジェクトに関する様々な情報を動画で配信するこ

とを目的としています。 
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(イ) 情報発信の項目・内容 

ａｗａもくよんプロジェクト設計競技に関する情報 

その他必要な情報 

(ウ) 情報発信の方法 

担当所属：住宅課 

担当者：住宅課の職員等 

情報発信の頻度・タイミング：随時 

(エ) 意見や質問への対応方法 

各動画に対するコメントや評価等は原則受け付けておりませんので、

予めご了承ください。 

エ 改善点 

県営住宅新浜町団地の建替事業や周辺の施設整備等の一連の事業を「ａｗ

ａもくよんプロジェクト」と称し、建築関係者等に対し、審査の告知やドロー

ン撮影による敷地の紹介を動画で行い、その動画をアップしているものであ

る。事業記録としても興味深いものであるが、事業の趣旨の説明箇所や動画

の時系列等、当該プロジェクトに関わりがなかった者にも分かりやすいよう

説明を加える等工夫を願いたい。 

 

(17) 名称 「マチ★アソビ」 

（令和３年２月１日現在、ソーシャルメディア一覧からは削除されている。） 

ア 所管課 にぎわいづくり課 

イ ＳＮＳの種類 ツイッター 

ウ 利用方針 作成されていない。 

エ 改善点 

所管課の説明によると、アニメまつり実行委員会が運営しているツイッ

ターであり、徳島県が運営するツイッターではなかったとのことであるが、

なぜ徳島県（指定管理及び外部団体を含む）によるソーシャルメディア一覧

に掲載されることになったのか詳細は不明であるとのことであった。 

 この点、ソーシャルメディア一覧に掲載されていたのは、マチ★アソビは、

２００９年に初めて開催されたイベントであるところ、初回は徳島県が主催

しており、その後の主催者であるアニメまつり実行委員会の事務局も、徳島
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県観光政策課内に設けられていたことからであると考えられる。 

 ソーシャルメディア一覧に掲載されるようになったのが上記のような経緯

であるのであれば、アニメまつり実行委員会が運営するツイッターであっても

徳島県ソーシャルメディア一覧に掲載されていたこと自体は、特に問題はな

かったと考えられる。もっとも、事務局が徳島県観光政策課（現在はにぎわい

づくり課）内に設けられていた以上、外部からは徳島県と一定の関係があると

見られてもやむを得ないのであり、利用方針の作成について、徳島県ソーシャ

ルメディアガイドライン５（６）に基づき、ガイドラインに準じた適切な利用

がされていなかったのであれば問題があったと言わざるを得ない。 
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第３ 監査の結果及び意見 

 

１ 全般的に見直しが必要な点について 

 

(1) 正確なＳＮＳの把握及びソーシャルメディア一覧への掲載について 

前述したとおり、川口ダム自然エネルギーミュージアムについては、ホーム

ページだけでなく、フェイスブック等のＳＮＳも活用されているが、徳島県ソー

シャルメディア一覧には掲載されていない。適切な情報発信を行うためには、

徳島県が運営するＳＮＳの正確な把握が欠かせない。徳島県以外の組織が運営

しているＳＮＳであっても、委託事業を受託した団体や県の関係団体が運営し

ているＳＮＳについては、適宜、ソーシャルメディア一覧に掲載することが望

ましい（県庁内に事務局が設けられているイベントのＳＮＳについても同様で

ある。）。 

 なお、外部団体が運営するＳＮＳにおいても、ソーシャルメディア利用ガイ

ドラインでは、「ガイドラインに準じて適切に利用するよう努めること」が求め

られている点に留意すべきである。 

 

（意見１３） 

 徳島県ソーシャルメディア一覧に掲載されていないＳＮＳが存在しているた

め、正確なＳＮＳを把握するとともに、原則として全ＳＮＳをソーシャルメディ

ア一覧に掲載すべきである。 

 

(2) 各ＳＮＳの役割の見直しについて 

ＳＮＳは、自由な発信や新しい情報発信の窓口を立ち上げる際、その容易さ

が特徴であるが、一方では、観光、Ｕターン・Ｉターン、育児関連等、各ジャ

ンルにおいて、どのウェブサイト、ＳＮＳが中心となって情報発信をするのか、

ウェブサイト、ＳＮＳをどのように関連付けするのか、ＳＮＳで情報発信を完

結させるのか、あるいはホームページに誘導するのかといった論理的構成を明

確にしておかないと、ユーザーにとってはＳＮＳを利用して自治体が何をしよ

うとしているのか意図が伝わらず、ユーザーが増加しないまま、更新回数が少

なくなるケースがある。 
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 １４０ページ(1)記載の「プララ」や１８０ページ(9)記載の「とくしま『女

性のチカラ』応援部」については、本来の趣旨からすると幅広くボランティア

活動や女性の社会進出活動に関する情報発信の役割を担うべきＳＮＳであるた

め、関連するウェブサイトや団体の情報発信と連携し、関心のある層へ幅広く

情報発信を行うべきであるが、現段階での情報発信の内容は、特定の施設に関

する内容に限定されており、本来の趣旨を果たせていない。また１１７ページ

(2)記載の「とくしまはぐくみネット」においては、ＳＮＳでの情報発信の回数

が少なく、関連するウェブサイトにおいて更新された情報を十分に伝えること

ができていない。 

 今後、各ジャンルにおいて、部、課、あるいは関連する外部の団体を横断し

た議論が必要であり、各ジャンルにおいて、どのウェブサイト、ＳＮＳを中心

に情報発信をするのか、関連するウェブサイトや団体の情報発信との連携をど

のように行うのかといった点を明確にし、ユーザーの立場に立ったウェブサイ

ト、ＳＮＳの体系を再構築する必要がある。また、ウェブサイトやＳＮＳを新

たに立ち上げたものの、予測に反して反響が少なく、廃止を検討せざるを得な

いケースもある。このため、ウェブサイトやＳＮＳ全般を総合的に管理し、継

続的に検証を行い、調整機能を果たす役割も必要である。 

 

（意見１４） 

 各ジャンルにおいて、どのウェブサイト、ＳＮＳを中心に情報発信するのか、

それぞれの役割等を明確にし、ウェブサイト、ＳＮＳ全体の構成を再構築する

必要がある。 

 

（意見１５） 

 ウェブサイト、ＳＮＳ全般を総合的に管理し、継続的に検証を行い、調整機

能を果たす役割を明確化する必要がある。 

 

(3) 不要なＳＮＳ 

開設されたものの、ほとんど更新がされていないが、県のホームページの「徳

島県ソーシャルメディア一覧」に掲載されているＳＮＳが複数存在する。この

ようなＳＮＳを放置すると、住民に対して、この分野について行政は積極的に
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取り組む意欲がないという印象を与えかねない。各ＳＮＳの意義を見直し、不

要なＳＮＳについては早急に廃止すべきである。 

 

（意見１６） 

 ＳＮＳ全般を見直し、不要なＳＮＳについては廃止すべきである。 

 

(4) 追加、強化すべきＳＮＳ 

事業者の分野や高齢者福祉の分野においては、その分野に特化したＳＮＳが

存在せず、育児や障がい者福祉の分野においてはＳＮＳによる情報発信は乏し

い。ＳＮＳは情報の拡散力に優れているため、制度の新設、改変等の際、速や

かに幅広く情報を伝達する、あるいは情報を詳細に掲載したホームページ等に

誘導する手段として積極的に活用すべきである。例えば、事業者の分野におい

ては、新型コロナウイルスに関連し、事業者を支援する本県独自の制度が設け

られ、県のホームページにおいて公表されている。しかし、事業者が日々、県

のホームページにアクセスするわけではなく、制度が設けられたこと、その後、

期日が延長されたことなどに関する情報を、事業者が県から得ることができた

可能性は限定されている。このようなケースにおいて情報格差を少しでも解消

するためには、事業者向けのＳＮＳを開設し、登録者数を増やした上で、ＳＮ

Ｓを利用してタイムリーにホームページに誘導する手法が望ましい。その他の

あらゆる分野においても、ホームページにおいて情報を掲載したことで情報開

示、伝達の責務を果たしたと考えるのではなく、可能な限り情報格差が生じな

いようＳＮＳをどのように活用すべきか、検討が必要である。 

 

（意見１７） 

 ＳＮＳでの情報発信が有効と考えられるが、ＳＮＳが活用できていないジャ

ンルについて、ＳＮＳの開設、強化が必要である。 

 

 

(5) 新しいウェブサイト、ＳＮＳを作成する際のルールについて 

令和２年２月に「ＴＯＫＵＳＨＩＭＡ－ＲＥＮ」というウェブサイトが立ち上げら

れた。 
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 当ウェブサイトの目的は、徳島ファン創出、拡大を目指し、県外にいながら

でも県内の地域や地域の人々と多様に関わり、趣味やスキルを生かして地域に

多様に関わる関係人口を増加し、地域の取組や課題を徳島ファンと共に共有し、

解決しようとするとのことである。具体的には、氏名、メールアドレス、プロ

フィール、スキル等についてウェブサイトを通して登録するよう促し、徳島ファ

ンとなった登録者に対して徳島県内の地域の課題についてのメッセージを発信

することを期待し、また地域から徳島ファンに対してメッセージを発信するこ

とを通して、地域の情報発信及び徳島ファンと共に課題に取り組むことを目的

としている。しかし、当ウェブサイトのスタートから約１０か月が経過した時

点において、徳島ファンとの頻繁な交流には繋がっていない。担当課から意見

を聴取したところ、現在、是正を進めているとのことであるが、当ウェブサイ

トの準備、見直しの時点において、下記の問題点があり、これらの問題点につ

いては、当ウェブサイト特有の問題ではなく、新しくウェブサイトやＳＮＳを

立ち上げる際の共通した問題点であると考えられる。検討の上、ルール化を望

みたい。 

 

ア  徳島ファンとして登録することにより、何を求められるのか、はっきり

しない。ウェブサイトには地域のプロジェクトについて掲載されているが、

プロジェクトの紹介に留まっているケースもあり、徳島ファンに対して何

を求めているのか明確に伝えることができていない。この点については、

当ウェブサイトの根幹に関わる問題であり、担当課内の議論のみではなく、

課の枠を超えた幅広い意見聴取を行いクリアしなければならなかった課題

である。ウェブサイト、ＳＮＳの準備段階において、担当課内での評価の

みではなく、より客観的な意見聴取を行うようルール化が必要である。 

イ  当ウェブサイトは、県のホームページ上の「おすすめ情報」には掲載さ

れておらず、「関連リンク」にも掲載されていなかった。県のホームページ

において掲載されているウェブサイト「ＡＷＡＩＲＯ」「住んでみんで徳島

で！」には、関連サイトとして掲載されていたが、それだけでは当ウェブ

サイトの周知方法としては、あまりに手薄である。ウェブサイト、ＳＮＳ

については準備段階において、効果的な周知方法の検討が不可欠であり、

立ち上げ後も不断の検証が必要である。 
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ウ  当ウェブサイトにおいては、上記記載のように個人情報の登録を求めて

いるが、県のホームページのサイトポリシーへのサイト移動による個人情

報の取扱いについては記載があるが、独自の記載はない。個人情報保護条

例上、誰がどのような目的で個人情報を利用するのか等を記載すべきであ

ることは当然であり、早急な改善が求められる。ウェブサイト、ＳＮＳの

準備段階においては、個人情報の取扱いについての審査をルール化すべき

である。 

エ  当ウェブサイトにおいては、スタートから約１０か月が経過し登録者と

の交流が活発に行われていないという状況にもかかわらず、根本的な見直

しはなされていない。ウェブサイト、ＳＮＳにおいては、当初の目論見を

外してしまうケースも十分にあり得るため、準備段階より中間的な見直し

を想定しておく必要がある。中間的な見直しについて、ルール化する必要

がある。 

オ  １７７ページ(5)記載のＳＮＳ「徳島県の地方分権改革」、１７１ページ

(5)記載のＳＮＳ「みんなで創る徳島県」については、当ウェブサイトと趣

旨が重なる部分もある。これらのＳＮＳについては、十分な活用がなされ

ていないため、廃止をも検討すべきであるが、廃止となれば、行政がこの

分野についてやる気をなくしたとのマイナスイメージを発信してしまう可

能性もある。当ウェブサイトをスタートするに当たっては、当ウェブサイ

トにこれらのＳＮＳを統合するということも検討すべきであった。そうす

ることにより廃止よりもイメージダウンの影響は少なく、またＳＮＳの

ユーザーを当ウェブサイトに誘導する効果も考えられる。ウェブサイト、

ＳＮＳをスタートさせるに当たっては、選択と集中の観点が必要であり、

ウェブサイト、ＳＮＳを乱立させないルールが必要である。 

 

（意見１８） 

 新たにＳＮＳ、ウェブサイトをスタートさせるに当たっては、内容につ

いて課の枠を超えた客観的な評価を行うこと、周知方法について十分に検

討すること、個人情報保護条例からのチェック、中間的な見直しの想定、

乱立を避けるという観点が必要であり、これらについてはルール化すべき

である。 
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(6) 徳島県ソーシャルメディアガイドラインの見直し 

ア  １６５ページ(4)記載のあすたむらんど徳島のツイッター以外のＳＮＳ

は、県のホームページにおける「ソーシャルメディア一覧」に掲載されて

いない。そもそも、徳島県ソーシャルメディア利用ガイドラインには「徳

島県公式」という記載があるが、その定義は明確ではない。同ガイドライ

ンにおいて「徳島県公式」の定義を明らかにし、徳島県公式に該当するＳ

ＮＳを抽出し、ソーシャルメディア一覧との関連も明らかにするべきである。 

イ  ＳＮＳの中には、プロフィール等の記載がない、もしくは不足している

ため、何を伝えることを目的としているのか分かりづらいものが多い。県

の公式ＳＮＳであることも考慮すれば、プロフィールの記載、アイコン、

カバー写真、関連するウェブサイトのＵＲＬを掲載することは必須であり、

徳島県ソーシャルメディアガイドラインにおいて規定すべきである。 

ウ  徳島県ソーシャルメディアガイドラインにおいては「公式と分かりやす

いように、各タイトルには必ず徳島県公式を冠すること」と規定されてい

るが、ほとんどのＳＮＳにおいて守られていない。全てのＳＮＳのアカウ

ント名に「徳島県公式」と付すことは現実的ではなく、規定を再検討すべ

きである。 

エ  「利用しているソーシャルメディアのアカウントのプロフィール欄など

に、県の公式ホームページのＵＲＬを記載すること」との規定もあるが、

誘導したいホームページが県の公式ホームページ以外であるケースも多く、

併記すると分かりづらくなるケースもあり、規定を再検討すべきである。 

オ  調査票の回答によれば、ほとんどのＳＮＳにおいてリーチ数等の分析が

行われていない。情報伝達の対象とする層に情報が届いているか否かを分

析し、ＳＮＳの有効性を判断するためには、リーチ数等の目標設定、分析

が必要であり、グーグルアナリティクスや各ＳＮＳの分析ツールを活用す

るよう、徳島県ソーシャルメディアガイドラインに規定すべきである。 

 

（意見１９） 

 徳島県ソーシャルメディアガイドラインは、実態とかけ離れている規定

や追加すべき規定があり、見直しが必要である。 
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(7) 全庁挙げての取組体制 

ＳＮＳ全体をとおして、現状ではフォロワー数は多いとは言えない。フォロ

ワー数を急激に増やす魔法の手段はなく、内容面での充実も課題ではあるが、

あらゆる機会を捉え、ＳＮＳを全庁挙げて県内外にＰＲする必要がある。現状

では、関連するＳＮＳ間のフォローも十分ではなく、各分野において、どのよ

うなＳＮＳが存在し、どのＳＮＳ、ウェブサイトにおいて住民に情報提供を行

うのか、例えば、観光については、どのようなコンセプトで、どのＳＮＳ、ウェ

ブサイトが中心となるのか、全職員に共通した認識があるとは言い難い。「とく

しま－０(ゼロ)作戦」、本県における宿泊客数、人口減少を鑑みれば、本県にお

けるＳＮＳの重要性は言うまでもなく、全職員が徳島県公式とされるＳＮＳに

対して共通の認識を持つ取組が必要である。 

 

（意見２０） 

 現状では、各ＳＮＳ間の連携は薄く、県職員の認識も不十分である。少なく

とも各ジャンルにおいて中心となるウェブサイト、ＳＮＳについては全職員が

認識すべきであり、あらゆる機会を捉えてフォロワー数の増加を図る取組が必

要である。 

 

(8) 研修体制 

調査票の回答によれば、ＳＮＳに関する研修は行われていない。現状の本県

のＳＮＳの活用状況からすると、継続的な研修への取組が必要である。ネット

上公開されている島根県の取組においては、６つの課から検討グループメン

バーを構成し、「職員の知識・スキルに差があり、インターネット・ＳＮＳの特

性を生かした効果的な情報発信が行えていない」「発信する情報が、分かりやす

い・興味を引くものになっていない」といった現状分析から、どのような研修

を行うことが効果的かという提案までの過程が公開されている。本県において

も、研修についての検討が必要である。 

 

（意見２１） 

 ＳＮＳに関する研修が行われていない。継続的な研修への取組が必要である。 
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(9) 住民にとってのＳＮＳとの接点 

ＳＮＳのフォロワーを増加させるには、時間をかけた継続的な取組が必要で

あるが、災害に関連するＳＮＳについては、その重要性、必要性について、あ

らゆる機会において住民に説明し、フォロワー数を増加させる早急な取組が必

要である。この点について、各自治体においては様々な工夫がされており、宮

城県大郷町の公式ラインアカウントの画面においては、災害情報だけではなく、

子育てに関する情報、休日当番医に関する情報など、生活に身近な情報を組み

合わせ登録者数の増加を図っている。 

 また、熊本市は、公式ラインアカウントに登録する際に「防災サイト」は設

定されているが、「復興」「イベント」「しごと」「障がい」「高齢」「子育て」「健

康」の中から受け取りたい情報を選択することができる。本県においても、災

害に関するＳＮＳと他のジャンルのＳＮＳを組み合わせるなど、住民にとって、

必要性、利便性の高いＳＮＳとの接点を作ることによりフォロワー数を増加さ

せる取組が必要である。 
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  （出典：宮城県大郷町公式ラインアカウント）  （出典：熊本県熊本市公式ラインアカウント） 

 

（意見２２） 

現状では、住民がＳＮＳの存在を知る手段が極めて限定されている。災害に

関するＳＮＳのフォロワー数を増加させることは急務であり、また他のジャン

ルのＳＮＳを登録するきっかけにもなり得る。いずれにしても住民とＳＮＳと

の接点を作る工夫が必要である。 

 

(10) 県のホームページにおける「ソーシャルメディア一覧」について 

徳島県のホームページに掲載されている「ソーシャルメディア一覧」におい

ては、９５ページから９９ページに記載のようにツイッター、フェイスブック

等のＳＮＳの種類ごとにアカウントが掲載されており、閲覧者にとって、フォ

ローしたいアカウントを見つけやすい状態にはなっていない。仮に何らかの手
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法で「ソーシャルメディア一覧」に誘導したとしても、フォロワー数が増える

とは考えられない。ジャンルに分けた上で一覧できる等の工夫が必要であり、

下記例示を参考にされたい。 

 

（意見２３） 

 徳島県のホームページにおいて掲載されている「ソーシャルメディア一覧」

は、住民とＳＮＳとの接点のひとつであるが、フォローしたいアカウントを見

つけやすい状態ではない。改善が必要である。 

 

 

＜ソーシャルメディア一覧イメージ：監査人作成＞ 
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(11) 動画の位置付けについて 

徳島県がユーチューブにおいて公開している動画の中には、非常に再生回数

が多いコンテンツが存在する。「徳島県チャンネル」において公開されている

「Unspoiled nature, a landscape reminiscent of old Japan | Tokushima」

は２１２万回以上の再生回数を記録し、「にし阿波剣山・吉野川観光圏」におい

て公開されている「～Hidden Japan Iya-Valley and other Wonders Tokushima , 

Shikoku」は６５万回以上の再生回数を記録している。これらは、いずれも外国

人の観光客誘致のための動画であり、祖谷地方等の外国人観光客の増加に大き

く貢献した可能性もある。担当課によると、再生回数が大きく増加した要因と

しては、前者については、インフルエンサーによる記事拡散や誘導、ＳＮＳ広

告によるところが大きく、後者については、海外プロモーションや商談会で評

価が高かったことが再生回数につながったとのことである。これらは、今後も

外国人観光客の誘客のみならず、加工することにより国内観光向けにも活用す

べきであるし、民間の観光事業者においての利用も検討するなど、最大限の活

用を検討すべきである。 

 一方では、再生回数が極端に少ない動画も存在し、他のウェブサイトやＳＮ

Ｓとの関連も明確ではなく、ユーチューブチャンネルが「動画の置き場」との

印象を受けてしまうチャンネルも存在する。 

 今後、観光、Ｕターン・Ｉターン等、各分野において動画の活用は必須であ

り、上記のような動画の再生回数を増やすノウハウについて、各課において共

有する仕組みが必要であるし、動画とウェブサイトやＳＮＳとの関連付け、動

画をウェブサイトのどの部分に掲載することが効果的なのか、といった認識や

ノウハウの共有が必要である。 

 

（意見２４） 

 ユーチューブチャンネルにおいて公開されている動画の中には、再生回数が

非常に多いものがあり、最大限の有効活用を図るべきである。また、再生回数

が非常に少なく活用されていない動画も多く存在するため、ノウハウの共有が

必要である。 
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２ ジャンルごとに見直しが必要な点について 

 

(1) 防災に関するＳＮＳについて 

防災、危機管理に直接関係するＳＮＳは１００ページ(1)記載の「徳島県防災・

危機管理情報（ツイッター）」のみである。有事の際には、詳細な避難情報、支

援情報は県のホームページ上の「防災、安全、安心」にて行い、ホームページ

への誘導をツイッターで行うようマニュアルが作成されている。 

 現在、ツイッターのフォロワー数は、４,０００人余りに留まっており、有事

の際に十分な情報提供を行うことができる体制が整っているとは言い難い。ま

た特定のグループ内での情報共有の役割を果たす「すだちくんメール」の登録

者数が４４,０００人余りであることとも比較すると、所有する端末で災害に

関する情報を受け取ることに関する住民の関心は高く、当ツイッターのフォロ

ワー数を増加させることも十分に可能であると言える。他の自治体においては

１９５ページ(9)記載のとおり、災害以外の情報発信と組み合わせてラインの

登録者を増やすなどの取組も見られる。さらに１０１ページ記載のとおり、ツ

イッターのみではなく他のＳＮＳでの情報提供を行うべきであり、目標数を設

定した上で、あらゆる方法でＳＮＳにおける登録者数を増やすべきである。 

 

（意見２５） 

 防災に関するＳＮＳは県民にとって重要性が高く、目標数を設定した上で

フォロワー数を増加させる取組は急務である。またツイッター以外のＳＮＳに

おいても情報提供が必要である。 

 

(2) 食に関するＳＮＳについて 

食に関するＳＮＳについては、１次産業の発展、観光、移住等の分野におい

て非常に重要な役割を担っている。現状においてこの役割を担っているＳＮＳ

は、「阿波ふうど」であり、監査時点において県のホームページ上には、「阿波

ふうど」及び「阿波ふうどＡＷＡＦＯＯＤデータベース」のウェブサイトが掲載

されている。 

 ツイッター、フェイスブックにおいては、主に消費者向けに情報発信が行わ

れ、写真も美しく、更新も頻繁にされている。しかし、「阿波ふうど」のウェブ
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サイトにおいては、生産者向け、バイヤー向けの情報も多くを占めており、ツ

イッターやフェイスブックとリンクすべき徳島に移住された複数の方々が執筆

されている食材に関する質の高いブログが目立たなくなってしまっている。「阿

波ふうどＡＷＡＦＯＯＤデータベース」が事業者向けのウェブサイトという趣旨

であれば、事業者向けの情報は、「阿波ふうどＡＷＡＦＯＯＤデータベース」に集

約し、「阿波ふうど」は消費者向けの情報に特化し、ＳＮＳと分かりやすいリン

クを図るべきである。 

 食に関する情報発信は、各自治体ともに注力している分野であり、他の自治

体のＳＮＳ、ウェブサイトを参考にしながら、更なるフォロワー数の増加を望

みたい。 

 

（意見２６） 

 食に関するＳＮＳは、観光、Ｕターン、Ｉターンとも関連し、重要度が高い。

ＳＮＳでの発信内容は評価できるが、ウェブサイトについて内容の検討や整理

が必要である。 

 

(3) 観光に関するＳＮＳについて 

観光分野の情報発信は、国内観光客向けのＳＮＳとして「徳島あるでないで」、

インバウンド向けのＳＮＳとして「Ｄｉｓｃｏｖｅｒ Ｔｏｋｕｓｈｉｍａ」（他３言語対応

用）、県西部の観光情報に特化したＳＮＳとして「ゴーゴー剣山＆にし阿波」、

「にし阿波剣山・吉野川観光圏」、県南部の情報に特化したＳＮＳとして「みぎ

アゲｔｖ」が存在する。また徳島県のホームページに掲載されている観光情報

を網羅的に掲載している徳島県観光情報サイト「阿波ナビ」が存在する。これ

らに関しては、情報発信の対象者、対象地域は区分されているが、関連付けが

されておらず、「阿波ナビ」との関連も明確ではないため、徳島県への観光を検

討する者に対して、複数の観光スポットを抽出するための一元的な情報提供が

行われていない。今後、それぞれのＳＮＳ、ウェブサイトの役割、関連付けを

検討し、なおかつ関連付けをユーザーに分かりやすく示す工夫が必要である。

また、現状では、「Ｄｉｓｃｏｖｅｒ Ｔｏｋｕｓｈｉｍａ」の質が非常に高く、国内観光客

向けに「Ｄｉｓｃｏｖｅｒ Ｔｏｋｕｓｈｉｍａ」の日本語版を発信し、情報発信の中心と

することも検討すべきである。さらに１９８ページ(11)記載の再生回数の多い
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動画の活用も積極的に検討すべきである。 

 

（意見２７） 

 観光に関するウェブサイト、ＳＮＳは複数存在するが、それぞれを関連付け

し、一元化した情報提供が必要である。また「Ｄｉｓｃｏｖｅｒ Ｔｏｋｕｓｈｉｍａ」は

インバウンド向けではあるが、非常に質が高く、有効活用が求められる。 

 

(4) Ｕターン、Ｉターンに関するＳＮＳについて 

Ｕターン、Ｉターンに関する情報発信は、「ＡＷＡＩＲＯ」のＳＮＳ及びウェブ

サイト、「住んでみんで徳島で！」のＳＮＳ及びウェブサイトがその役割を担っ

ている。「ＡＷＡＩＲＯ」のウェブサイトにおいては、大学生を中心とするアンバ

サダーが徳島の観光地等を訪れ記事を掲載することが中心的な内容となってい

る。しかし、ウェブサイトに記載されている「徳島で生活すること・働くこと

をリアルに感じて想像する」ことによって、若者の定住を促進することが目的

ならば、徳島で働くことを選択した若者について、仕事や生活状況を中心に掲

載すべきであり、この観点が抜けている。またＳＮＳに関しては情報発信が少

ない。今後、改善が必要である。 

 「住んでみんで徳島で！」のＳＮＳについては、質の高い情報発信が行われ

ており、ウェブサイトも移住に関連する情報を網羅的に掲載している。しかし、

ほぼ全ての都道府県において、移住に関するＳＮＳ、ウェブサイトが存在し、

同じような情報が提供されている状況においては、徳島県として何を前面に押

し出して移住のＰＲをするのかという明確なコンセプトが必要であり、強いコ

ンセプトについては、現状のＳＮＳ、ウェブサイトからは伝わってこない。本

県への移住者は平成２９年度が１,２００人、３０年度は１,４０２人、令和元

年度には１,８４４人とされており、年々増加している。担当課において、移住

者に対して「移住前の情報収集」に関してアンケートを実施しており、ウェブ

サイト「住んでみんで徳島で！」やＳＮＳについて約４割が利用していたとの

結果を得ているが、ウェブサイトのどの情報が有用であったか、徳島のどの点

を評価して移住に至ったかという詳細な点については分析がなされていない。

今後、更に詳細な分析を行った上で、明確なコンセプトを策定し、ウェブサイ

ト、ＳＮＳを再構築すべきである。 
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（意見２８） 

 Ｕターン、Ｉターンに関するウェブサイト、ＳＮＳについては、多くの自治

体において同じような情報提供がなされている。本県においては、移住者が年々

増加しており、詳細なアンケートを実施し、本県のどの点を評価して移住に至っ

たのか分析し、明確なコンセプトを策定した上で、ウェブサイト、ＳＮＳを再

構築すべきである。 

 

(5) 出産、育児に関するＳＮＳについて 

現状における出産、育児等に関する情報発信は、「はぐくみネット」のＳＮＳ

及びウェブサイト「はぐくみネット」によって行われている。ウェブサイトに

よって網羅的に情報発信し、ＳＮＳによってウェブサイトの更新情報等に誘導

するのであれば、ＳＮＳの情報発信があまりに少ない。ＳＮＳによって少なく

ともウェブサイトの情報は掲載すべきであるし、ユーザーの立場からすると「こ

のようなことで困っていませんか」というような語り口での誘導が適切である。

今後、改善が必要である。 

 

（意見２９） 

 出産、育児に関するＳＮＳについては、十分な情報発信が行われていない。

ウェブサイトとの関連性も含め、検討が必要である。 

 

(6) 文化、音楽等に関するＳＮＳについて 

文化、音楽等に関するＳＮＳは、「文化の森総合公園」に関連するＳＮＳ、「ほ

う楽★ガールズ徳島」、「ジャズが流れる街徳島」、「徳島県民文化祭開催委員会

事務局」等、数多く存在する。一方、県のホームページにおいては、音楽、演

劇、美術、生活文化、カルチャースクール等に関する情報提供を行っているウェ

ブサイト「あわカル」が存在する。現状、これらは関連付けがなされておらず、

ＳＮＳのユーザーが関心を持つジャンルのイベント情報を網羅的に知ることが

できないし、関連付けされたイベントに気づき情報を拡散するという流れにも

なっていない。「あわカル」が徳島県の文化に関する総合的なウェブサイトとい

う位置付けであるならば、各ＳＮＳとの関連付けが必要であるし、関心のある

ジャンルの情報をユーザーに幅広く伝えるよう、仕組みの再構築が必要である。 
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（意見３０） 

 文化に関連するＳＮＳについては、それぞれのＳＮＳ、ウェブサイトの関連

付けが十分ではなく、住民が関心を持つジャンルのイベント情報等を幅広く入

手できる仕組みになっていない。総合的な情報発信の仕組みについて検討が必

要である。 

 

(7) 環境に関するＳＮＳについて 

現状、環境に関するＳＮＳは、「とくしま森林づくり県民会議」に関するＳＮ

Ｓ、「徳島県あわの水管理条例」に関するＳＮＳが存在する。また県のホーム

ページにおいては「とくしまの環境」という自然環境、環境問題、環境教育と

学習、環境行政に関するウェブサイトが存在する。現状は、これらは関連付け

がされておらず、環境問題に関心のあるＳＮＳのユーザーが、更に深い情報を

得るためにウェブサイトを検索するという流れにはなっていない。「とくしま

の環境」が徳島県の環境問題、環境学習に関する総合的なウェブサイトという

位置付けであるならば、各ＳＮＳとの関連付けが必要であるし、情報を幅広く

伝えるよう、仕組みの再構築が必要である。 

 

（意見３１） 

 環境に関連するＳＮＳについては、それぞれのＳＮＳ、ウェブサイトの関連

付けが十分ではなく、環境問題に関心のあるＳＮＳのユーザーが更に深い情報

を得るため、あるいは関連する情報を得るためにウェブサイトを検索するとい

う流れになっていない。総合的な情報発信の仕組みについて検討が必要である。 

  

(8) 若者を対象に発信するＳＮＳについて 

現状、若者向けのＳＮＳは、「とくしま『愛いっぱい・若者・あったか』ネッ

トワーク」、「徳島県危険ドラッグ１１０番」、「徳島県選挙管理委員会」等が存

在するが、いずれも若者の生命、健康、権利に関連する重要なＳＮＳである。

しかし、中学生、高校生の世代が自ら自治体のＳＮＳを検索するという可能性

は少なく、また相談窓口の電話番号を掲載し、連絡を待つという従来型の手法

も効果が薄く、近年は、ラインを利用したチャット型の相談が有効とされてい

る。この点について、若年層を対象とする自殺予防相談のラインアカウントに
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ついては、学校においてＱＲコードを配布し、相談件数を増やすなど一定の効

果を上げている。今後、若者向けの重要なＳＮＳについては、教育現場におい

て同時に登録を誘導するよう検討すべきである。 

 

（意見３２） 

 若者向けの重要なＳＮＳについては、ラインを利用した自殺予防相談が一定

の効果を上げており、今後、その他の重要なＳＮＳについても、教育現場にお

いて同時に登録を誘導するように検討すべきである。 

 

(9) ボランティアに関するＳＮＳについて 

現状、ボランティアに関するＳＮＳは、「プララ」と「とくしま県民活動プラ

ザ」であるが、いずれもとくしま県民活動プラザの活動内容の報告に留まって

いる。一方では、徳島県社会福祉協議会の中には、とくしまボランティア推進

センターがあり、同センターのウェブサイトにおいては、ボランティアの幅広

い活動が紹介されている。今後、同センターのウェブサイト等と関連付けを行

い、ボランティアや社会貢献活動に興味を有する層に幅広く情報発信するなど、

情報発信の仕組みについて、再構築が必要である。 

 

（意見３３） 

 ボランティアに関連するＳＮＳについては、施設における活動内容の報告に

留まっており、ボランティアに関心のあるＳＮＳのユーザーがボランティアに

関連する幅広い情報を得ることができる仕組みになっていない。総合的な情報

発信の仕組みについて検討が必要である。 

 

(10) ＩＣＴに関するＳＮＳについて 

現状、ＩＣＴに関するＳＮＳは、「徳島県オープンデータ」、「ＩＣＴ（愛して）

とくしま」等である。「徳島県オープンデータ」においては、まずはオープンデー

タの明確な定義付けが必要であり、その上で各ジャンルのオープンデータは、

どのような対象者に提供すれば有効に利活用され、また対象者に情報を届ける

には、どのような手法が効果的なのかという視点をもって検討すべきである。

また「ＩＣＴ（愛して）とくしま」については、イベントの情報発信をとおし
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てＩＴに関連する人材の交流、人材の育成を図ることを目的とするのであれば、

ＩＴ技術者の紹介を加える、Ｕターン、Ｉターン等のウェブサイト、ＳＮＳと

の関連付けを検討する等、情報発信の対象者を明確にした上で、情報発信の手

法を再検討すべきである。 

 

（意見３４） 

 オープンデータに関するＳＮＳについては、オープンデータの定義を明確に

し、どのような方法で各ジャンルのオープンデータをユーザーに提供するか、

検討すべきである。 

 

（意見３５） 

 ＩＣＴに関するＳＮＳについては、人材の交流、育成を目的とするのであれ

ば、Ｕターン、Ｉターンのウェブサイト、ＳＮＳと関連付けを図る等、情報発

信の手法を検討すべきである。 

 

(11) 学校に関するＳＮＳについて 

テクノスクールに関するＳＮＳについては、授業内容や活動内容が分かりや

すく情報発信されており、入学を検討する者にとって有用な情報提供となって

いる。他のＳＮＳと同様、ＳＮＳと住民の接点については、今後、更なる検討

が必要である。 

 

（意見３６） 

 テクノスクールに関するＳＮＳについては、他のＳＮＳと同様、ＳＮＳと住

民との接点について、更に検討が必要である。 

 

(12) 農業に関するＳＮＳについて 

農業に関するＳＮＳの情報提供の内容は、対象地域の農業従事者に対するセ

ミナーやイベントであるが、消費者や新規就農者も対象としたいとの意向であ

り、今後、作物の生育状況や作物の特徴等、幅広く情報提供を行うことを検討

すべきである。 
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（意見３７） 

 農業に関するＳＮＳについては、今後、消費者や新規就農者も対象とするた

めに、作物の生育状況や作物の特徴等、情報の幅を広げることを検討すべきで

ある。 

 

(13) 地域活性化に関するＳＮＳについて 

地域活性化に関するＳＮＳについては、情報発信の内容がイベントやセミ

ナーの紹介が中心になる等、情報発信の目的を果たすことができているとは言

い難い。アカウントの担当者が、地域における魅力を再発見し、情報提供を継

続することには限界があるし、またアカウント単独の情報発信を継続できたと

しても、移住、定住や観光の促進につなげることは難しい。移住、定住や観光

の促進に関連するウェブサイト、ＳＮＳは多く存在し、その中で補助的な役割

を果たすということも検討すべきであり、いずれにしても県全体のウェブサイ

ト、ＳＮＳにおける情報発信において、地域活性化に関するＳＮＳが果たすべ

き役割を再検討すべきである。 

 

（意見３８） 

 地域活性化に関するＳＮＳについては、単独での継続的な情報発信や定住等

の効果につなげる点において難しい側面が存在する。今後、県全体のウェブサ

イト、ＳＮＳにおいて果たすべき役割を再検討すべきである。 

 

(14) 生涯学習に関するＳＮＳについて 

生涯学習に関するＳＮＳについては、生涯学習に興味を有するユーザーが参

加したいジャンルの講座を探すに当たって、何を見れば網羅的な検索が可能か

について、適切な誘導ができていない。今後、「あわカル」を含め、ウェブサイ

ト、ＳＮＳの役割の再検討が必要である。 

 

（意見３９） 

 生涯学習に興味を有するユーザーに対して、興味を有する内容の講座を網羅

的に情報提供できるよう、ウェブサイト、ＳＮＳの役割を再検討すべきである。 
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(15) 消費者情報に関するＳＮＳについて 

消費者情報に関するＳＮＳは、「とくしまエシカル消費普及推進プロジェク

ト」と「とくしま消費者行政プラットホーム」である。前者は提供する情報の

内容に独自性がなく、後者は消費者庁新未来創造戦略本部に関する情報と悪質

商法等に関する情報が混在している。両者ともに情報提供の中身について再検

討が必要である。 

 

（意見４０） 

 消費者情報に関するＳＮＳについては、情報提供の内容に独自性がない、情

報が混在しているといった問題があり、情報提供の中身について再検討が必要

である。 

 

(16) 施設情報に関するＳＮＳについて 

施設情報に関するＳＮＳについては、利用方針が作成されていないものやＳ

ＮＳの一部が徳島県のホームページの「ソーシャルメディア一覧」に掲載され

ていないケースもある。指定管理者等に管理を委託している施設であっても、

徳島県ソーシャルメディアガイドラインに準じた適切な利用が必要であり、施

設関連のＳＮＳ全般について、見直しが必要である。 

 

（意見４１） 

 施設情報に関するＳＮＳについては、指定管理者等に管理を委託していたと

しても徳島県ソーシャルメディアガイドラインに準じた適切な利用が必要であ

り、施設全般について見直しが必要である。 

 

(17) 県政全般に関するＳＮＳについて 

県政全般に関するＳＮＳについては、「徳島県」のツイッターに関してはフォ

ロワー数が圧倒的に多いため、他のＳＮＳ等に誘導する役割も果たすべきであ

る。その他のＳＮＳについては、コンセプトや誘導がはっきりしないものも多

く、情報発信の内容や誘導について、再検討が必要である。 
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（意見４２） 

 県政全般に関するＳＮＳについては、「徳島県」のツイッターに関しては、他

のＳＮＳへの誘導の役割を果たすべきである。その他のＳＮＳについては、情

報発信の内容や誘導について再検討が必要である。 
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第４ 結論 

 

総論でも述べたとおり、自治体による情報発信については、従前の自治体による

一方的な情報発信から、自治体と住民の双方向的な利活用が志向されるようにな

るとともに、自治体が有する大量の情報を適時適切に発信することがますます重

要となってきている。ＳＮＳは、こうした要請に応えうる重要な情報ツールと位置

付けることができよう。 

 報道によれば、新型コロナウイルスの影響は本県の経済にも深刻な影響を与え、

宿泊業者の約３割が廃業を検討しているとの記事もある。このような状況下にお

いて、自治体が運営するＳＮＳは、移住、観光等の分野において重要な影響力を持

ち、事業者、住民の命運を握る一部といっても過言ではない。また災害の分野にお

いても、ＳＮＳを使った避難訓練やハッシュタグを利用した情報収集など、その役

割は更に重要度を増している。 

 本県のＳＮＳの状況は、前述のとおり、どの分野において、どのＳＮＳ、ウェブ

サイトがどのような役割を果たすのか、どのように連携するのかといった点が明

確ではなく、効果的な情報発信が行われているとは言い難い。また、研修が十分に

行われておらず、質の高いコンテンツがあるものの、アカウントの管理や説明等に

不備もあり、多くのフォロワーを獲得するには至っていない。 

 本監査に当たっては、監査の過程において担当課に改善を要望し、既に対応に着

手され、方向性が示されている点もある。今後、上述の点を更に検討、改善し、県

職員全員が各分野においてどのようなＳＮＳ、ウェブサイトが存在するかを十分

に理解し、全庁一丸となって県内外にＰＲをする必要がある。 

 また、ソーシャルメディア一覧については、監査人の意見も参考に従前のものと

比較すると格段に利便性が向上しているが、ウェブアクセシビリティの観点から

しても、ＳＮＳに関する情報提供の窓口については、住民をはじめとするすべての

利用者にとって、より分かりやすいものにすることは当然として、より関心を惹き

興味をもってもらえるよう親しみやすいものとする改善を継続されたい。 
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  データ利活用について 

 

第１ オープンデータの取組 

 

１ 事業の概要 

 

県では、政府の電子行政オープンデータ戦略（平成２４年７月４日 高度情報

通信ネットワーク社会推進戦略本部決定）等に基づくオープンデータの取組推進

に合わせて、平成２６年度からオープンデータ推進事業に着手し、平成２７年４

月から徳島県オープンデータポータルサイト「Ｏｕｒ Ｏｐｅｎ Ｄａｔａ」の運用を開始

している。 

 その後、平成２８年１２月に官民データ活用推進基本法が施行されたことに伴

い、県は平成３０年に「とくしま新未来データ活用推進戦略」を策定し、同戦略

の基本施策の一つにオープンデータの推進を位置付けている。 

 官民データ活用推進基本法第１１条第１項は「国及び地方公共団体は、自らが

保有する官民データについて、個人及び法人の権利利益、国の安全等が害される

ことのないようにしつつ、国民がインターネットその他の高度情報通信ネット

ワークを通じて容易に利用できるよう、必要な措置を講ずるものとする。」と規定

し、同条第２項は「事業者は、自らが保有する官民データであって公益の増進に

資するものについて、個人及び法人の権利利益、国の安全等が害されることのな

いようにしつつ、国民がインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通

じて容易に利用できるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」と規定

しているところ、県では、オープンデータ整備推進とオープンデータ利活用促進

の両面からオープンデータを推進している。 

 オープンデータの推進を含む「とくしま新未来データ活用推進戦略」の各施策

の進捗状況等の確認は、徳島県ＩＣＴ推進本部内の官民データ活用推進会議が

担っている。 
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２ オープンデータの整備推進実績 

 

オープンデータ整備推進の具体的内容は「Ｏｕｒ Ｏｐｅｎ Ｄａｔａ」の各サイトに公

共データ等を一元的に集め公開することであり、公開されるデータは①データカ

タログ（オープンデータ化した県や市町村等の公共データ）②アプリマーケット

（オープンデータを利活用したアプリ）③アイデアボックス（オープンデータに

関するアイデア・ニーズ）の３つに分類されている。 

 なお、オープンデータとは、国、地方公共団体及び事業者が保有する官民デー

タのうち、国民誰もがインターネット等を通じて容易に利用（加工、編集、再配

布等）できるよう、次のいずれの項目にも該当する形で公開されたデータと定義

されている。 

  １．営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの 

  ２．機械判読に適したもの 

  ３．無償で利用できるもの 

 令和２年２月４日時点の「Ｏｕｒ Ｏｐｅｎ Ｄａｔａ」での公開状況は、データカタロ

グが１,２５１件、アプリマーケットが３４８件、アイデアボックスが２８件であ

る。 

 

 

３ オープンデータの掲載基準及び掲載手続について 

 

県では、徳島県オープンデータポータルサイト利用規約において、「法令、条例

又は公序良俗に反するコンテンツ」及び「徳島県及び県民の安全に脅威を与える

コンテンツ」の掲載を禁止している。 

 県においてオープンデータを「Ｏｕｒ Ｏｐｅｎ Ｄａｔａ」に掲載する場合は、各課が、

県が指定したメールアドレスとパスワードによりログインして掲載を行っている。 

 市町村においてオープンデータを「Ｏｕｒ Ｏｐｅｎ Ｄａｔａ」に掲載する場合は、市

町村からの申し込みに対し、県が指定したメールアドレスとパスワードを市町村

に通知し、市町村がログインして掲載を行っている。 

 事業者においてオープンデータを「Ｏｕｒ Ｏｐｅｎ Ｄａｔａ」に掲載する場合は、事

業者のグーグルアカウント等を使用してログインし、事業者が掲載を行っている。 
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 上記利用規約への該当性については、統計データ課が確認しているところ、過

去に利用規約の違反実績はないとのことである。 

 また、県では、令和２年１２月２日に、オープンデータを掲載した市町村に対

し、最新データの更新を依頼している。 

 

 
４ 市町村が掲載したオープンデータについて 

 

県は、市町村に対して、会議において周知するとともに、市町村のオープンデー

タの担当者を直接訪問し、「Ｏｕｒ Ｏｐｅｎ Ｄａｔａ」への掲載を依頼している。なお、

徳島市、三好市及び美波町は、各自治体においてオープンデータを公開している

ことから、当該掲載サイトのリンクを掲載している。 

 平成２８年度から令和元年度までの間に、市町村が「Ｏｕｒ Ｏｐｅｎ Ｄａｔａ」に掲

載したオープンデータの件数は以下のとおりである。なお、とくしま新未来デー

タ活用推進戦略では、令和２年度までに市町村のオープンデータ取組率１００

パーセントを目標としている。 

  (1) 平成２８年度（合計２２件） 

鳴門市   ３件 

小松島市  １件 

阿南市   ４件 

阿波市   ３件 

勝浦町   １件 

牟岐町   １件 

美波町   ３件 

海陽町   ２件 

東みよし町 ４件 

 

  (2) 平成２９年度（合計５件） 

鳴門市   ２件 

小松島市  ２件 

阿波市   １件 
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  (3) 平成３０年度（合計１０件） 

鳴門市   ４件 

小松島市  １件 

阿南市   １件 

吉野川市  ２件 

美馬市   １件 

那賀町   １件 

 

  (4) 令和元年度（合計１９件） 

鳴門市   ４件 

小松島市  １件 

美馬市   ２件 

石井町   ２件 

松茂町   ２件 

北島町   ６件 

板野町   １件 

上板町   １件 

 

 

５ 事業者が掲載したオープンデータについて 

 

県は、政策創造部統計データ課から、データを保有している事業者に対して、

オープンデータの掲載を直接依頼している。 

 平成２７年度から令和元年度までの依頼件数は０件であり、令和２年度に１件

依頼している。 

 事業者からは、現在まで９件のデータが掲載されており、依頼先以外の事業者

からのデータは８件である。 
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６ オープンデータの活用について 

 

徳島県のサーフスポット等を紹介するサイトにおいて、災害時、サーフィンに

訪れた人が適切な避難行動が取れるよう、指定緊急避難場所（津波）のオープン

データを利用した指定緊急避難場所を確認できるページや、阿波踊り観光客向け

に天気や宿泊施設等のオープンデータを利用した、お役立ちマップ等に活用され

ている。 
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第２ 監査の結果及び意見（オープンデータ） 

 

上記の監査手続を実施した結果、次のとおり、意見を述べることとする。 

 

１ オープンデータの掲載方法について 

 

掲載されているオープンデータのデータ形式としては、機械判読を容易にする

ためには、ＰＤＦファイル形式は好ましいとは言えず、過渡期である現状におい

てはやむを得ない面があるにしても、将来的にはＰＤＦファイルでの掲載は改善

されるべきである。 

 

（意見４３） 

 機械判読を容易にするために、将来的にはＰＤＦファイルでの掲載については

改善されたい。 

 

 

２ オープンデータの掲載形式について 

 

県の、オープンデータのデータセット数は、令和２年２月４日時点で、１,２５

１件である。 

 データセットのフォーマットについては、エクセルやＰＤＦによっているとこ

ろ、例えば、「令和元年度 地方税のしおり 参考資料」、「令和元年度 地方

税のしおり 税金の種類」及び「令和元年度 地方税のしおり 徳島県・市町村

の予算、収入」については、１冊の冊子として発行している「令和元年度 地方

税のしおり」から、該当箇所をＰＤＦで公開しているデータであるものの、デー

タセット数としては３件として把握されている。 

 他方で、「令和元年度 地方税のしおり 税金の資料」のページは、各税金の

概要を税目ごとに２４件に分けられたＰＤＦで公開しているところ、データセッ

トの件数としては、「令和元年度 地方税のしおり 税金の種類」の１件で把握

されている。 

 市町村が掲載したオープンデータについても、例えば、吉野川市が掲載した「吉
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野川市ごみ収集カレンダー」については、データセット名を「吉野川市ごみ収集

カレンダー」として、ページでは７つの地区に分かれたＰＤＦが掲載されている

ところ、データセット数としては１件として把握されている。一方で、鳴門市は

ごみ収集カレンダーについて、データセット名を「【鳴門市】ごみの収集日（2020.4

～2021.3）（撫養町木津・南浜・斎田・黒崎・大桑島・小桑島、北灘町全域、瀬

戸町全域、鳴門町全域にお住まいの方）」、「【鳴門市】ごみの収集日（2020.4

～2021.3）（撫養町林崎・北浜・弁財天・岡崎・立岩、大麻町全域、大津町全域、

里浦町全域にお住まいの方）」の２つの地域に分けて２件のデータセットとして

掲載している。 

 上記のとおり、各データセットについては、オープンデータを掲載する側が掲

載方法を決定する結果、例えば、本来１冊のしおりであるはずの「令和元年度 地

方税のしおり」のデータが、掲載方法によってデータセット数が複数になり、ま

た、各市町村の「ごみ収集カレンダー」が掲載方法によってデータセット数に差

が生じることになる。 

 １冊のしおりや１つの地方公共団体のゴミカレンダーのデータセットが掲載方

法によって複数になる場合には、オープンデータ利用者としてデータセット毎に

アクセスし、複数のデータセットを合わせて統一したデータを把握する必要が生

じることから、当該負担からオープンデータの活用が阻害される可能性もあり、

また、県においてもデータセット数の把握が不正確になるおそれがある。 

 「国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決を図るとともに、経済活性

化や行政の高度化・効率化、行政の透明性・信頼の向上をはかる（総務省ＨＰ）」

ことにオープンデータの意義・目的があるところ、こうしたオープンデータの意

義・目的は、これまでの行政のデータの取扱いに対する革新を迫るものであり、

担当課からの聞き取り調査においては、現時点では、こうしたオープンデータの

意義・目的について、市町村等の理解を得るために腐心している段階であること

がうかがわれた。そのため、現時点において、オープンデータの掲載形式につい

て、齟齬が生じていることにはやむを得ない面もある。 

 もっとも、国民誰もがインターネット等を通じて容易に利用（加工、編集、再

配布等）できるようにすることにオープンデータの眼目があるのであるから、１

冊のしおりや地方公共団体のゴミカレンダー等、掲載されているデータが同種類

なのであれば、利用者の利便性の観点からは、その掲載方法についても統一され
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ていることが望ましい。そして、掲載データが膨大になってから取り組むのでは

訂正等に時間とコストがかかることが予想されるため、掲載データが少ない現時

点から取組を始めることが望ましい。 

 

（意見４４） 

 データセットの掲載方法について、統一的なルールを策定し、利用者の利便性

の向上を図るよう要望する。 

 

 

３ アイデアボックスにおける要望への対応について 

 

「Ｏｕｒ Ｏｐｅｎ Ｄａｔａ」内の、アイデアボックスにおいて、利用者から平成２９

年に「徳島県ホームページの『よくある質問（ＦＡＱ）検索サービス』のデータ

のオープンデータ化を希望」する旨の投稿があったところ、県は投稿者に対して、

平成２９年１０月１９日付で「コメントありがとうございます。「よくあるご質

問（ＦＡＱ）検索サービス」のデータについては、内容を担当する課が随時更新・

追加作業等を行っており、正確なデータを継続的に提供することができないため、

現時点では、オープンデータ化は困難な状況です。オープンデータ化の手法も含

め、引き続き検討させていただきます。」と回答しているところ、その後、具体

的な検討結果が追加で回答されていない。 

 なお、この点について包括外部監査人から担当課に対し対応状況の問い合わせ

を行ったところ、担当課によれば、「よくある質問（ＦＡＱ）検索サービス」の

質問と回答のデータについて、令和３年１月１日時点のデータを作成して、同月

中に公開予定とのことである。 

アイデアボックスウェブサイトには、「本ウェブサイトは、徳島県内における

公共データに関連したアイデアの案内・登録を目的としたオープンデータの「ア

イデアボックスサイト」です。オープンデータに関連したアイデアの検索や登録

が行えます。」との記載があり、利用者から広くアイデアを募ることを目的とし

ている。もっとも、アイデアボックスへの投稿は２０１８年６月６日が最後であ

り、十分な活用がされていないところ、この点について十分な検討がなされてい

るとは言い難い。 
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その上で、オープンデータの利用者からの要望について、県側が「検討する」

と回答した以上、検討状況も含めて適時回答しなければ、利用者からすれば、ア

イデアボックスにアイデアを投稿する意欲が減少することになる。 

したがって、アイデアボックスウェブサイトのより実効的な活用策について、

根本的に検討するとともに、少なくとも、アイデアボックスへの投稿については、

適時に回答するようにすべきである。 

 

（意見４５） 

 アイデアボックスウェブサイトの実効的な活用策について、根本的に検討する

とともに、少なくとも、アイデアボックスへの投稿については、適時に回答する

ようにすべきである。 

 

 

４ 市町村への働きかけについて 

 

県では、市町村に対して、オープンデータへの取組依頼を定期的に実施し、県

内の２つの町を除く市町村において、本年度中までには取組が開始されており、

残る２つの町についても、順次、取組を開始する予定とのことである。 

 他方で、上記４「市町村が掲載したオープンデータについて」の各市町村のデー

タの掲載状況からも明らかなように、１件だけ掲載した後にはデータが掲載され

ていない市町村も見受けられ、また、他の市町村も、継続的にデータを掲載して

いるとは言い難い。そのため、一度、データを掲載してからアップデートがなさ

れないままとなっている市町村も複数見受けられる。 

 県の働きかけによって、各市町村がオープンデータへの取組を開始しているこ

とは一定の評価ができるものの、取組を開始しただけで、その後の継続性に欠け

る市町村もあり、国民が地方公共団体等の保有するデータをインターネット等を

通じて容易に利用できるようにするオープンデータの目的からは、継続的に市町

村がデータを掲載する必要がある。 

また、ある市町村が掲載したデータのうち、他の市町村においても掲載可能で

あると判断されるデータについては、他の市町村もデータを掲載するよう、県か

らより積極的な働きかけを行い、オープンデータの充実を図るべきである。 
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（意見４６） 

 市町村がオープンデータへの取組を開始した後も、県において、市町村が定期

的にデータを掲載するよう働きかけを継続するとともに、また、ある市町村が掲

載したデータのうち、他の市町村においても掲載可能であると判断されるデータ

については、他の市町村もデータを掲載するよう、積極的な働きかけを行い、オー

プンデータの充実を図るべきである。 

 

 

５ 事業者への働きかけについて 

 

県では、オープンデータの運用開始以降、事業者に対しては、令和２年度に１

件だけ掲載依頼を行ったのみで、事業者に対して適切な掲載依頼を行っていると

は言い難く、また、依頼先の選定基準についても定めていない。 

 県によれば、事業者の有するデータについて、個人情報保護等を理由に、事業

者への掲載依頼が進んでいないとのことである。 

 しかしながら、県が掲載依頼を行っていない状況下でも、事業者から８件のデー

タ掲載があり、事業者からのデータ掲載が必ずしも困難であるとは考え難い。 

 したがって、データを掲載した事業者から、データ掲載の経緯や目的等を確認

するなどして、データの掲載が可能な事業者について分析を実施し、掲載依頼を

行う事業者の選定基準を策定することで、事業者によるデータ掲載の数の増加が

期待される。 

 一方で、現在、事業者がデータ掲載する際には、事業者がグーグルアカウント

等からログインしてデータを掲載しているところ、事業者は県に対して実名や連

絡先を明らかにする必要はなく、事業者が連絡先等をデータ掲載の際に県に開示

しない限り、県から掲載した事業者に対して連絡することができないが、前述し

たとおり、オープンデータを充実するためには、データを掲載した事業者がいか

なる経緯や目的で当該データを掲載することにしたのかの実態調査を行うことは

有益であると考えられる。 
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（意見４７） 

 事業者からのデータ掲載を増やすためには、実際にデータを掲載する事業者か

ら、データ掲載の経緯や目的等を確認するなどして、データの掲載が可能な事業

者について分析を実施し、掲載依頼を行う事業者の選定基準を策定し、事業者に

順次掲載依頼を行うべきである。 

今後は、事業者がデータ掲載をする際に、可能な限り事業者の連絡先を明らか

にしてもらい、ヒアリング等の調査にも応じてもらえるよう協力を求めることが

望ましい。 

 

 

６ データの更新について 

 

県は、オープンデータに掲載されたデータについて、定期的に更新を実施して

おらず、市町村に対しても、定期的な更新を要請していない。その結果、数年前

のゴミカレンダーのデータが掲載されたまま、更新されていない状態が続いてい

る。 

 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決

定である平成２９年５月３０日付「オープンデータ基本指針」は、公開済みのデー

タの更新について、「データの迅速な公開やその鮮度の維持が重要なデータにつ

いては、可能な限り迅速に公開するとともに適時適切な更新を行う。また、デー

タ更新の周期等を明示し、利用者が予め更新の時期を把握できるようにしていく。」

と規定している。 

 県の保有するデータの更新は勿論のこと、市町村や事業者に対しても、適時適

切なデータの更新を要請することが必要であるところ、県によれば令和２年１２

月２日に、市町村に対して最新のデータへの更新を依頼したとのことである。そ

の結果、２０１７年のゴミカレンダーが２０２１年分に更新されたとのことであ

るが、上記県の対応は、本年度の包括外部監査人からの指摘により対応したもの

であり、以前は古いデータが更新されることなく放置された状態であった。 

 

（意見４８） 

 オープンデータの利用者の視点からは、最新のデータが掲載されていなければ、
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利用に対する意欲が減少することに繋がり、「Ｏｕｒ Ｏｐｅｎ Ｄａｔａ」の形骸化のお

それもある。 

 県としては、自身が保有するデータの更新は勿論のこと、市町村や事業者に対

しても、適時適切にデータの更新を依頼するよう要望する。 
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第３ ビッグデータの取組 

 

１ 事業の概要 

 

県は、「とくしま新未来データ活用推進戦略」において、県の独自施策として

「ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩの活用」を位置付け、徳島ならではのＩｏＴ・ビッ

グデータ・ＡＩ利活用モデルの実証・実装に取り組んでいる。 

  

 

２ ビッグデータの実績 

 

県が保有しているビッグデータは以下のとおりである。 

ア．国民健康保険の医療・調剤レセプトデータ「徳島県医療ビッグデータ

分析システム」 

イ．ｅラーニング学習データ 

ウ．本県沿岸及び沖合の水深別水温、塩分濃度、溶存酸素濃度等のデータ 

このように、県におけるビッグデータの取組は、現時点においては、まだ実績

件数も少なく、よりビッグデータを活用するための試行段階と評価することがで

きる。 

 

 

 

第４ 監査の結果及び意見（ビッグデータ） 

 

上記の監査手続を実施した結果、次のとおり、意見を述べることとする。 

 

１ 個人情報の取扱いについて 

 

個人情報の取扱いについては、ビッグデータにおいても他の情報と同じく、個

人情報の収集や提供については、徳島県個人情報保護条例等の規程に従う必要があ

る。 
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 県が保有しているビッグデータのうち、ｅラーニング学習データについては、

教育関係ビッグデータ活用実証事業における個に応じた教育学習に関するビック

データ活用事業において取得したデータである。 

 具体的には、実施校の生徒に対して、ｅラーニングシステムを使って、各自の

スマートフォンやパソコン等を用いて英単語カード的な学習を１日１回程度のス

ケジュールで続けてもらい、５日に１日のペースでテストを実施し、１か月に１

度程度の割合で、学習後の成績がフィードバックされる仕組みのもと、各生徒の

学習データが取得されることになる。 

 学習データの取得の際に、生徒の個人情報（学年、組、出席番号、性別）が登

録され、各個人の学習データに番号を付した上で、当該データは解析を行う大学

に送られる。その後、大学によって解析された学習データについては、徳島県立

総合教育センターを介して実施校に送られ、学習データの付番と生徒個人が紐づ

けられ、各生徒への個別の学習指導に利用されている。 

 参加する生徒は、予め参加同意書に保護者と共に署名するところ、同意書につ

いて生徒や保護者に説明を行う際に配布されている説明文書では、「個人が特定

される情報（氏名）」は収集しない旨記載されている。 

 この点について、学習データの取得の際に登録される生徒の個人情報は、その

内容が「学年、組、出席番号、性別」であるため、個人の識別が可能であり、徳

島県個人情報保護条例第２条の定める個人情報に該当することから、氏名のみが

個人情報であるかのような同意書取得の際の説明は誤っていると解される。 

 県としては、大学に送られるデータ及び大学から送られるデータは付番のみの

情報のため、大学や徳島県立総合教育センターでは個人を識別できないとのこと

であるが、実施校においては、最終的に付番の前提となる個人を特定した上で、

生徒への学習指導を行うことが予定されているのであるから、県が個人情報を収

集していることに変わりはない。 

 前述したとおり、学習データは、当初より生徒個人の学生指導にも活用するこ

とが想定されていたのであるから、生徒及び保護者への説明文書においても、個

人情報の取扱欄において、実施校においては個人を識別することができる情報を

収集する旨を明記するべきであった。 

 本件のように、当該データ単独では個人を識別することはできなくとも、当該

関係者が照合可能な他の情報と組み合わせることによって個人を識別することが
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可能となる場合があるのであるから、特に官民協働してビッグデータを活用しよ

うとする場合には、当該事業に関わる関係者毎に個人情報該当性について判断を

するとともに、新たに同意を取得する際には、個人情報保護制度を総括する所管

課に事前に相談するなどして、同意に遺漏が生じることがないようにすることが

望ましい。 

 

【指摘６】 

 県が保有しているｅラーニング学習データについては、生徒の学年、組、出席

番号、性別により個人の識別が可能であり、徳島県個人情報保護条例第２条の定

める個人情報に該当するため、今後は、生徒や保護者から同意書を取得する際の

説明において、より一層分かりやすい記載内容により、個人情報を収集すること

になる旨明示されたい。 

 

（意見４９） 

 特に官民協働してビッグデータを活用しようとする場合には、当該事業に関わ

る関係者毎に個人情報該当性について判断するとともに、新たに同意を取得する

際には、個人情報保護制度を総括する所管課に事前に相談するなどして、同意に

遺漏が生じることがないようにすることが望ましい。 
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  まとめ 

 

 徳島県においては、徳島県ホームページ作成ガイドライン、ソーシャルメディア

利用ガイドライン、パブリシティマニュアル等を整備して、徳島県ホームページを

はじめとする様々なメディア等を活用して情報発信に努めるとともに、「『未知へ

の挑戦』とくしま行動計画」や「とくしま新未来データ活用戦略」等において、デー

タ利活用を推進している。そこで、徳島県によるウェブサイト及びＳＮＳを利用し

た情報発信について外部監査を実施するとともに、オープンデータ・ビッグデータ

事業に関しても外部監査を実施した。 

 新型コロナウイルスの流行が続く中、新型コロナウイルス関連情報を適切に発

信するために、例えば、徳島県ホームページにおいて特設サイトが設けられ、新た

にラインを利用した情報発信サービスが開始されるなど、全庁あげて多忙を極め

る中で外部監査に協力された各担当課に対しては、まずもって感謝申し上げる。 

 また、新型コロナウイルス関連のみならず、調査の過程において発見された改善

すべき事項についても、正式な報告を待つことなく改善がなされた事項が複数存

在し、監査人としては、各担当課の機敏な対応についても敬意を表したい。 

 以下、改善すべき点の主なものについて記載する。 

 

 

第１ ウェブサイト・ＳＮＳを利用した情報発信について 

 

 ウェブサイト・ＳＮＳを利用した情報発信については、個々のウェブサイトやＳ

ＮＳの中には、創意工夫を凝らし、多くの利用者に利用されているものもある一方

で、適時に更新がなされないままにされているものも複数存在している。 

 そもそも、ウェブサイトやＳＮＳにおいて適時に情報更新がなされていないこ

と自体が「適切な情報発信がされていない」という情報を発信している点に留意し

て、不要なウェブサイト等の統廃合を含めた適切な管理がなされるべきである。そ

の際には、まずもって徳島県及び関連団体が運営する全ウェブサイト及びＳＮＳ

の把握が欠かせない。 

 また、県全体においてウェブサイト等を利用した情報発信をいかに行うべきか

を総合的に検討し方針を定める仕組みが実現できておらず、前述したとおり創意
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工夫を凝らしたウェブサイト等の知見が、他のウェブサイト等に活かされず個別

の成果に留まっている。 

 そこで、徳島県ホームページを含めた徳島県が運営する全ウェブサイト及びＳ

ＮＳについて早急に把握するとともに、徳島県全体の広報戦略のもとで、インター

ネット関連の広報について総合的に検討するとともに、情報公開制度との棲み分

けや個人情報保護のあり方を含め、各担当課に専門的な助言指導を行うことがで

きるシステムを構築するべきである。 

 

 

第２ 徳島県ホームページについて 

 

 徳島県ホームページについては、一部、スマートフォンに対応していないページ

が存在し、また、多数の情報が基本的に新着順に掲載される構造になっていること

などから、情報が容易に検索できないなど、当初のリニューアルコンセプトである

直感的な情報の取得の実現には、なお課題が残っている。複数のリンク切れの発生

についても、ホームページリニューアル当初から、リンク切れを機械的に発見する

システムを実装するなどのシステムを構築する等しておけばより早期に対応でき

ていたと考えられる。そのため、日々の更新作業においても更なる改善を求めると

ともに、今後、大規模なリニューアルを行う際には、より情報の検索性を高め、問

題事象に対してより円滑な対応を可能とする仕組みを検討されたい。 

 ＰＤＦファイルを利用した更新は、更新作業としては簡便である一方、ウェブア

クセシビリティの観点からは問題であり、ホームページ作成ガイドラインが遵守

されているとは言い難い。各担当課において、適宜、情報を更新することができる

仕様にしているのであるから、より研修等を充実させるとともに、一定の分量の説

明文がなければ更新できないような仕様も検討すべきである。あわせて、ウェブア

クセシビリティの充実のためには、より積極的に当事者の意見を聴取し、リニュー

アルに反映できるようにすべきである。 

 徳島県ホームページ１つとっても、掲載情報が多数にのぼる上、担当課において

更新できる仕様になっており、各業務担当者が直接作業に携わっていることから、

システムにおいて対応できる課題については、できるだけ人力に頼らずとも対応

できるようにするとともに、更新作業を行った際には、必ず更新結果を利用者の立
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場になり確認をするなど、常に利用者の視点に立った更新を望みたい。 

 

 

第３ オープンデータ・ビッグデータ事業について 

 

オープンデータ・ビッグデータ事業は、まだ揺籃期にあり、試行錯誤が続けられ

ているというのが監査人の率直な評価である。そのため、トライアンドエラーを恐

れずに積極的に取り組まれていることについては高く評価するとともに、揺籃期

であるからこそ、より利用者が利用しやすいシステムの構築に向けて不断の努力

を続けるとともに、個人情報の取扱い等については疎かにすることなく対応され

ることを望みたい。 
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サ
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。
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。
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。
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。
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号
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ペ
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を
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す
る
た
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ご
い

及
び
に
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き
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を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
取
扱
い
に
つ
い
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次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

た
だ
し
、
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
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ス
病
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ま
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防
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た
め
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死
亡
し
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。
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す
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介
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Ｃ
Ｒ
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と
。

第
二
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四
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月
三
十
一
日
ま
で
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